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第１章 総則 

 

第１節 目 的 
 

この計画は、事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつつ、竹原

市全域において発生が想定されるあらゆる地震災害に対処するため、市、県、指定地方行政機

関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者（以下「防災関

係機関」という。）が処理すべき事務又は業務の大綱を定め、さらに、住民の役割を明らかに

し、各種災害対策を迅速、的確かつ総合的に実施することにより、住民の生命、身体及び財産

を地震災害から保護することを目的とする。 
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第２節 基本方針 

 

１ この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定により作成している「竹原市地域防災計

画」の震災対策編・地震災害対策計画とする。 

なお、本編において、基本編と内容が重複する計画は、基本編を準用する。 

２ この計画は、阪神・淡路大震災や東日本大震災等の近年の大規模災害の経験を踏まえ、

防災の時間経過に応じて、災害予防計画、災害応急対策計画及び災害復旧計画の基本的

事項を定め、地震災害対策を総合的に推進していくものである。 

３ この計画に基づき、各課等は、細部の実施計画を定め、その具体的推進に努める。 

４ この計画は、防災関係機関の地震災害対策の推進状況に応じて、必要な修正を行う。 

 

 
第３節 防災業務実施上の基本理念及び基本原則 
 

基本編第１章第３節「防災業務実施上の基本理念及び基本原則」を準用する。 

 

 
第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
 

基本編第１章第５節「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」を準用する。 

 

 
第５節 竹原市の地勢の概況 
 

基本編第１章第６節「竹原市の概要」に定めるとおりであるが、本節では活断層及び本市近

辺で発生した地震について定めるものとする。 

第１ 活断層 

断層とは、ある面を境に両側のずれ（食い違い）のみられる地質現象をいい、その中

で、地質時代でいう第４紀（約 170 万年前から現在の間）において繰り返し活動し、

将来も活動する可能性のあるものを特に活断層という。 

活断層は、地震の発生源となり得る断層であり、阪神・淡路大震災の震源として注目

されたように今日では、地震予知の観点から活断層の存在は特に重要視され、各地域で

その認定作業や活動履歴調査等が進められつつある。 

第２ 竹原市近辺で発生した地震 

広島県地震被害想定調査報告書（平成 18 年度見直し）によると、広島県に影響を及

ぼす断層には、「基盤的調査観測対象活断層」に含まれる五日市断層帯、岩国断層帯、

中央構造線断層帯があり、ひとたび発生すれば、局地的な激震が発生し、特に、中央構

造線（石鎚山脈北縁）の活断層による地震が発生した場合には、県内でも東部地域での

影響が大きいとされている。 
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地震断層の長さと地震規模には、相関が認められており、マグニチュード７以上の大

規模な地震では、断層系としてかなり長い。また、これまでの直下型地震のうち濃尾地

震、福井地震、鳥取地震、兵庫県南部地震をみると、激震域（震度７）の範囲は地震断

層の近傍に分布することが多く、その形状と広さは、むしろ軟弱な地盤である沖積地な

ど第４紀層の分布状況に強く影響されることがわかっている。 

本市近辺での地震としては、安芸灘で明治 38 年(1905 年)、昭和 24 年(1949 年)、平

成 13 年(2001 年)に発生した地震がある。特に明治 38 年(1905 年)の「芸予地震」は、

マグニチュードはそれほど大きくなかったものの、広島・呉等の震源域周辺ではかなり

の被害が報告されている。 

 

 
第６節 既往地震の概要 
 

第１ 発生地震による地震タイプの特徴 

地震は、地球表層を形成するプレート境界あるいはプレート内において、岩盤がずれ

動く断層運動によって発生する｡これを図示すると図－１のとおりである。 

地震は発生メカニズムによって陸域の浅いところで発生する活断層型地震、プレート

の沈み込みによるプレート間で発生する海溝型地震、沈み込むプレート内で発生するス

ラブ内地震等のタイプがある。いずれにせよ地震は繰り返すという特徴を有することか

ら、歴史地震を把握することは重要である｡ 

なお、広島県周辺で発生した過去の被害地震の震央位置と活断層位置を図－２に示

す。 
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・平成 28（2008）年 熊本地震など 

6）活断層研究会（1991）：新編日本の活断層.東京大学出版 
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 第２ 広島県内に被害を及ぼした近年の歴史地震 

広島県に被害を及ぼした主な地震とその被害状況は以下の表のとおりであるが、「宝

永地震」（1707 年、Ｍ8.4）、「安政南海地震」（1854 年、Ｍ8.4）、「南海地震」（1946

年、Ｍ8.0）等、マグニチュード８クラスの地震も発生している。 

 

表１－広島県に被害を及ぼした主な地震とその被害状況 

発生年 地震名 マグニチュード 被害の概要 

慶安 2 年 

（1649 年） 

3 月 17 日 

芸予地震 7.4±0.25 

広島にて侍屋敷、町屋少々潰・破損多し。 

貞享 2 年 

（1686 年） 

1 月 4 日 

芸予地震 7.0～7.4 

広島城廻その他少しずつ破損したが大破ではなく、広島

県中西部 199 ヶ村で被害。合計で家損 147 軒、蔵損 39

軒、社 3、寺 5、土手 4、734 間、石垣損 857.5 間、田畑

損 1.19 町、死 2、死牛馬 3。宮嶋で大宮・五重塔などの

屋根、瓦少損。石垣・井垣崩れあり。備後三原城の石垣

はらみだす。錦帯橋橋台落ち、岩国で塀われ瓦落ちる。 

宝永 4 年 

（1707 年） 

10 月 28 日 

宝永地震 8.4 

全国広範囲で大被害。備後三原城で石垣はらみ、潰家多

く、広島で城堀の水が路上に溢れ石垣の崩壊あり（町・

郡内で全潰家屋 78、半潰 68）。 

嘉永 7 年 

安政元年※ 

（1854 年） 

12 月 24 日 

安政南海地震 8.4 

前日の安政東海地震とともに、全国広範囲で大被害。広

島では屋根の揺れ幅が 1.6～1.7 尺（0.5m）であった。 

嘉永 7 年 

安政元年※ 

（1854 年） 

12 月 26 日 

伊予西部 7.3～7.5 

安政東海地震、安政南海地震と時期的に接近し、記録か

らは被害が分離できない。広島では、安政南海地震と同

じぐらいの揺れに感じられたという。 

安政 4 年 

（1857 年） 

10 月 12 日 

芸予地震 7.25±0.5 

三原で藩主の石塔など破損。広島で家屋の破損あり。呉

で石垣崩れ、門倒れなどあり。郷原（呉市）で土堤割れ

などあり。 

明治 5 年 

（1872 年） 

3 月 14 日 

浜田地震 7.1±0.2 

中野村（北広島町）で亀裂（延長 500m）を生じ、家土蔵

半潰 15、橋梁落下 2 を生じた。広島県内各地で小被害、

家屋倒壊もあった。 

明治 38 年 

（1905 年） 

6 月 2 日 

芸予地震 6.7 

沿岸部、特に広島、呉、江田島、宇品で揺れが強かっ

た。広島監獄は埋立地にあり、第 14 工場が倒潰し死者

2、負傷者 22 を出した。その他瓦、壁土、庇の墜落が

り、広島停車場の入口の庇と廊下が倒れ負傷者 11、宇品

は明治 17 年以降の埋立地で被害大きく、江田島の兵学

校内にも亀裂や建物の被害があった。 

※嘉永 7 年 11 月 27 日 安政に改元 
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発生年 地震名 マグニチュード 被害の概要 

  
 

 

被害総括 

出典：地震予防調査会報告、1905、No.53 

   ( )内は、中央気象台の記録 

郡市 死 傷 全潰 半潰 破損 
煙突 

損壊 

広島市 4 70 36 20 25 25 

呉市 6 86 
5 

(51) 

25 

(57) 

(5、

957) 
 

安芸郡 1 1 1 1   

賀茂郡  2 5  14 1 

佐伯郡   2 1   

安佐郡  1 7  1  

計 11 160 56 47 40 26 

昭和 21 年 

（1946 年） 

12 月 21 日 

南海地震 8.0 

全国広範囲で大被害。広島県で負傷者 3、住家全壊 19、

半壊 42、非住家全壊 30、半壊 32、道路損壊 2 

昭和 24 年 

（1949 年） 

7 月 12 日 

安芸灘 6.2 

呉で死者 2、道路の亀裂多く、水道管の破断、山林の一

部崩壊などの被害があった。 

平成 11 年 

（1999 年） 

7 月 6 日 

広島県 

南東部 
4.5 

負傷者 1（震度４） 

物的被害なし〔広島県調べ〕 

平成 12 年 

（2000 年） 

10 月 6 日 

鳥取県 

西部地震 
7.3 

震源近傍では震度 6 弱～6 強となり、鳥取県を中心に負

傷者 182 名、住家は全壊 435 棟、半壊 3、101 棟、一部

損壊 18、544 棟等の被害。また、延べ 17、402 戸が停電

し、各地で断水などの被害〔内閣府（2003）〕。 

広島県では強いところで震度 4 となり県内で住家 6 棟が

一部破損した。〔広島県調べ〕 

平成 13 年 

（2001 年） 

3 月 24 日 

芸予地震 6.7 

広島県で強いところで震度 6 弱となり、死者 1 名、重軽

傷者 193 名、住家の被害は、全壊 65 棟、半壊 688 棟、

一部損壊 36、545 棟の被害が発生した。〔広島県調べ〕 

平成 18 年 

（2006 年） 

6 月 12 日 

伊予灘 4.7 

負傷者 4（重傷 1、軽傷 3、）、住家一部損壊 2 棟〔広島県

調べ〕 

平成 23 年 

（2011 年） 

11 月 21 日 

広島県 

北部 
5.4 

負傷者 2（震度５弱）〔広島県調べ〕 

平成 26 年 

(2014 年) 

3 月 14 日 

伊予灘 

 
6.2 

負傷者 1（震度 5 弱）、住家一部損壊 32 棟 

非住家 6 棟 

 

令和 6 年 

（2024 年） 

4 月 17 日 

広島県 

南部 
6.6 

 

負傷者 2、住家一部損壊 1 棟 
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【出 典】 

※ 広島県調べ、内閣府（2003）以外は、宇佐美龍夫（1987）から抜粋 

（内閣府（2003）：平成 12 年（2000）鳥取県西部地震について） 

なお、昭和以降は、人的被害の記録が残っている地震を掲載している。 
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第３ 発生メカニズムによる地震の分類 

主な歴史地震を発生メカニズムによって分類すると次のとおりである｡ 

地震のタイプ 本県に被害を及ぼした主な地震 地震の発生周期 

＜プレート内（スラブ内）地震＞ 

沈み込んだフィリピン海プレート

内の地震 

（やや深い地震） 

・平成 13 年（2001 年）芸予地震 

・昭和 24 年（1949 年）安芸灘 

・明治 38 年（1905 年）芸予地震 

・慶安 2 年（1649 年）芸予地震 

・貞享 2 年（1686 年）芸予地震 

・安政 4 年（1857 年）芸予地震 

約 50～100 年間隔で発生 

＜プレート間（海溝型）地震＞  

フィリピン海プレートの沈み込み

によるプレート間地震 

・昭和 21 年（1946 年）南海地震 

・安政 元年（1854 年）安政南海地震 

・宝永 4 年（1707 年）宝永地震 

約 100～150 年間隔で発生 

＜地殻内（活断層型）地震＞  

陸域の浅い地震 

（深さ約 20 ㎞以浅） 

・平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地

震 

・平成 7 年（1995 年）兵庫県南部地

震 

・明治 5 年（1872 年）浜田地震 

千年～数万年間隔で発生 

※ 出典：「広島県の地震防災対策のあり方（平成 15 年３月）」に加筆 

 

第４ 広島県周辺における既往地震・津波 

南海トラフでは津波を伴った地震が慶長 10 年(1605 年)慶長地震をはじめ、宝永４年

(1707 年)宝永地震、安政元年(1854 年)安政南海地震、昭和 21 年(1946 年)昭和南海地

震等、100～150 年の間隔で繰り返し起こり、西日本はその都度大きな地震・津波災害

に見舞われてきた。 

特に、太平洋に面している和歌山、大阪、徳島、高知県沿岸で甚大な津波被害を受け

たことはよく知られており、日本有数の津波常襲地帯に数えられている｡ 

広島県はこの津波常襲地帯に隣接しているが、過去の古文書において県内に津波によ

る被害はほとんど報告されていない｡ 

近年では、平成 22 年(2010 年)２月に発生したチリ中部沿岸を震源とする地震によ

り、呉で 0.1ｍ、平成 23 年(2011 年)３月に発生した東北地方太平洋沖地震により、広

島・呉で 0.2ｍの津波高さを観測している。 
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第７節 被害想定 

 

第１ 地震被害想定調査 

広島県は、東日本大震災（平成 23 年３月）を踏まえ、最新の科学的知見に基づき、

地震被害想定の見直しを行った。 

第２ 調査内容 

１ 想定地震 

広島県の地震・津波対策において被害想定を行うべき地震として、既に明らかとなっ

ている断層等を震源とする地震及びどこでも起こりうる直下の地震を選定した。 

(1) 既に明らかとなっている断層等を震源とする地震・津波（図－１及び図－２参照）

過去の被害地震や活断層調査結果を踏まえ、次のア、イ、ウを基準とし、「既に明

ら 

かとなっている断層等を震源とする地震」を 11 ケース選定した。 

ア 歴史的に繰返し発生し、将来発生する可能性が高い地震 

イ 地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震 

ウ 地震規模及び本県と震源との距離から、発生した際に本県に及ぼす被害が甚大とな

る可能性が高い地震 

なお、選定した想定地震のうち、震源が海域に位置するものについては、津波に

ついても併せて被害想定を行うこととした。 

(2) どこでも起こりうる直下の地震（図－３参照） 

選定した既に明らかとなっている断層等を震源とする地震により地震被害想定を

行う場合、震源から離れた自治体では比較的軽微な被害にしかならないことがある。 

しかしながら、平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地震のように、活断層が確認され

ていない地域においても地震は発生しており、今後、どの地域においても直下の地震

が発生する可能性は否定できない。このため、前回調査と同様に、既に明らかとなっ

ている断層等を震源とする地震の影響が小さい地域において防災対策を行う上での基

礎資料として役立てることを目的として、県内 23 の各市町役場の所在地に震源位置

を仮定した「どこでも起こりうる直下の地震」を選定した。 
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【参 考】 

■  選定した想定地震 

 

想定地震 
選定基準※ 想定対象 参考 

①  ② ③ 地震 津波 広島県に被害を及ぼした主な地震 

１ プレート間の地震      昭和 21 年（1946 年）南海地震 

安政元年（1854 年）安政南海地震 

宝永 4 年（1707 年）宝永地震 
南海トラフ巨大地震      

 1)南海トラフ巨大地震 ○ ○ ○ ○ ○ 

２ プレート内の地震      平成 13 年（2001 年）芸予地震 

昭和 24 年（1949 年）安芸灘 

明治 38 年（1905 年）芸予地震 

安政 4 年(1857 年)芸予地震 

日向灘及び南西諸島海溝周辺      

  2)安芸灘～伊予灘～豊後水道 ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 地殻内の地震      平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地

震 

明治 5 年（1872 年）浜田地震 中央構造線断層帯      

 

3)讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部  ○ ○ ○ ○ 

4)石鎚山脈北縁  ○ ○ ○ － 

5)石鎚山脈北縁西部－伊予灘  ○ ○ ○ ○ 

五日市断層帯      

 
6)五日市断層  ○ ○ ○  

7)己斐－広島西縁断層帯  ○ ○ ○  

岩国断層帯      

 8)岩国断層帯  ○ ○ ○ － 

安芸灘断層群      

 
9)主部  ○ ○ ○ ○ 

10)広島湾－岩国沖断層帯  ○ ○ ○ ○ 

長者ヶ原断層帯      

 11)長者ヶ原断層－芳井断層 － － ○ ○ － 

どこでも起こりうる直下の地震      

 
どこでも起こりうる直下の地震 

（23市町役場直下に震源を配置） 
－ － ○ ○ － 

※選定基準 

①歴史的に繰返し発生し、将来発生する可能性が高い地震 

②地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震 

③地震規模及び本県と震源との距離から、発生した際に本県に及ぼす被害が甚大となる可能性

が高い地震 
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■ 想定地震の緒元 

 

 

図－１ 想定地震位置図（南海トラフ巨大地震） 

内閣府（2012）：南海トラフの巨大地震モデル検討会資料 

 

    

 地震名 地震タイプ 一般走向 傾斜 長さ 幅 上端深さ マグニチュード※1
今後30年以内
の発生確率

南海トラフ巨大地震 プレート間 － － ， － － － － － － 9.0 －

安芸灘～伊予灘～豊後水道 プレート内 － － ， － － － － － － 6.7～7.4 40%

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 地殻内 東端 34°10′, 134°39′ N70°E
北傾斜
30-40°

約130km 20－30km 0km 8.0程度もしくはそれ以上 ほぼ0～0.3％

石鎚山脈北縁　※2 地殻内 東端 33°58′, 133°25′ N70°E 高角度 約30km 不明 0km 7.3～8.0程度 ほぼ0～0.3％

石鎚山脈北縁西部－伊予灘 地殻内 東端 33°56′, 133°14′ N70°E
高角度
北傾斜

約130km 不明 0km 8.0程度もしくはそれ以上 ほぼ0～0.3％

五日市断層 地殻内 北端 34°29′, 132°23′ N20°E
高角

（西傾斜）
約20km 約25km 0km 7.0程度 不明

己斐－広島西縁断層帯(M6.5)　※3 地殻内 北端 34°27′, 132°27′ N20°E ほぼ垂直 約10km 不明 0km 6.5程度 不明

岩国断層帯 地殻内 北東端 34°15′, 132°13′ N60°E
高角

北西傾斜
約44km 20km程度 0km 7.6程度 0.03～2%

安芸灘断層群(主部) 地殻内 北東端 34°07′, 132°25′ N50°E 不明 約21km 不明 0km 7.0程度 0.1～10%

安芸灘断層群(広島湾－岩国沖断層帯) 地殻内 北東端 34°19′, 132°24′ N30°E 不明 約37km 不明 0km 7.4程度 不明

長者ヶ原断層－芳井断層　※4 地殻内 東端 34°40′, 133°29′ N43°E
北傾斜
80°

（断層露頭）
約37km － －

7.4
（松田（1975）の式

（log L=-2.9+0.6M)により計算
－

どこでも起こりうる直下の地震　※5 地殻内 N45°E － － － － 6.9 －

注:表中の数値等は，内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」，地震調査研究推進本部の各断層等の「長期評価」による。
　 地震動等の計算に用いたモデルの詳細は，第Ⅳ編に整理した。

※1：気象庁マグニチュード。ただし，南海トラフ巨大地震のみモーメントマグニチュード

※2：端部の位置，長さは岡村断層部分
※3：己斐－広島西縁断層帯（M6.9)は参考として震源を仮定しているため諸元は省略
※4：長者ヶ原断層－芳井断層は，本調査による結果を表示
※5：どこでも起こりうる直下の地震は，震源を仮定しているため諸元（傾斜、長さ、幅、上端深さ等）は省略

端部の位置
緯度，経度

市町役場位置に断層中心
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図－２ 想定地震位置図（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 

活断層研究会（1991）：新編日本の活断層、東京大学出版会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 想定地震位置図（どこでも起こりうる直下の地震） 
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 ２ 地震動予測 

想定地震ごとに様々なケースの地震動等の予測を行い、被害が最大となるケースで被

害想定を行った。 

南海トラフ巨大地震については、内閣府（2025a）において、「基本ケース」、「陸

側ケース」、「東側ケース」、「西側ケース」の強震断層モデルによる震度、これを補

完するための「経験的手法」による震度及び全 5 ケースの震度を包絡させた「重ね合わ

せ」について震度分布を予測し、被害想定を行っている。これらの中から「重ね合わ

せ」（最大クラス）を除いたものを被害想定対象として想定結果の状況を記した。 

南海トラフ巨大地震以外の地震では、想定断層の両端に破壊開始点を設定した２ケー

スの強震断層モデルの内、揺れによる建物全壊棟数が多くなるケースを用いて被害想定

を行った。 

また、活断層が確認されていない地域においても発生しうる地震として、各市町役場

の所在地に震源位置を仮定した 23 の地震による被害想定を行った。 

３ 津波浸水想定 

南海トラフ巨大地震の津波断層モデルは、内閣府（2025a）が設定している 11 ケース

の津波断層モデルの内、広島県沿岸部に対して津波の影響が大きいと想定されるケース

１、２、３、４、５、８、１０、１１を検証対象のモデルとして選択した。その中で広

島県内において浸水面積が大きくなると想定される次の津波断層モデルケースを広島県

及び市町ごとに選択し、想定対象とした。 

広島県：広島県全体で 30cm 以上浸水深面積が最大となると想定される津波断層モデ

ル「ケース１」と、広島県全体で人的被害が最大になると想定された津波活断層モデル

「ケース４」を採用した。 

各市町：各市町で 30cm 以上浸水深面積が最大となる津波断層モデルケースとり、各市

町にとって人的被害が最大となると想定される津波断層モデルケースを選定した。  

（30cm 以上浸水深が最大となる津波断層モデルケース） 

・広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、

坂町、大崎上島町は、津波断層モデル「ケース１」を選定。 

・三原市は、津波断層モデル「ケース２」を選定。 

・尾道市は、津波断層モデル「ケース５」を選定。 

・福山市は、津波断層モデル「ケース４」を選定。 

  （人的被害が最大になると想定される津波断層モデルケース） 

   ・広島市は、津波断層モデル「ケース４」を選定。 

   ・呉市、府中町は、津波断層モデル「ケース８」を選定。 

   ・竹原市、東広島市は、津波断層モデル「ケース 10」を選定。 

   ・尾道市、大崎上島町は、津波断層モデル「ケース２」を選定。 

   ・福山市、坂町は、津波断層モデル「ケース 11」を選定。 

   ・廿日市市は、津波断層モデル「ケース３」を選定。 

   ・海田町は、津波断層モデル「ケース５」を選定。 

   ・見晴らし、大竹市、江田島市は、30cm 以上浸水深が最大となる津波断層モデルケース

と同じケースを選定。 
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また、既に明らかとなっている断層等を震源とする地震の内、震源が海域にある次の

5 地震を「瀬戸内海域活断層等による地震」として定義し、想定対象とした。 

・ 安芸灘～伊予灘～豊後水道 

・ 讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 

・ 石鎚山脈北縁西部－伊予灘 

・ 安芸灘断層群（主部） 

・ 安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯） 
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南海トラフ巨大地震による被害想定実施ケース組み合わせ 

 地   震 津   波 

基本 

ケース 

東側 

ケース 

西側 

ケース 

陸側 

ケース 

経験的

手法 

重ね合

わせ 

ケー

ス１ 

ケー

ス４ 

ケー

ス５ 

ケー

ス 10 

竹原市 － － － ○ － － ○ － － ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 想定シーン 

ア 人々の行動や火気器具の使用状況は、季節・時刻によって変化する。このため、地

震が発生する季節や時刻に応じて、人的被害や火災による被害の様相が異なる特徴的

な次の３シーンを想定した。 

なお、火災による建物被害や人的被害は、風速によって被害想定結果が異なるた

め、広島県の過去の風速を参考に、夏冬の平均的な風速及び平均的な一日の最大風速

※で被害想定を行った。 

※ 平均的な一日の最大風速：日最大風速の平均に標準偏差σを加えたもの（2σを

加えることで正規分布の 95.45%値となる） 

 

想定シーンと想定される被害の特徴 
想定シーン 想定される被害の特徴 

冬 深夜 

 平均：風速 5ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・ 多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生す

る危険性が高く、また津波からの避難が遅れることにもなる。 

・ オフィスや繁華街の滞留者や鉄道・道路の利用者が少ない。 

夏 12 時 

 平均：風速 5ｍ/ｓ 

最大：風速 9ｍ/ｓ 

・ オフィスや繁華街等に多数の滞留者が集中しており、自宅外で被災

する場合が多い。 

・ 木造建物内滞留人口は、１日の中で最も少ない時間帯であり、老朽

木造住宅の倒壊による死者は冬の深夜と比べて少ない。 

・ 海水浴客をはじめとする観光客が多く沿岸部等にいる。 

冬 18 時 

 平均：風速 5ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・ 住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も

多くなる。 

・ オフィスや繁華街周辺のほか、ターミナル駅にも滞留者が多数存在

する。 

・ 鉄道、道路はほぼ帰宅ラッシュ時に近い状態であり、交通被害によ

る人的被害や交通機能支障による影響が大きい。 

地震ケース 

 基本：基本となるケース 

 東側：強震動生成域をやや東側の場所に設定 

 西側：強震動生成域をやや西側の場所に設定 

 陸側：強震動生成域を可能性がある範囲で最も陸側に設定 

 経験的手法：震源からの距離にしたがい地震の揺れの強さが

どの程度減衰するかを示す経験的な式を用いて

震度を簡便に推定 

 重ね合わせ：上記４ケースと経験的手法による震度の各地点

における最大値 

 

津波ケース 

1：駿河湾～紀伊半島沖に「大すべり

域+超大すべり域」を設定 

4：四国沖に「大すべり域+超大すべり

域」を設定 

5：四国沖～九州沖に「大すべり域+超

大すべり域」を設定 

10：三重県南部沖～徳島県沖と足摺岬 

沖「大すべり域＋超大すべり域」 

を 2 箇所設定 
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   イ 上記の基本シーンは季節・時間帯ごとの平均的な状況を前提としており、人口分布 

は令和２年国勢調査を基準に作成し、被害想定を行っている。 

しかし、令和６年能登半島地震は、元日に発生し、帰省者が多くいたことが指摘

されており、平時に比較して滞在人口が多く、避難者が多く発生するなど多くの課題

が生じたと考えられることから、そのような特異なシーンが認められる場合にあって

は、基本シーンとは別に、平均的な状況とは異なる人口分布を前提としたシーン（以

下「特異シーン」という。）に基づく被害想定を行っておく必要がある。 

このことを踏まえ、本調査においては、人流統計サービス（以下「人流データ」

という。）と国勢調査の比較を行い、県全域の人口について人流データが国勢調査を

大幅に上回るシーンがある場合には、特異シーンとして設定することとした。 

結果として、県全域の人口分布を比較したときに、人流データが国勢調査を大幅

に上回るシーンは存在しなかったため、本調査においては、特異シーンを設定しない

こととした。 

ただし、特定の場所・時期においては、人流データが国勢調査を上回ることも確

認されたことから、個別の場所・時期における地震防災対策の検討にあたっては、そ

れぞれの場所・時期の実態を踏まえて行う必要がある。 

５ 被害想定項目と想定単位 

各地震における被害想定項目と想定単位は以下のとおりとした。 

 

被害想定項目（定量評価）（1/2） 
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被害想定項目（定量評価）（2/2） 

想定項目  想定する被害量 想定単位 

ライフライン 上水道  被害箇所数、断水人口 10m メッシュ(津

波)、250m メッシ

ュごと 

 下水道  管渠被害延長、機能支障人口 10m メッシュ(津

波)、250m メッシ

ュごと 

 電力 ＊ 電柱被害本数、停電軒数 10m メッシュ(津

波)、250m メッシ

ュごと 

 通信 ＊ 電柱被害本数、固定電話の不

通回線数、携帯電話の不通ラ

ンク 

10m メッシュ(津

波)、250m メッシ

ュごと 

 ガス  供給停止戸数 250m メッシュごと 

交通施設 道路  被害箇所数 直轄国道、直轄国

道以外 

 鉄道  被害箇所数 新幹線、在来線 

 港湾  港湾岸壁施設等の被害箇所数 港湾施設ごと 

生活への影響 避難者 ＊ 避難者数（避難所、避難所

外） 

市町ごと 

 帰宅困難者 ＊ 帰宅困難者数、滞留者数 市区町ごと 

 物資不足量（食料、飲料

水、毛布、仮設トイレ） 

＊ 食料、飲料水、毛布、仮設ト

イレの不足量 

市町ごと 

 医療機能支障 ＊ 要転院患者数、医療需要過不

足数 

二次医療圏ごと 

災害廃棄物等 災害廃棄物、津波堆積物 ＊ 災害廃棄物発生量、津波堆積

物発生量 

市町ごと 

その他の被害 エレベータ内閉じ込め  エレベータ停止台数・閉込め

者数 

市町ごと 

 道路閉塞  幅員 13m 以下道路リンク閉塞

率 

250m メッシュごと 

 避難行動要支援者  避難行動要支援者数（避難

所） 

市町ごと 

 危険物施設・コンビナート 

施設 

 被害箇所数 市町ごと 

 文化財 ＊ 被害件数 文化財ごと 

 孤立集落  孤立集落数 孤立集落ごと 

 ため池の決壊  危険度ランク ため池ごと 

 漁船・水産関連施設  漁船被害数、かき筏被害数 漁業施設ごと 

 重要施設 ＊ 災害対策拠点施設、避難拠点施

設、医療拠点施設の機能支障の程

度 

重要施設ごと 

経済被害 直接被害 ＊ 被害額 市町ごと 

 間接被害 ＊ 被害額 県域 

＊：条件により被害量が異なる想定項目 
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被害想定項目（定性評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 想定結果 

１ 地震動等の予測 

(1) 地震動（図－４参照） 

想定地震の規模、震源からの距離、地盤条件等をもとに、250m メッシュ毎の震度

分布を想定した。各想定地震における県全面積に対する震度別の面積割合を次表に示

した。 

南海トラフ巨大地震については、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」が示した「基本ケース」、「陸側ケース」、「東側ケース」、「西側ケース」の４つの

強震断層モデルと、これを補完するための「経験的手法」及びこれらの震度の最大値

の「重ね合わせ」の地震動の予測を行い、これらの中から最も震度が大きくなる「陸

側ケース」について記した。 

南海トラフ巨大地震以外の地震では、想定断層の両端に破壊開始点を設定した２

ケースの地震動の予測を行い、このうち震度が大きくなるケースについて記した。 
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震度別の面積割合（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 
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震度別の面積割合（どこでも起こりうる直下の地震） 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 震度分布 
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(2) 液状化（図－５参照） 

震度分布と土質状況をもとに、250m メッシュごとの液状化の危険度を示す PL 値分

布を想定した。 

各想定地震における県全面積に対する危険度判定基準別の面積割合を下表に示し 

た。このとき、液状化の危険度の判定は、液状化可能性のある震度５弱以上の範囲で

行った。 

南海トラフ巨大地震については、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」が示した「基本ケース」、「陸側ケース」、「東側ケース」、「西側ケース」の４つの

強震断層モデルと、これを補完するための「経験的手法」及びこれらの震度の最大値

の「重ね合わせ」の PL 値分布の想定を行い、これらの中から最も PL 値が大きくなる

「陸側ケース」について記した。 

南海トラフ巨大地震以外の地震では、想定断層の両端に破壊開始点を設定した２

ケースの地震動の PL 値分布の想定を行い、このうち PL 値が大きくなるケースについ

て記した。 

PL 値による液状化危険度判定基準は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹原市直下地震 

 

  液状化危険度   

液状化危険度 PL 値 

液状化危険度が極めて高い（以下「極めて高い」） 30＜PL 

液状化危険度がかなり高い（以下「かなり高い」） 15＜PL≦30 

液状化危険度が高い（以下「高い」） 5＜PL≦15 

液状化危険度が低い（以下「低い」） 0＜PL≦5 

液状化危険度がかなり低い（以下「かなり低い」） PL=0 
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 液状化危険度別の面積割合（PL 値）（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 
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液状化危険度の面積割合（PL 値） （どこでも起こりうる直下の地震） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 液状化危険度分布（PL 値） 
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(3) 津波（図－６参照） 

想定地震のうち、南海トラフ巨大地震、安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震、讃岐

山脈南縁－石鎚山脈北縁東部の地震、石鎚山脈北縁西部－伊予灘の地震、安芸灘断層

群（主部）の地震、安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）の地震については、津波

による被害を記した。 

ここでは、浸水深別面積（堤防が機能しない場合）について、想定地震ごとに下

表に示す。なお、南海トラフ巨大地震の津波については「南海トラフの巨大地震モデ

ル検討会」が示した津波断層モデル 11 ケースのうち、広島県にとって被害の大きい

（人的被害に結びつく浸水深 30cm 以上の広島県全域での浸水面積が最大）津波断層

モデルケース１の場合を示す。 

 

浸水深別面積（構造物が機能しない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 津波による最大水深分布図（構造物が機能しない場合） 
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南海トラフ巨大地震（ケース１） 

安芸灘断層帯の地震 

 

安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震 讃岐山脈南縁西部の地震 

石鎚山脈北縁西部－伊予灘の地震 

安芸灘断層群（主部）の地震 
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２ 広島県全域で想定される被害の特徴（既に明らかとなっている断層等を震源とする地

震） 

(1)  南海トラフ巨大地震（陸側ケース、津波ケース４） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.3%であり、平地部を中心に６弱

以上となる地域の割合は 8.9%である。さらに県南部の大半の地域は震度５強以上の

揺れとなる。津波の発生によって沿岸部の低地では、浸水深１cm 以上の浸水がある

面積が 11,611ha あり、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 84%となる。地

震による揺れ、液状化、土砂災害、津波により 89,949 棟の建物が全壊し、死者は夏

の 12 時が最大となり 13,797 人で、その約９割以上が津波によるものである。避難を

必要とする人は約 86 万人となる。ライフライン被害、経済被害等については、他の

想定地震と比較しても圧倒的に被害量が大きく、地震発生直後においては、断水人口

が 687,587 人、停電が 123,650 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 15.5 兆円と

なる。 

(2) 安芸灘～伊予灘～豊後水道（南から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.9%、平地部を中心に６弱以上と

なる地域の割合は 14.9%と今回の想定地震中最大となり、県南部の大半の地域が震度

５強以上の揺れとなる。また津波の発生によって、浸水深１cm 以上の浸水がある面

積が 6,653ha（その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 82%）と南海トラフ巨大

地震に次いで広い範囲が浸水する。地震による揺れ、液状化、土砂災害、津波により

73,373 棟の建物が全壊し、死者は冬の深夜で最大 13,009 人となるが、その約９割が

津波によるものである。避難を必要とする人は約 740 万人となる。地震発生直後にお

いては、断水人口が 569,033 人、停電が 79,324 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけ

で約 5.9 兆円となる。 

(3) 中央構造線断層帯（讃岐山脈南縁西部区間）（西から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.1%未満であり、平地部を中心に

６弱以上となる地域の割合は 0.3%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺

れとなる。津波の発生によって、沿岸部の低地では、浸水深１cm 以上の浸水がある

面積が 6,412ha あり、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%となる。地

震による揺れ、液状化、土砂災害、津波により 23,467 棟の建物が全壊し、死者は冬

の深夜が最大となり 13,607 人で、そのほとんどが津波によるものである。避難を必

要とする人は約 33 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 184,879 人、

停電が 51,560 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 4.3 兆円となる。 

(4) 中央構造線断層帯（石鎚山脈北縁区間）（西から破壊） 

県内の南部の地域が震度５強以上の強い揺れとなるが、６弱以上となる地域はわず

かである。また、津波の発生によって、沿岸部の低地では浸水深 1 ㎝以上の浸水が

ある面積が 4,538 ㏊あり、その内、浸水深 30 ㎝を超える地域の割合が 85％とな

る。地震による揺れ、液状化、土砂災害、津波により 9,812 棟の建物が全壊し、死

者は冬の深夜が最大となり 11,689 人で、その全てが津波によるものである。避難を

必要とする人は約 25 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 67,388

人、停電が 35,257 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 2.7 兆円となる。 
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(5) 中央構造線断層帯（石鎚山脈北縁西部区間）（西から破壊） 

   県内の南部の一部地域が震度５強以上の強い揺れとなるが、６弱となる地域はわず

かである。津波の発生によって、沿岸部の低地では浸水深 1cm 以上の浸水がある面

積が 4,681ha あり、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%となる。地震

による液状化、土砂災害、津波により 10,422 棟の建物が全壊し、死者は冬の深夜が

最大となり 12,056 人で、その全てが津波によるものである。避難を必要とする人は

約 25 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 69,672 人、停電が 37,416 

軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 2.8 兆円となる。 

  (6) 中央構造線断層帯（伊予灘区間）（西から破壊） 

     県内の南部の一部地域が震度５強の強い揺れとなるが、６弱以上となる地域は存在

しない。津波の発生によって、沿岸部の低地では浸水深 1cm 以上の浸水がある面積

が 4,681ha あり、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%となる。地震に

よる液状化、土砂災害、津波により 9,827 棟の建物が全壊し、死者は冬の深夜が最

大となり 12,056 人で、その全てが津波によるものである。避難を必要とする人は約

25 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 68,206 人、停電が 37,313 軒

に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 2.7 兆円となる。 

    (7)  中央構造線断層帯（4 連動）（西から破壊） 

         県内の地盤が弱く６強となる地域の割合は 0.1%未満であり、平地部を中心に６弱

以上となる地域の割合は 0.4%である。さらに県南部の一部地域は震度５強以上の揺

れとなる。津波の発生によって、沿岸部の低地では浸水深 1cm 以上の浸水がある面

積が 6,676ha ありその内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 84%となる。地震に

よる揺れ、液状化、土砂災害、津波により 28,353 棟の建物が全壊し、死者は冬の深

夜が最大となり 12,887 人で、そのほとんどが津波によるものである。避難を必要と

する人は約 37 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 200,350 人、停電

が 54,448 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 5.3 兆円となる。 

    (8)  岩国－五日市断層帯（己斐断層区間）（南から破壊） 

         県内の地盤が弱く６強となる地域の割合は 0.5%であり、平地部を中心に６弱以上

となる地域の割合は 4.0%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとな

る。津波の想定は行っていない。地震による揺れ、液状化、土砂災害により 49,447 

棟の建物が全壊し、死者は冬の 18 時が最大となり 1,060 人で、その約 8 割が建物

倒壊によるものである。避難を必要とする人が約 45 万人となる。地震発生直後にお

いては、断水人口が 258,053 人、停電が 28,133 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけ

で約 10.8 兆円となる。 

(9) 岩国ー五日市断層帯（南から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 1.0%であり、平地部を中心に６弱

以上となる地域の割合は 5.1%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れと

なる。津波の想定は行っていない。地震による揺れ、液状化、土砂災害により

42,177 棟の建物が全壊し、死者は冬の 18 時が最大となり 593 人で、その約 8 割が

建物倒壊によるものである。避難を必要とする人が約 37 万人となる。地震発生直後
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においては、断水人口が 183,111 人、停電が 21,679 軒に及ぶ。経済被害は直接被害

だけで約 9.2 兆円となる。 

    (10)  岩国－五日市断層帯（岩国断層区間）（南から破壊） 

          県内の地盤が弱く６強となる地域の割合は 0.3%であり、平地部を中心に６弱以上

となる地域の割合は 2.2%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとな

る。津波の想定は行っていない。地震による揺れ、液状化、土砂災害により 21,955 

棟の建物が全壊し、死者は冬の 18 時が最大となり 66 人で、その約 5 割が建物倒壊

によるものである。避難を必要とする人が約 20 万人となる。地震発生直後において

は、断水人口が 68,741 人、停電が 9,925 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約

5.1 兆円となる。 

  (11)  岩国－五日市断層帯（3 連動）（岩国断層区間南から破壊） 

県内の地盤が弱く６強となる地域の割合は 2.1%であり、平地部を中心に６弱以上

となる地域の割合は 9.9%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとな

る。津波の想定は行っていない。地震による揺れ、液状化、土砂災害により 64,411 

棟の建物が全壊し、死者は冬の深夜が最大となり 2,105 人で、その約 9 割が建物倒

壊によるものである。避難を必要とする人が約 55 万人となる。地震発生直後におい

ては、断水人口が 390,881 人、停電が 37,025 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで

約 12.8 兆円となる。 

(12) 安芸灘断層帯（南から破壊） 

県内の６強以上となる地域は存在しないが、平地部を中心に６弱以上となる地域

の割合は 0.1%である。さらに、県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の

発生によって、沿岸部の低地では、浸水深１cm 以上の浸水がある面積が 4,471ha あ

り、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%となる。地震による揺れ、液

状化、土砂災害、津波により 13,815 棟の建物が全壊し、死者は冬の深夜が最大とな

り 10,812 人で、そのほとんどが津波によるものである。避難を必要とする人は約 28

万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 81,045 人、停電が 36,136 軒に及

ぶ。経済被害は直接被害だけで約 3.9 兆円となる。 

    (13) 広島湾－岩国沖断層帯（北から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.5%であり、平地部を中心に６弱

以上となる地域の割合は 3.8%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れと

なる。津波の発生によって、沿岸部の低地では、浸水深１cm 以上の浸水がある面積

が 4,580ha あり、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%となる。地震に

よる揺れ、液状化、土砂災害、津波により 45,079 棟の建物が全壊し、死者は冬の深

夜が最大となり 10,450 人で、そのほとんどが津波によるものである。避難を必要と

する人が約 49 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 219,793 人、停電

が 46,761 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 10.1 兆円となる。 

(141) 長者ヶ原断層－芳井断層（西から破壊） 

県内の地盤が弱く震度７となる地域がわずかにある。６強以上となる地域の割合

は 12.7%であり、平地部を中心に６弱以上となる地域の割合は 57.6%である。津波の

想定は行っていない。地震による揺れ、液状化、土砂災害により 28,059 棟の建物が
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全壊し、死者は冬の深夜が最大となり 1,151 人で、そのほとんどが建物倒壊によるも

のである。避難を必要とする人が約 18 万人となる。地震発生直後においては、断水

人口が 346,055 人、停電が 8,354 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 3.9 兆円と

なる。 

    (15)  筒賀断層（北から破壊） 

          県内の地盤が弱く震度７となる地域がわずかにある。６強以上となる地域の割合は

2.9%であり、平地部を中心に６弱以上となる地域の割合は 13.6%である。さらに県北

西部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の想定は行っていない。地震による揺

れ、液状化、土砂災害により 34,258 棟の建物が全壊し、死者は冬の 18 時が最大と

なり 278 人で、その約 8 割が建物倒壊によるものである。避難を必要とする人が約

29 万人となる。地震発生直後においては、断水人口が 138,579 人、停電が 14,721 

軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 7.5 兆円となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       地震災害対策計画 第１章 総則 

42 

３ 被害想定結果（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 

既に明らかとなっている断層等を震源とする地震の被害想定結果は次の通りである。 
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４ 被害想定結果（どこでも起こりうる直下の地震） 

どこでも起こりうる直下の地震の被害想定結果は次の通りである。 
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どこでも起こりうる直下の地震が発生した場合の、竹原市における被害を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考】 

■ 中国地域の活断層の長期評価結果について 

 文部科学省地震調査研究推進本部は、中国地域に分布し、Ｍ6.8 以上の地震を引き起こす

可能性のある活断層を総合的に評価し、「中国地域の活断層の長期評価（第一版）」として平

成 28 年７月１日に公表した。 

 この地域評価では、広島県の活断層について、これまで評価対象とされていなかった「長

者ヶ原－芳井断層」、「宇津戸断層」、「安田断層」、「筒賀断層」及び「黒瀬断層」の５つの活

断層が新たに評価対象として加えられた。 

 なお、地震調査研究推進本部では、この地域評価の結果を踏まえ、平成 29 年２月 21 日に

「長者ヶ原－芳井断層」及び「筒賀断層」を主要活断層帯に選定している。 

新たに評価対象とされた活断層の長期評価結果の概要は、次のとおりである。（既に、地震

被害想定調査で想定地震とした「長者ヶ原－芳井断層」は除く。） 

竹原市直下地震

6.9

地殻内

3.1％

18.4％

2.1％

1.1％

①急傾斜地 1,118箇所

②地すべり 1箇所

全壊の主な原因 揺れ

全壊棟数 3,156棟

半壊棟数 7,432棟

焼失棟数 ※１ 27棟

死傷者数が最大の季節・時間 冬・深夜

死傷者の茂名原因 建物倒壊

死者数 ※２ 118人

負傷者数 ※２ 971人

重症者数（負傷者の内数） ※２ 146人

上水道（1日後の断水人口） ※１ 22,116人

下水道（1日後の機能支障人口） ※１ 1,056人

電力（直後の停電軒数） ※１ 633棟

通信（直後の）固定電話不通回線数 ※１ 427回線

直轄国道 6箇所

直轄国道以外 20箇所

鉄道（被害箇所数） 在来線 38箇所

避難所避難者数（当日・1日後） ※１ 4,732人

帰宅困難者数（当日・1日後） ※３ 1,587人

食料の不足量（当日・1日後） ※１ 2,095食

飲料水の不足量（当日・1日後） ※１ 59,484㍑

仮設トイレの不足量（当日・1日後） ※１ 0基

災害廃棄物 ※１ 45万ｔ

仮置き場面積 ※１ 41ｈa

経済被害 直接被害（億円） ※１ 2,304億円

想定地震

マグニチュード

地震タイプ

震度6弱以上のエリア

震度５以上6未満のエリア

PL>15のエリア（かなり高い）

PL>30のエリア（極めて高い）

想定項目

地震動・液状化

市全面積に対する地震分布

市全面積に対する液状化危険度面積率

土砂災害 危険度ランクが赤い箇所

建物倒壊

人的被害

ライフライン

施設被害

交通施設被害
道路（被害箇所数）

生活への影響

災害廃棄物
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（１）宇津戸断層 

区 分 内 容 

位   置 
府中市から世羅郡世羅町、尾道市

にかけて分布 

長   さ 約 12km 

地震の規模 Ｍ6.7 程度 

最 大 震 度 震度６強（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内

の発生確率 
不明 

 

（２）安田断層 

区 分 内 容 

位   置 三次市に分布 

長   さ 約５km 

地震の規模 Ｍ6.0 程度 

最 大 震 度 震度６弱（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内

の発生確率 
不明 
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（３）筒賀断層 

区 分 内 容 

位   置 
山県郡北広島町から安芸太田町、

廿日市市にかけて分布 

長   さ 約 58ｋｍ 

地震の規模 Ｍ7.8 程度 

最 大 震 度 震度６強（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内

の発生確率 
不明 

 

（４）黒瀬断層 

区 分 内 容 

位   置 東広島市に分布 

長   さ 約５km 

地震の規模 Ｍ6.0 程度 

最 大 震 度 震度７（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内

の発生確率 
不明 

 

 
（注）予測震度分布（簡便法計算結果 平成 28 年 12 月地震調査研究推進本部作成）について 

・予測震度分布（簡便法）は、強い揺れになる地域の広がりの目安を示したものであり、実
際は予測よりも大きな揺れになる場合がある。 

・地震の規模の評価結果がＭ6.8 未満の断層の場合、地震調査研究推進本部では、地震規模の
下限Ｍ6.8 を用いて評価し、予測震度分布を作成している。 

 

 



       地震災害対策計画 第１章 総則 

53 

第８節 減災目標 

 

第１ 方針 

地震被害想定の結果を踏まえ、次のとおり、地震・津波被害を軽減するための基本的

な施策に取り組むものとする。 

これらの基本的な施策の推進に当たっては、施策を効果的に実施していくため、地震

防災対策特別措置法（平成７年法律第 111 号）に基づく減災目標を定め、自助・共助・

公助の考えをもとに、市民・事業者・地域・行政がそれぞれの役割と責務を果たし、地

震被害軽減のための対策を総合的かつ計画的に推進していくものとする。 

 

第２ 減災目標 

地震の発生により想定される人的被害、経済被害額の減災効果の根拠となる次の対策

項目について、減災目標を推進する。 

 

対策項目 減災目標 関連計画 

住宅等建築物の耐震化 建築物耐震化率の向上 防災都市づくりに関する計画 

家具固定の促進 家具固定率の向上 同 

自主防災組織の育成・強化 地域防災力の向上 住民の防災活動の促進に関する計画 

急傾斜地崩壊危険箇所の対策 急傾斜地崩壊対策 防災都市づくりに関する計画 

上水道等の管路の耐震化 上水道等の管路更新延長 同 

耐震強化岸壁の整備 耐震強化岸壁整備率の向上 同 

無電柱化の推進 電線類地中化 同 

防災情報メール登録促進 登録者数の増 
迅速かつ円滑な災害応急対策等へ

の備えに関する計画 
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第２章 災害予防計画 
 

第１節 基本方針 
この計画は、災害を未然に防止するとともに、災害発生時における応急措置等の迅速かつ的

確な実行を期するため、災害予防責任者（市長、県知事、指定地方行政機関の長、指定公共機

関の長、指定地方公共機関の長並びに市の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者をいう。

以下この章において同じ。）の行うべき業務の大綱及び相互の連絡調整について定め、その内容

は次のとおりとする。 

 

１ 防災まちづくりに関する事項 

２ 住民の防災活動の促進に関する事項 

３ 調査、研究に関する事項 

４ 迅速かつ円滑な災害応急対策等への備えに関する事項 

５ 危険物等災害予防に関する事項 

６ 災害対策資機材等の備蓄等に関する事項 

７ 要配慮者及び避難行動要支援者対策に関する事項 

８ 広域避難の受入れに関する事項 
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第２節 防災まちづくりに関する計画 

 

第１ 方針 

大規模地震発生時には、建物の倒壊、火災、ライフラインの寸断、交通機関の途絶等

による被害の発生が予想される。 

このため、市は、各防災関係機関との相互の緊密な連携の下に、これらの被害をでき

るだけ防止し、住民が安心して生活できるよう災害に強いまちづくりに努めるものとす

る。 

この場合、阪神・淡路大震災での、密集市街地における住宅や防災上重要な公共施設

等の倒壊・延焼等を踏まえ、個々の施設について、液状化対策をはじめとする耐震性・

防災性の向上を図るとともに、密集市街地の計画的な再開発により災害を防止・緩和す

るオープンスペースの整備を進め、広域的・総合的に防災性の高いまち構造の形成を目

指していくものとする。 

なお、この防災まちづくりは、既成市街地及び既存施設等を対象とするものや新たに

取り組むべきものがあるため、長期的視点に立って、個々の施設整備に連携を持たせな

がら、緊急性、重要性等にも配慮し、計画的に行うものとする。 

第２ 防災上重要な公共施設の整備 

１ 防災上重要な建築物の整備 

(1) 市有建築物の耐震性の向上 

市は、県の指導等により、市庁舎、学校、保育所、地域交流センターなど災害時に

災害対策本部、避難所等の防災活動拠点となる市有施設の耐震性の向上及び耐震診断

の実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストの作成などに努める。 

特に、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対

策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする

とともに、指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計

画的に安全確保対策を進めるものとする。 

   また、庁舎を始めとする公共建築物を整備する場合には、地震発生時における情報

伝達、避難誘導及び救助等のために活用できる施設・設備の整備に努める。 

(2) 民間の防災上重要な建築物の耐震性の向上 

市は、県と連携して医療機関やスーパーマーケットなど民間の防災上重要な建築物

や不特定多数の人が集まる施設について、耐震性の調査、耐震補強方法に関しての民

間建築関係団体等の指導に努める。 

また、各施設の管理者は、各々の施設の耐震性の向上を図り、倒壊防止に努める。 

２ 緊急輸送道路の整備 

(1)  橋梁の耐震性の向上 

緊急輸送道路に選定される道路の橋梁を重点的に点検し、耐震性の向上が必要で

あれば、施設管理者と協議等して、順次補修、補強、架替等を行う。 

(2)  緊急輸送道路ネットワーク等の整備 

県は、災害時に緊急車両の円滑な通行を確保するために、「緊急輸送道路ネットワー

ク計画」に基づき、国道及び幹線道路の整備を進め、県内各市町の中心部を結ぶ多重
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ネットワークを構築している。緊急交通路に選定された道路については、重点的に整

備を進めるほか、河川空間を活用した緊急用河川敷道路等の整備を図っている。 

地震時に通行を確保すべき道路 

区分 路線名称 管理者 

第一次緊急輸送道路(県指定) 国道２号 国 

国道 185 号 国 

国道 432 号 県 

県道 75 号三原竹原線 県 

３ 緊急輸送ヘリポートの整備 

ヘリコプターによる人員・患者・物資の搬送を行うため、災害拠点病院や防災活動の

拠点となるその他重要な施設に緊急輸送ヘリポートを計画的に整備する。 

４ 沿道建築物の耐震化対策の推進 

県及び市は、広島県耐震改修促進計画（第３期計画）に基づき、緊急輸送道路沿道建

築物の耐震化対策を推進する。 

市は、それぞれ耐震改修促進計画を定め、沿道建築物について耐震診断を義務付ける

べき緊急輸送道路を必要に応じて追加する等、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化対策を

推進する。 

５ 河川・海岸の整備 

東日本大震災による地震・津波被害を踏まえて作成された広島沿岸海岸保全基本計画

に基づき、市は県と連携して緊急性の高い箇所から整備するように努める。 

(1) 津波対策 

次の２つのレベルに分け、対策を行う。 

レベル１【比較的発生頻度の高い津波】 

       ・最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもた

らす津波に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、

効率的な生産拠点の確保の観点から、施設整備を進める。 

レベル２【最大クラスの津波】 

    ・発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

に対しては、住民の生命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸に、とりうる手段

を尽くした総合的な対策を講じる。 

 ・また、ゼロメートル市街地堤防等における耐震性の向上など、減災の観点から施設

整備を進める。 

(2) 耐震対策  

地震による浸水被害を防止するため、ゼロメートル市街地堤防等における耐震性の

向上を目的とした施設整備を進める。 

(3) 消火用水、生活用水の確保 

河川水・海水を緊急時の消火用水、生活用水として活用するため、各施設管理者と

協議して雨水貯留施設、車両が進入できるスロープ護岸、取水ピット、せせらぎ水路

網等の整備を図る。 

６ 港湾の整備等 
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(1) 防災拠点港湾の整備 

災害時に被災者の避難及び応急対策に必要な要員、物資等の迅速かつ確実な輸送

を確保するためには港湾施設が重要であり、県に整備の推進を働きかけて耐震性の向

上等順次整備していく。 

(2) 海上緊急輸送ネットワークの構築 

          陸路による交通が途絶した場合において、海上輸送が必要となるため、前記(1)の

整備にあわせて、緊急輸送道路ともアクセスできる海上緊急輸送ネットワークを県と

連携して構築する。 

(3) 港湾緑地の整備 

被災地の復旧・復興の支援拠点や避難地に資する港湾緑地を整備する。 

 

資料編 ・港湾の現況  p.96     

 

第３ 住宅、建築物等の安全性の確保 

１ 一般建築物の耐震性の向上 

(1) 建築物の耐震性の向上 

不特定多数が利用するもの、公共性が高いもの、避難施設として利用するもの、

建築時期が古く耐震上問題があると想定されるものから重点的に耐震性の向上を図

り、耐震診断・改修の啓発・指導、相談窓口の開設等の施策を総合的に推進する。 

また、広報紙等により耐震工法・耐震補強の重要性を周知・普及に努める。 

(2) 居住空間内外における安全確保 

ア 家具固定の推進 

地震発生時の室内の安全確保のため、移動・転倒のおそれがある家具類の固定

を促進する｡ 

イ 落下防止対策 

建築物等の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下防止対策につい

て周知徹底する｡ 

        ウ ブロック塀等の倒壊防止対策 

避難路、スクールゾーン等特に安全性の確保を図る必要性のある地域を中心に

修繕、補強等の指導に努める。また、生け垣等への変更を推進する。 

２ 文化財及び文化施設各建築物の耐震性の向上 

市は、耐震性の調査、耐震補強を計画的に実施するとともに、所有者に対して耐震性

の調査、耐震補強方法等の指導に努める。 

 

資料編 ・市内文化財一覧  p.239     

 

３ 宅地の安全性の確保 

造成宅地の地震に対する安全性を確保するため、宅地造成等規制法に基づく宅地造成

工事規制区域において適正な宅地造成を促進するとともに、造成宅地の災害防止を図る。 
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市及び県は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・

公表し、住民へ周知するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化の実施を促進する。

また、液状化ハザードマップの作成・公表を促進する。 

４ 公営住宅の改修・建替の推進 

既設公営住宅について、昭和 56 年の建築基準法改正以前の耐震基準で建設された住

宅の耐震診断を行い、耐震化を推進する。 

５ 土砂災害の防止対策の推進 

市は、がけ崩れ、土石流のおそれがある土石災害警戒区域が集中している地区につい

て、地震による土砂災害の拡大を防止するため、避難場所、避難路、病院等防災上重要

な施設を保全する急傾斜地崩壊対策事業、砂防事業を、県と協力して推進する。 

また、土砂災害に関する情報の伝達方法及び避難地に関する事項、その他円滑な警戒

避難を確保する上での必要な事項を住民に周知するための措置を講ずるものとする｡ 

第４ ライフラインの整備 

１ 上水道（水道課） 

災害時の被害を最小限とするため、水道施設を耐震化していくとともに、配水池容量

の増強や水運用ラインの強化、県用水との連絡管整備等、バックアップ機能を強化する。 

２ 下水道（下水道課） 

(1) 耐震性の向上 

既設の下水道施設については、耐震性能調査を行い、必要に応じて補強、更新、改

築工事を推進する。また、新設施設については、最新の耐震基準」に基づき、より耐

震性の高い施設の整備を進める。 

(2) 災害復旧の迅速化 

災害時の通信手段を確保するために、下水道終末処理場への防災無線の設置を推進

するとともに、下水道台帳の電子化により応急復旧対策の迅速化を図る。 

３ 電力（中国電力ネットワーク株式会社東広島ネットワークセンター） 

(1) 耐震性の向上 

変電設備については、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、「変電所等

における電気設備の耐震対策指針」に基づき設計する。 

送電設備、配電設備の架空電線路については、氷雪、風圧及び不平均張力によっ

て設計する。 

地中電線路については、軟弱地盤箇所の洞道、大型ケーブルヘッド及びマンホー

ル内のケーブル支持用ポールについて耐震設計を行う。 

(2) 災害復旧の迅速化 

電力設備の広範囲、長時間にわたる停電を避けることを基本にして、配電線のル

ープ化、開閉器の遠方制御化により、信頼性の向上と復旧の迅速化を図る。 

４ 通信（西日本電信電話株式会社広島支店） 

(1) 電気通信設備等の高信頼化 

ア 豪雨、洪水、高潮又は津波等のおそれのある地域について、耐水構造化を行う。 

イ 暴風又は豪雪のおそれのある地域について、耐風・耐火構造化を行う。 

ウ 地震又は火災に備えて、耐震・耐火構造化を行う。 
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(2) 電気通信システムの高信頼化 

ア 主要な伝送路の多ルート構成、若しくはループ構造とする。 

イ 主要な中継交換機を分散設置する。 

ウ 洞道網（共同溝）を構築する。 

エ 通信ケーブルの地中化を推進する。 

オ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

カ 災害時優先電話について、加入者と協議し、２ルート化を推進する。 

キ 移動体通信設備の高信頼化 

５ ライフライン共同収容施設等の整備 

災害時における水道、電気、電話等のライフラインの安全性、信頼性を確保するため、

当面市街地において、幹線共同溝、供給管共同溝、電線共同溝の計画的な整備を推進す

る。 

第５ 防災性の高い都市構造の形成 

市は、市域の災害危険度を把握した上で、防災関係機関や市民の理解と協力を得て、

防災まちづくり計画を策定し、本地域防災計画に位置付けるとともに、都市計画のマス

タープランにその内容を反映させるよう努める。 

また、将来にわたって災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくりに取り組んでいく

ため、長期的な視点を持ちながら、災害リスクの低い地域へ居住を誘導する取組を推進

する。 

１ 防災上重要な公共施設の整備 

(1) 防災公園の整備 

市は県と連携して、災害発生時には避難場所となる公園の整備を促進するとともに、

これらの公園に、備蓄倉庫、耐震性貯水槽等の災害応急対策施設の整備を推進し、防

災機能の充実を図る。また火災発生時には焼け止まり効果があるオープンスペースを

各地区に適正に配置するため、公園の整備促進を図る。 

(2) 避難路ネットワークの整備 

地域住民の円滑な避難を確保するため、指定された避難場所へのルート複数化等、

避難路ネットワークを計画的に整備する。 

(3) 市街地再開発事業等の推進 

市街地における災害の防止を図るとともに土地の高度利用や都市機能の更新を図

るため、市街地再開発事業を推進するほか、公共施設の整備改善及び宅地利用増進を

目的とした土地区画整理事業を一層推進し、健全な市街地の創造と防災機能の充実を

図る。 

(4) 防災活動拠点の整備 

災害時に防災活動拠点となるヘリポートや救援物資集積場所を平常時から整備す

るとともに、下水処理場敷地、学校敷地等のオープンスペースの利用について検討を

進める。 

 

ヘリポート    ⇒ 資料編「ヘリポート適地の状況」参照 

救援物資集積場所 ⇒ 竹原市総合運動公園バンブー・ジョイ・ハイランド 
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(5) 民間事業者への支援 

広場、緑地等防災機能を有する施設の整備を伴う民間のまちづくりに対して、優

良建築物等整備事業や各種融資制度の活用等により積極的な支援を行う。 

２ 都市の不燃化の促進 

(1) 防火地域、準防火地域の指定 

建築物が密集し、火災危険率の高い区域を防火地域又は準防火地域に指定し、耐

火建築物等建築基準法で規定する防火措置を講じた建築物の建築を促進する。 

 (2) 延焼遮断帯の形成 

火災の延焼拡大を抑制するため、道路や緑地の整備を推進し、河川・耐火建築物

等との組み合わせにより延焼遮断帯の形成を図る。 

(3)  建築物の防火の促進 

公共建築物については、新築、増改築等の際に耐火構造にするとともに、既存建築

物等についても、防火避難施設の改善に努めるものとする。また、新築、増改築等の

建築物については、建築基準法及び消防法に基づき防火対策の指導啓発に努めるもの

とする。 

(4) 安全を重視した総合的な土地利用の促進 

道路、公園、河川等による延焼遮断空間の確保、避難経路、緊急輸送道路等の確

保等防災まちづくりの基本方針を都市計画の基本として位置づける。 

(5)  市街地再開発事業の推進 

都市における災害の防止を図るとともに、土地の高度利用や都市機能の更新を図

るため、市街地再開発事業を推進し、市街地の創造と防災機能の充実を図る。 
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第３節 住民の防災活動の促進に関する計画 

 

第１ 方針 

市民の防災活動を促進するため、防災教育や防災訓練の実施、消防団への入団促進、

自主防災組織の育成・指導、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進に努めるも

のとする。これらにあたっては、様々なニーズへの対応に十分配慮するよう努めるもの

とする。なお、防災ボランティアについては、県、市町、住民、他の支援団体が連携・

協働して、自主性に基づき活動できる環境の整備に努めるものとする。 

また、個人や家庭、地域、企業、団体等が連携して日常的に減災のための行動と投資

を息長く行う「県民活動」を展開し、その推進に当たっては、時機に応じた重点課題を

設定する実施方針を定めるとともに、関係機関等の連携の強化を図るものとする。 

市及び県は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクとと

るべき避難行動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみで

は限界があることを前提とし、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体

としての防災意識の向上を図るものとする。 

第２ 防災教育 

地震災害について、広島県地震被害想定については、「正しく恐れて備えることが大

切であること」の認識と防災・減災対策による被害軽減効果などの知識の普及と啓発

を、災害予防責任者及び防災業務に従事する者のみならず、市民等に徹底することによ

り、地震災害において迅速かつ的確な措置をとり、被害を最小限度に防止するため、防

災教育を推進する。 

１ 実施責任者 

災害予防責任者（市長等防災上重要な施設の管理者をいう。以下同じ。） 

２ 実施内容 

(1) 防災思想の普及、徹底 

   防災関係機関は、市民が、「自らの身の安全は自らが守る」という自覚を持ち、平  

常時から食料、飲料水等の備蓄等を含めた、災害に対する備えを心がけるとともに、

豪雨、土砂災害、地震・津波等過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、早期避難

など災害時には自らの身の安全を守るような行動をすることができ、自主防災活動へ

の参加など地域ぐるみでの安全確保に努めるものとする。また、災害時には、近隣の

負傷者、要配慮者を助ける、避難場所で自ら活動する、あるいは、国、公共機関、地

方公共団体等が行っている防災活動に協力する等、防災への寄与に努めるよう、自主

防災思想の普及、徹底を図る。 

また、教育機関や民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニ

ュアルの配布、有識者による研修や講演会の開催等により、防災教育を実施する。 

(2)  市民等に対する防災知識の普及・啓発 

市は、防災関係機関や企業、大学等と連携して、地震災害時に市民等が的確な判

断に基づいた行動ができるよう、あらゆる機会を通じて、広島県地震被害想定と防

災・減災対策による被害軽減効果のほか、地震についての正しい知識や津波からの早

期避難や耐震化などの防災・減災対策の普及・啓発を行い、意識の高揚を図る。 
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また、地域交流センター等の社会教育施設を活用するなどして、自主防災組織な

ど地域コミュニティや家庭・家族単位での防災に関する教育の普及促進を図る。  

ア 啓発内容 

(ｱ) 想定される地震被害と防災・減災対策による被害軽減効果 

(ｲ) 地震・津波に対する地域住民への周知 

(ｳ) 様々な条件下で地震発生時にとるべき行動、緊急地震速報利用の心得など 

＜大地震のときの心得＞ 

a  家の中にいるときに大きな揺れを感じたら、まず丈夫なテーブルや机の下に

隠れて身の安全を確保し、あわてて外へ飛び出さないこと。 

b  火の始末は揺れが収まってから、やけどをしないように落ち着いて行うこと。 

c  テレビ、ラジオ、携帯電話、インターネット及び告知放送設備により、気象

台等が発表する津波警報等や地震・津波に関する情報を入手すること。 

d 海岸にいるときに強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱くても

長い時間のゆっくりとした揺れを感じたら、津波のおそれがあるので直ちに高

台へ避難すること。 

e 屋外で大きな揺れを感じたら、看板の落下、ビルの窓から割れたガラスの落

下、ブロック塀や自動販売機等の倒壊に注意すること。 

f 切り立ったがけのそばや地盤の軟弱な傾斜地等で大きな揺れを感じたら、山

崩れ、がけ崩れのおそれがあるので注意すること。 

g 車での避難は、渋滞に見舞われ防災活動や避難の妨げとなるおそれがあるの

で、持ち物は最小限にして徒歩で避難すること。 

h 避難時には、自宅のブレーカーを切り、ガスの元栓を締めること。 

i 大地震のあと、余震がしばらく続く場合があるので注意すること。また、災

害時には、未確認の情報が風評となり、混乱を招く場合があるので、正しい情

報を入手して行動するようにすること。 

j 地震は突然襲ってくるため、平常時から避難方法・避難場所や医療機関等を

確認しておくこと。また、携帯ラジオ、懐中電灯等の防災用品、３日分程度、

可能な限り１週間程度の食料・飲料水・生活必需品を普段から備蓄し、点検し

ておくこと。 

＜津波に対する心得－陸地にいる人の場合＞ 

a 強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時

間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、急いで高台等の

安全な場所に避難すること。 

  なお、避難にあたっては徒歩によることを原則とする。 

  また、避難に当たっては、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民

等の避難を促すことに繋がることにも留意する。 

b 地震を感じなくても、津波警報等が発表されたときは、直ちに海浜から離れ、

急いで高台等の安全な場所に避難すること。 

c 正しい情報をラジオ、テレビ、携帯電話、インターネット、告知放送設備、

広報車等を通じて迅速に入手すること。 
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d 津波注意報でも危険があるので、海岸には近づかないこと。 

e 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二波、

第三波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間から場合によっては一日以

上にわたり継続する可能性があるので、津波警報等が解除になるまで気をゆる

めないこと。 

＜津波に対する心得－船舶の場合＞ 

a 強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき又は弱くても、長い時間ゆっくり

した揺れを感じたときは、直ちに港外（※１）に退避すること。 

b 地震を感じなくても、津波警報等が発表されたときは、直ちに港外（※

１）に退避すること。 

c 港外退避ができない小型船は、高い所に引き上げて（※２）固縛する等最

善の措置をとること。 

d  正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手すること。 

e 津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報等が解除になるまで気をゆるめ

ないこと。 

※ １ 港外：水深の深い、広い地域 

２ 港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う。 

(ｴ) 地震・津波に対する一般知識 

(ｵ) 非常用食料、飲料水、身の回り品等非常持出品や救急医薬品の準備 

(ｶ) 建築物等の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止 

(ｷ)  飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備等の家庭

での予防・安全対策 

(ｸ) 災害情報の正確な入手方法 

(ｹ) 災害時の家族内の連絡体制の事前確保 

(ｺ) 出火の防止及び初期消火の心得 

(ｻ) 外出時における地震発生時の対処方法 

(ｼ) 自動車運転時の心得 

(ｽ) 救助・救援に関する事項 

(ｾ) 安否情報の確認に関する事項 

(ｿ) 津波浸水予測区域及び土砂災害危険箇所 

(ﾀ) 避難場所、避難路及び避難方法等避難対策に関する事項 

(ﾁ)  避難場所等への避難が困難な場合における建物の上階への垂直移動の考え方 

(ﾂ) 水道、電力、ガス、電話等の地震災害時の心得 

(ﾃ) 高齢者、障がい者等災害時要援護者への配慮 

(ﾄ) 避難行動要支援者に対する避難支援 

(ﾅ) 各防災関係機関が行う地震災害対策 

(ﾆ) その他必要な事項 

イ 啓発方法 

(ｱ) ホームページ、パンフレット、リーフレット、ポスターの作成・配布 

(ｲ) テレビ、ラジオ、有線施設等放送施設の活用 
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(ｳ) 新聞、広報紙、インターネット、その他の広報媒体の活用 

(ｴ) 映画、スライド等の活用 

(ｵ) 防災に関する講習会、講演会、展示会等の開催 

(ｶ) その他の方法 

(3) 職員に対する教育 

市及び防災関係機関は、職場内における防災体制を確立するため、災害応急対策

業務に従事する職員を中心に、次の内容を含んだ防災教育の周知徹底を図る。 

ア 地震・津波に関する一般的な知識 

イ 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

ウ 職員等が果たすべき役割 

エ 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

オ 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

(4) 児童、生徒等に対する教育 

市は、児童、生徒等に対して、学校教育等を通じて、地震に関する知識や避難の

方法等についての周知徹底を図る。 

(5) 自動車運転者に対する啓発 

市、県及県警察は、運転免許更新時の講習や各種広報紙等により、地震発生時に

おいて、自動車運転者が措置すべき事項について周知徹底を図る。 

 (6) その他の防災関係機関による普及啓発 

水道、電力、ガス、通信、道路、船舶等に関わる防災関係機関は、それぞれの業務

に関する地震災害対策や利用者等が実施すべき事項等について、利用者等へ普及啓発

活動を行う。 

(7) その他の災害予防責任者による普及啓発 

その他の災害予防責任者においても、地震災害に対する普及啓発活動を実施す

る。 

第３ 防災訓練 

１  方針 

地震災害について、定期的に防災訓練を実施し、地震災害時における防災業務が迅

速、的確かつ実効性のあるものとする。 

なお、この計画中に定めのない事項については、基本編第２章第３節第３「防災訓練

計画」の定めるところによるものとする。 

    ２ 実施責任者 

    災害予防責任者 

３ 実施内容 

(1)  防災訓練の実施 

ア 市は、県、防災関係機関、自主防災組織、企業及び住民等の協力により、総合

的、広域的かつ実践的な防災訓練を行う。 

訓練の内容は、災害対策本部の設置・運営、災害広報、避難誘導、消火活動、

交通規制、救護活動、非常無線通信、消防広域応援、自衛隊派遣要請、行方不明

者の捜索活動、食料供給・給水活動、緊急道路の確保、緊急物資の輸送、通信施
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設・電力施設・ガス施設・水道施設の応急復旧、緊急地震速報の利活用、県や他

の市町との広域応援等とする。 

想定する訓練地震は、広島県地震被害想定の想定地震とする。 

また、訓練の実施目的ごとに、図上訓練、実動訓練及び両者を組み合わせた訓

練の企画・運営を検討する。 

    イ 市は、防災関係機関、自主防災組織、企業及び住民等の協力により、防災訓練を

行う。 

ウ 各防災関係機関は、それぞれ防災業務計画に基づき、防災訓練を行う。 

エ 災害予防責任者は、訓練実施結果について評価・検討を行い防災体制の改善に反

映させるものとする。 

(2) 職員の動員訓練 

県、市及び防災関係機関は、地震災害発生時における初動体制の確保等応急対策の

万全を期するため、職員の動員訓練を適宜実施する。 

なお、実施に際しては、勤務時間外に地震発生を想定して実施するなど、実践的即

応体制の強化に努めるものとする。 

(3) 通信運用訓練 

県、市及び防災関係機関は、地震災害時における通信の円滑な運用を確保し、各種

地震情報の受伝達、災害発生時の被害状況の把握及び応急対策の指令等を迅速かつ適

切に行えるよう、通信運用訓練を適宜実施する。 

(4) 津波避難訓練 

ア 県、市及び防災関係機関は、津波避難訓練を適宜実施する。 

イ 避難訓練の実施主体は、企業、住民、東広島市消防局、消防団、自主防災組織に

加えて漁港関係者、港湾関係者、海岸付近の観光・宿泊施設の管理者等とし、地域

ぐるみの実施体制の確立を図るものとする。 

また、観光客、釣り客、海水浴客等の幅広い参加を促すとともに、避難行動要支

援者の避難誘導等の実践的な訓練が可能となるよう参加者を検討する。 

ウ 避難訓練は、津波の高さ、到達予想時間、継続時間等を設定し、想定津波の発生

から終息までの時間経過に沿った内容とし、津波浸水予測地域、避難場所及び避難

路の確認及び避難場所への避難、水門・陸閘等の点検を実施する。 

(5) 防災訓練に対する協力等 

ア 市は、自主防災組織等が実施する防災訓練について、必要な指導助言を行うとと

もに、積極的に協力する。 

イ 各防災関係機関は、県や市が実施する防災訓練に積極的に協力する。 

４ 実施方法 

それぞれの災害予防責任者において自主的に計画を作成して、最も効果のある時期、

場所、参加団体等を決定して実施する。 

防災会議は、自ら次の総合訓練を主催するとともに、必要により災害予防責任者が実

施する防災訓練の調整を行う。 

(1)  大規模災害発生時における防災関係機関、市民、企業及び行政相互の連絡協力体制

の確立と地域住民の防災意識の高揚を図るための総合防災訓練 
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(2)  大規模災害発生時における市災害対策本部及び防災関係機関との連携強化を図るた

めの図上訓練 

 

第４ 消防団への入団促進 

基本編第２章第３節第４「消防団への入団促進」に定めるところによる。 

第５ 地区防災計画の策定等 

基本編第２章第３節第５「地区防災計画の策定等」に定めるところによる。 

第６ 自主防災組織の育成、指導 

基本編第２章第３節第６「自主防災組織の育成、指導」に定めるところによる。 

第７ ボランティア活動の環境整備 

基本編第２章第３節第７「ボランティア活動の環境整備」に定めるところによる。 

第８ 企業等防災の促進 

基本編第２章第３節第８「企業等防災の促進」に定めるところによる。 

第９ 市民運動の促進 

基本編第２章第４節第９「市民運動の促進」に定めるところによる。 

 
 
第４節 調査、研究に関する計画 
 

第１ 方針 

この計画は、地震災害の被害を最小限にとどめるために、地震災害について常時必要

な調査研究を行うことにより、災害予防対策並びに災害時における応急対策及び復旧対

策等に万全を期すこととする。 

第２ 実施項目 

１  市は、県及び防災関係機関が行う地震災害の原因及び地震災害に対する措置等につい

ての科学的、技術的な調査研究に協力する。 

２  調査研究の結果の公表 

第３  地震被害想定調査及び災害危険度判定調査 

市は、県が実施する地震被害想定調査結果等を踏まえ、大規模な災害を想定した地震

に対する災害危険度判定調査を実施するよう努める。また、この調査結果は、防災まち

づくり計画の基礎資料とするとともに、これを市民に公表し、防災意識の高揚を図るこ

ととする。 

これらの調査は、想定地震の揺れの違いや地盤の特性、地震発生時刻の違いによる火

災発生確率の変化等種々の被害要因を反映するとともに、都市構造の変化や、技術革新

の進展に即応するよう、必要に応じ、見直しを行う。 

第４  地震・津波に関する調査等 

県は、国や大学の研究機関等が県内に大きな被害を与える可能性の高い地震について

の調査研究に協力し、収集した各種情報を公表するので、市は、必要に応じこれらの情

報を住民に対し周知するものとする。 
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第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策等への備えに関する計画 
 

第１  方針 

防災関係機関は、地震が発生した場合に、迅速・的確かつ円滑に災害応急対策が実施

するための備えを行っていくものとし、また、地震防災緊急事業五箇年計画を必要な事

業について定めるものとする。 

第２  災害発生直前の応急対策への備え 

１  配備動員体制の整備関係 

(1)  市の配備動員体制 

市長は、あらかじめ緊急防災要員を指名するとともに、職員の参集基準を明確にす

るなど初動体制を確立するとともに、訓練・研修を通じた職員の資質向上に努める。 

(2)  防災関係機関等の配備動員体制 

防災関係機関等は、それぞれの機関等の防災業務計画等において配備動員体制を定

めておくものとする。 

(3)  業務継続性の確保 

市は、地震災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のた

め、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の

準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画（ＢＣＰ）

を策定し、業務継続性の確保を図るものとする。 

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等

を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓

練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の改訂などを行

うものとする。 

特に市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を

担うこととなることから、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等に当たっては、少なくと

も首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場

合の代替庁舎、電気・水・食料等の確保方策、災害時にもつながりやすい多様な通信

手段の確保方策、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務について定

めておくものとする。 

市は、災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、

発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする。 

２ 緊急地震速報の伝達 

迅速な緊急地震速報の伝達のため、J-ALERT 受信機が速報を受信したのち、告知放送

設備及び緊急速報メールが自動起動する体制を整備している。 

市は、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、告知放送設備を始めとした効果

的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努

めるものとする。 

３ 住民等の避難誘導関係 

市は、公園、地域交流センター、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致

圏域、地形、災害に対する安全性等及び想定される地震の緒元に応じ、その管理者の同
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意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場

所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設等を

あらかじめ指定し、住民への周知を図るものとする。 

(1)  指定緊急避難場所の指定・周知  

市は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地する

が災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受

入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害時発生時に迅速に避

難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するものを、洪水、がけ崩れ、土石流

及び地すべり、高潮、地震、津波、大規模な火事等の災害の種類ごとに指定緊急避難

場所に指定する。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河

川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるとともに、

災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近

隣市町に設けるものとする。 

また、市は、指定緊急避難場所を指定したときは、県に通知するとともに、住民等

へ周知を図るとともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、

円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進

するものとする。  

(2)  指定避難所の指定・周知  

市は、地域交流センター、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、

地形、災害に対する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、被災者が避難

生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し、県に通知するとともに、住民等へ

周知を図るものとする。  

    ア 指定避難所 

指定避難所については、市は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模

を有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設

であって、想定される災害による影響が比較的少なく、救援物資等の輸送が比較的

容易な場所にあるものを指定する。  

なお、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であるこ

とに配慮するものとする。避難所としての機能は応急的なものであることを認識の

上、避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地

域住民等の関係者と調整を図るものとする。 

イ 福祉避難所 

（ｱ） 市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の

要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努

めるものとする。 

(ｲ)  市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあって 

は、施設管理者と十分調整し、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講

じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受

けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な

居室が可能な限り確保されるものを指定するものとする。 
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（ｳ） 市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくるこ 

とがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定す

る際に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。 

(3)  避難路の選定  

避難路の選定に当たっては、土砂災害などの発生の危険性と地域の状況を十分考慮

したものとするとともに、 住民参加のワークショップ等を開催するなど、住民の意見

を取り入れた避難路の選定を図るものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の

氾濫、台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを

考慮するよう努める。 

なお、避難路の選定の基準は、概ね、次のとおり。  

ア 避難路中の道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性や周囲の状況につ

いて十分検討し、必要ならば適切な措置を講ずる。 

避難路の幅員は、原則として 15ｍ以上とする。ただし、これに該当する道路がな

い場合は、概ね８ｍ以上の幅員を有する道路若しくは沿道における土地利用の状況

その他の事情を勘案して避難路を選定する。（避難住民の安全性を確保するため、幅

員が 15ｍ～10ｍの場合には、一般車両の通行規制、10ｍ以下の場合には、緊急車両

及び一般車両の通行規制等を行う必要がある。） 

イ 避難路は、相互に交差しないものとする。 

ウ  避難路は、道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする。 

エ  洪水、高潮等による浸水や土砂災害等も考慮し、海岸、河川及び急傾斜地沿いの

道路は、原則、経路として選定しないものとする。 

(4)  ハザードマップの作成・周知  

市は、地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深、地震災害の程度に

関する事項、指定緊急避難場所等に関する総合的な資料を図面表示等を含む形で取り 

まとめたハザードマップを作成し、住民に周知する。 

市は、ハザードマップの作成に当たっては、広島県地震被害想定及び広島県津波浸

水想定図等を基に作成するものとする。 

なお、ハザードマップには次の事項を記載するものとする。 

ア 市地域防災計画において定められた地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達

方法 

イ 指定緊急避難場所に関する事項 

ウ  その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項 

エ 浸水想定区域内の地下街等及び主として要配慮者が利用する施設で当該施設の利

用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものの名

称及び所在地 

(5)  避難計画の作成 

ア 病院、学校、劇場、百貨店、地下街等、工場及びその他防災上重要な施設の管理

者は、あらかじめ指定緊急避難場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法につ

いて定めた避難計画を作成し、市長が避難の勧告又は指示を行った場合には、これ
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らの施設に出入りする者等を速やかに安全な場所に避難させ、その者の安全の確保

に努める。その際、要配慮者の避難に特に配慮するものとする。 

イ  幼稚園、小・中学校等保護を必要とする園児、児童、生徒等がいる学校（以下「学

校等」という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」という。）におい

ては、特に次の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。 

(ｱ)  学校等においては、園児、児童、生徒等を避難させる場合に備えて、平素から、

教育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。 

(ｲ)  病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団で避

難させる場合に備えて、平素から受入れ施設の確保、移送の方法、保健、衛生及

び入院患者又は入所者に対する必要な措置について定める。 

ウ 県及び市は、居住者等が津波襲来時に的確な避難を行うことができるように津波

浸水予測図等を作成し、津波浸水想定区域について事前に把握し、住民等に周知す

るものとする。 

エ  市は、津波により避難が必要となることが想定される地域（以下「避難対象地区」

という。）を明示するとともに、避難対象地区別の指定緊急避難場所、避難路等、具

体的な避難実施に関して、津波災害の特性に応じた津波避難計画を作成するものと

する。 

なお、対象地区の選定に当たっては、各種防災施設の整備の状況や被害想定の実

施等による検証を通じて避難計画を見直していくものとする。さらに、住民が自ら

作成する地域ごとの津波避難計画に関して必要な支援を行うものとする。 

(6)  避難の誘導 

ア 避難行動要支援者の避難に当たっては、自主防災組織、消防団、近隣住民と連携

を図りながら避難誘導を行えるよう、市は、避難の連絡方法や避難補助の方法をあ 

らかじめ定めておくものとする。 

イ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に

基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所である

かを明示するよう努めるものとする。県及び市町は、災害種別一般図記号を使った

避難場所標識の見方に関する周知に努めるものとする 

ウ 興行場、駅、その他の不特定多数の者の利用が予定されている施設の管理者は、

「広島県津波浸水想定図」における津波の浸水域・浸水深・到達時間等を考慮のう  

え、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。なお、この際、

必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努める

ものとする。 

第３  災害発生後の応急対策への備え  

１ 災害情報の収集・被災者等への的確な情報伝達関係 

(1)  情報ネットワーク等の整備 

防災関係機関は、インターネット等の情報ネットワークを活用するなど、より細か

な情報を正確かつ迅速に収集伝達するシステムの構築に努めるものとする。 

(2)  告知放送設備等による情報伝達 
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市は、告知放送設備による伝達やインターネット等の情報ネットワークを活用する

など、より細かな情報を正確かつ迅速に収集伝達するシステムの構築に努めるものと

する。 

(3)  災害広報実施体制の整備 

市は、非常通信協議会とも連携し、災害発生時における被害に関する情報、被災者

の安否情報等の収集・伝達に係る体制の整備に努める。 

また、放送事業者等に対し、必要に応じて被害情報等の広報の実施を要請する体制

を構築する。 

２ 情報の分析整理 

市は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集、蓄積に努

め、総合的な防災情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすほか、必要に応じ、災害対策を支援する地理情報

システムの構築について推進を図るものとする。 

 また、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・

整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする。 

３ 通信機能の整備関係 

基本編第２章第５節第３.２「通信機能の整備関係」で定めるところによるほか、地

震災害に対して次の事項について備える。 

(1)  緊急地震速報受信設備を整備し、職員をはじめ各施設等の利用者等へ緊急地震速報

を伝達できる体制を構築するよう努める。 

(2)  市は、災害情報等の迅速な収集・伝達、緊急地震速報等の情報を市民へ速やかに伝

達するため、保有する機器の整備・充実に努めるものとする。 

 

資料編 ・告知放送設備の現況  p.97 

 

第４ 災害派遣、広域的な応援体制への備え 

基本編第２章第５節第４「災害派遣、広域的な応援体制への備え」で定めるところに

よる。 

第５  救助・救急、医療、消火活動への備え 

基本編第２章第５節第５「救助・救急、医療、消火活動への備え」で定めるところに

よる。 

第６  緊急輸送活動への備え 

基本編第２章第５節第６「緊急輸送活動への備え」で定めるところによる。 

第７  避難受入れ・情報提供活動への備え 

基本編第２章第５節第７「避難受入れ・情報提供活動への備え」で定めるところによ

る。 

第８  救援物資の調達・供給活動への備え 

基本編第２章第５節第８「救援物資の調達・供給活動への備え」で定めるところによ

る。 

第９  燃料確保の備え 
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基本編第２章第５節第９「燃料確保の備え」で定めるところによる。 

第 10 電源の確保 

   基本編第２章第５節第 10「電源の確保」で定めるところによる。 

第 11 倒木等への対策 

   基本編第２章第５節第 11「倒木等への対策」で定めるところによる。 

第 12 災害応急対策の実施に備えた建設業団体等との協定の締結 

   基本編第２章第５節第 12「災害応急対策の実施に備えた建設業団体等との協定の締結」

で定めるところによる。 

第 13 建設業等の担い手の確保・育成 

  基本編第２章第５節第 13「建設業等の担い手の確保・育成」で定めるところによる。 

第 14 文教関係 

基本編第２章第５節第 14「文教関係」で定めるところによる。 

第 15 罹災証明書の発行体制の整備 

   基本編第２章第５節第 15「罹災証明書の発行体制の整備」で定めるところによる。第

1 
 
第５節の２ 危険物等に関する災害予防計画 
 

第１ 方針 

地震による被害を最小限にとどめるためには、危険物等（危険物、高圧ガス、火薬類      

及び毒物劇物をいう。以下同じ。）の取扱施設の現況を把握し、消防法等関係法令に基づ

く安全対策の徹底を図る必要がある。 

そのため、事業所においては、平素から関係法令の遵守及び自主保安体制の確立に努 

める一方、関係行政機関は、これらに対して必要な指導を行う。 

第２  実施責任者 

災害予防責任者 

第３ 実施内容 

１ 危険物施設の災害予防対策 

(1) 施設の保全及び耐震化 

危険物施設の管理者等は、消防法第 12 条（施設の基準維持義務）及び同法第 14 条

の３の２（定期点検義務）等の規定を遵守し、危険物施設の保全に努めるとともに、

設置地盤の状況を調査し、耐震性の向上に努める。 

(2) 大規模タンクの耐震化 

容量 500k 以上の準特定屋外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所の所有者等は、

当該タンクの基礎、地盤及びタンク本体の構造が危険物関連法令に定められた「新基

準」に適合しているか否かの調査を行い、基準に適合していないタンクについては、

必要な改修、補修を実施する等、耐震性の向上に努める。 

(3) 保安確保の 

指導 
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東広島市消防局は、危険物施設の位置・構造・設備の状況及び危険物の貯蔵・取扱

いの方法が、危険物関連法令に適合しているか否かについて立入検査を実施し、必要

がある場合は、事業所の管理者等に対し、災害防止上必要な助言又は指導を行う。 

(4)  危険物取扱者に対する保安教育 

県は、危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に対し、取扱

作業の保安に関する講習を実施し、危険物取扱者の資質の向上に努める。 

(5) 自主保安体制の確立 

危険物施設の管理者等は、消防法第 14 条の２の規定に基づく予防規程の内容を常

に見直し、操業実態に合ったものとするよう努めるとともに、従業員等に対する保安

教育や防災訓練を実施し、自主防災体制の確立に努める。 

また、隣接する事業所間の自衛消防隊の相互応援協力体制の強化を図るとともに、

消火薬剤、流出油処理剤等の防災資機材の備蓄に努める。 

 

資料編 ・危険物施設の状況  p.122     

 

２ 高圧ガス及び火薬類取扱施設の災害予防対策 

(1)  高圧ガス設備等の予防対策 

県は、高圧ガス設備及び液化石油ガス消費設備等の安全化を促進するため、県地域

防災計画で定める次の対策を推進する。 

これらの対策については、市町及び関係団体との連携を図りつつ、事業者に対する

周知徹底に努めながら円滑かつ効果的な推進を図る。 

ア 防災マニュアルの整備 

イ 高圧ガス設備等の耐震化の促進 

ウ 事業者間の相互応援体制の検討、整備 

エ 地震対策用安全器具の普及 

オ ＬＰガス集中監視システムの普及 

(2)  火薬類取扱施設の予防対策 

東広島市消防局は、火薬類取扱施設の安全化を促進するため、県地域防災計画で定 

める次の対策を推進する。 

ア 火薬類取扱施設への対策 

イ 点検及び通報 

３ 毒物劇物取扱施設の予防対策 

(1) 毒物劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

県は、県地域防災計画で定める次の対策を推進する。 

ア 登録施設に対する指導 

イ 登録外施設に対する指導 

ウ 毒物劇物取扱施設の管理者に対する保安教育 

(2)  毒物劇物多量取扱施設における保安体制の自己点検の充実 

ア 毒物劇物取扱施設の管理者は、毒物又は劇物による危害を防止するため次の事項

について危害防止規程を整備する。 



地震災害対策計画 第２章 災害予防計画 

74 

(ｱ) 毒物又は劇物関連設備の管理者の選任に関する事項 

(ｲ) 次に掲げる者に係る職務及び組織に関する事項 

ａ 毒物若しくは毒物の製造、貯蔵又は取扱いの作業を行う者 

ｂ 設備等の点検・保守を行う者 

ｃ 事故時における関係機関への通報を行う者 

ｄ 事故時における応急措置を行う者 

(ｳ) 次に掲げる毒物又は劇物関連設備の点検方法に関する事項 

製造設備、配管、貯蔵設備、防液堤、除外設備、緊急移送設備、散水設備、排

水設備、非常用電源設備、非常用照明設備、緊急制御設備等 

(ｴ) 前記(ｳ)に掲げる毒物又は劇物関連設備の整備又は補修に関する事項 

(ｵ) 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項 

(ｶ) 前記(ｲ)に掲げる者に対する教育訓練に関する事項 

イ 防災訓練の実施 

前記ア(ｵ)に掲げる事項が適切かつ迅速に行えるよう、定期的に防災訓練を実施

する。 

(2) 毒物劇物多量取扱施設における耐震化の推進 

毒物劇物取扱施設の管理者は、毒物又は劇物関連の製造設備、配管及びタンク等貯

蔵設備の耐震化について検討し、計画的に整備する。 

 

資料編 ・毒物・劇物製造所一覧  p.122     
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第５節の３ 災害対策資機材等の備蓄に関する計画 
 

第１ 方針 

    市は、災害発生時における市民生活を確保し、応急対策活動及び復旧対策活動を迅速

かつ円滑に行うために、平常時から災害対策資機材等の備蓄に努めるとともに、調達体

制を確立しておくものとする。 

なお、備蓄倉庫の整備、災害対策資機材等の整備を、県が定める地震防災緊急事業五

箇年計画に基づいて推進する。 

第２  災害対策資機材等の対象 

基本編第２章第５節の３第３「災害対策資機材等の対象」で定めるところによる。 

第３  実施方法 

基本編第２章第５節の３第４「実施方法」で定めるところによる。 

第４  備蓄及び調達体制の確立 

基本編第２章第５節の３第５「備蓄及び調達体制の確立」で定めるところによる。 

 

 
第６節 要配慮者及び避難行動要支援者対策に関する計画 
 

基本編第２章第６節「要配慮者及び避難行動要支援者対策に関する計画」を準用する。 

 

 
第７節 広域避難の受入れに関する計画 
 

基本編第２章第７節「広域避難の受入れに関する計画」を準用する。 
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第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 基本方針 
 

この計画は、竹原市内に地震が発生し、又は発生のおそれがある場合に、災害発生の防御及

び拡大防止について迅速かつ実効ある措置を期するため、災害応急対策責任者（市長、教育長、

市の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者をいう。以下この章において同じ。）の行うべ

き業務の大綱及び相互の連絡調整について定めることとし、その内容は次のとおりとする。 

 

１ 災害発生直前の応急対策に関する事項 

２ 災害発生後の応急対策に関する事項 

３ ヘリコプターによる災害応急対策に関する事項 

４ 災害派遣・広域的な応援体制に関する事項 

５ 救助・救急、医療及び消火活動に関する事項 

６ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動に関する事項 

７ 避難受入れ及び情報提供活動に関する事項 

８ 救援物資の調達、供給活動に関する事項 

９ 保健衛生・防疫、遺体の対策に関する活動に関する事項 

10 応急復旧、二次災害防止活動に関する事項 

11 ボランティアの受入等に関する事項 

12 文教計画に関する事項 

13 災害救助法適用に関する事項 
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第２節 災害発生直前の応急対策 
 

第１ 配備、動員計画 

１ 方針 

この計画は、大規模な地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

災害応急対策の推進に万全を期すために職員の配備動員及び防災組織等に関する事項を

定める。 

２ 市の配備・動員体制 

(1) 配備体制 

ア 基本編第３章第２節第１．６「職員の配備及び動員」で定めるとおり、市は注意

体制、警戒体制、非常体制の３つの体制によって対処する。 

イ 配備体制の発令基準 

           地震災害時の市の配備基準は次のとおりとする。 

 

※地震災害時 

種 別 配備体制の内容 
配備時期の基準 

地震発生時 

注意体制 

 

情報収集及び連絡活動を

主として行い、状況によりさ

らに高度の配備に迅速に移

行し得る体制とする 

１ 市内に震度４の地震が発生したとき。 

２ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき。（※） 

３ 広島県に「津波注意報」が発表されたとき。 

４ その他、副市長が必要と認めたとき。 

警戒体制 

 

(災害警戒 

本部設置) 

情報収集、連絡活動、災害

予防及び災害応急対策を実

施するとともに、事態の推移

に伴い直ちに非常体制に切

り替え得る体制とする。 

１ 市内に震度４の地震が発生し、かつ、災害が

発生したとき。 

２ 震度５弱又は震度５強の地震が発生したとき。 

３ 広島県に「津波警報」が発表されたとき。 

４ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき。（※） 

５ 市内で長周期地震動階級３を観測し、かつ、災

害が発生したとき。 

６ その他、副市長が必要と認めたとき。 

(注)１及び４は、副市長が必要と認めたとき。 

非常体制 

 

(災害対策 

本部設置) 

災害対策本部を設置し、各

部において迅速かつ適切に

各分掌事務を実施し得る体

制とする。 

【自動設置】 

１ 市内に震度６弱以上の地震が発生したとき。 

２ 広島県に「大津波警報」が発表されたとき。 

【市長の命令による設置】 

３ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき。（※） 

４ 市内で長周期地震動階級４を観測したとき。 

５ 大規模な災害が発生し、その被害が相当規模

に及ぶおそれがあるとき。 

６ その他、市長が必要と認めたとき。 

 

緊急非常体制 

(勤務時間

外の体制) 

災害対策本部の初期活動体

制を確保するための体制とす

る。また、事態の推移に伴

い、必要に応じて非常体制に

切り替え得る体制とする。 

【自主参集】 

１ 市内で震度５強以上の地震が発生したとき。 

２ 広島県に「大津波警報」が発表されたとき。 
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（注） 震度は、原則として、気象庁が発表した値とする。 

（※） 気象庁による発生した現象及び評価結果の発表を踏まえ、状況に応じて必要な体制を

とる。（注意体制、警戒体制、非常体制） 

 

(2)  緊急非常体制 

ア 勤務時間外に市内で震度５強以上の地震が発生したとき又は広島県に「大津波警

報」を発表したときは、初期活動体制を確保するため、職員は周囲の安全を確認し

た上で、徒歩・自転車・バイクにより速やかに参集し、配備につくものとする。 

参集する場所及び担当業務は、原則として次のとおりである。 

職員の区分 参集場所 担当業務 

初動体制要員 
（通勤距離４㎞以内） 

市庁舎３階 
総 務 課 

本部の設置、本部の通信連絡等初期
活動体制の確立 

上記以外の職員 当該職員の勤務先 担当する応急対策業務 

 ※庁舎が被災し参集できない場合は、庁舎南側駐車場に参集すること。 

 

イ 被災状況等により参集できない場合は、地域の自主防災活動に従事するとともに、

その地域の被災状況等を可能な範囲で災害対策本部に連絡するものとする。 

ウ 緊急非常体制に基づく措置 

(ｱ) 市長が事故や不在等の非常時には、自衛隊の災害派遣要請の依頼などの職務

代理者の順序を次のとおりとする。  

     副市長、教育長、総務部長、企画部長、市民福祉部長、建設部長、教育次長の

順 

(ｲ) 緊急非常体制については、事態の推移に伴い、必要に応じて非常体制に切り替

えるものとする。 

(3)  非常体制 

災害対策本部の設置基準は、次のとおりとする。 

ア 自動的に本部を設置する場合 

(ｱ)  市内において震度６弱以上の地震が発生した場合 

(ｲ) 広島県に「大津波警報」が発表された場合 

イ 市長の命令で設置する場合 

(ｱ) 市内において震度５弱又は震度５強の地震が発生し、特に市長が必要と認めた

場合  

(ｲ) 地震により市内に相当大規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあり、こ

れに対する総合的な対策を講ずるため特に市長が必要と認めた場合 

ウ 市長が命令できない場合 

市長が事故や不在の非常時には、前記職務代理者の順序に従い、設置を命令する。 

(4)  動員体制 

ア  各体制における災害対策要員は、基本編第３章第２節第１「組織、動員計画」に

定める設置基準に基づき、それぞれの配備体制により動員する。 

イ  各部長は、職員の参集状況を把握し、速やかに災害対策本部（庶務班）に報告し

なければならない。 
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ウ  要員が不足する場合は、災害対策本部（庶務班）が要員の動員及び調整を行う。 

(5)  災害対策本部の組織及び事務分掌 

災害対策本部の組織及び分掌事務は、基本編第３章第２節第１「組織、動員計画」

の定めによるものとする。 

第２ 地震及び津波に関する情報等の伝達に関する計画 

１ 方針 

この計画は、市内に地震が発生し、又は地震による津波等の発生するおそれがある場

合において、防災関係機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、津波警報等、

地震及び津波に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。 

２ 地震・津波情報の収集・伝達 

(1)  県内の地震動等の観測施設 

        ア  気象庁が行う地震動の観測施設 

県内には、計測震度計が、８箇所に整備され、震度の観測を行っている。 

また、広島港には巨大津波観測計(２ｍ以上の津波を感知)を設置している。 

イ  県が行う地震動の観測 

県は、県内各市町に計測震度計を設置し、震度情報を県庁に送信する震度情報

ネットワークシステムを整備している。 

このシステムにより、震度情報を市町及び県で把握し、職員の参集や災害応急

対策を行うとともに、総務省消防庁及び広島地方気象台へ送信し、広域応援体制

の確立を図るほか、気象庁が発表する地震情報にも活用されている。 

ウ  防災科学技術研究所が行う地震動の観測 

防災科学技術研究所は、全国に全国強震観測網（Ｋ－ＮＥＴ）を整備し、強震記 

録や震度データの収集を行っている。この観測点のうち県内に設置された 20 地点

について、気象庁が発表する地震情報に活用されている。 

（三次市三次町、三次市甲奴図書館、庄原市西城町大佐、庄原市東城町、庄原

市高野町、北広島町豊平郵便局、北広島町川小田、安芸高田市向原町長田、三原

市館町、尾道市長江、尾道市因島土生町、広島市中区羽衣町、世羅町東神崎、神

石高原町油木、廿日市市大野、福山市東桜町、府中市府川町、東広島市西条栄

町、呉市二河町、竹原市中央） 

 

資料編 ・市内震度計設置状況   p.99  

 

(2) 津波警報等の種類及び内容 

ア 種類 

(ｱ) 大津波警報・津波警報：担当する津波予報区において津波による重大な災害の

おそれがあると予想されるとき発表する。 

(ｲ) 津波注意報：担当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予

想されるとき発表する。 

(ｳ) 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 

イ 発表基準・解説・発表される津波の高さ等 
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(ｱ) 津波警報等 

種類 発表基準 想定される被害と取るべき行動 

発表される津波の高さ  

数値での発表 
巨大地震の

場合の発表 

大津波警報 

 

予想される津波の波の最
大波の高さが高いところ
で３ｍを超える場合。 

巨大な津波が襲い、木造家屋が全
壊・流失し、人は津波による流れ
に巻き込まれます。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただちに高台や避
難ビルなど安全な場所へ避難して
ください。 

10ｍ超 

(10ｍ＜予想される
津波の最大波 

の高さ) 

巨大 

10ｍ 
(5ｍ＜予想される

津波の最大波 
の高さ≦10ｍ) 

５m 

(3ｍ＜予想される
津波の最大波 
の高さ≦5ｍ) 

津 波 警 報 

予想される津波の最大波
の高さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下の場
合。 

標高の低いところでは津波が襲
い、浸水被害が発生します。人は

津波による流れに巻き込まれま
す。 
沿岸部や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安全な場
所へ避難してください。  

３ｍ 
(1ｍ＜予想される

津波の最大波 
の高さ≦3ｍ) 

高い 

津波注意報 

予想される津波の最大波

の高さが高いところで
０．２ｍ以上、１ｍ以下
の場合であって、津波に

よる災害のおそれがある
場合。 

海の中では人は速い流れに巻き込
まれ、また、養殖いかだが流失し

小型船舶が転覆します。海の中に
いる人はただちに海から上がっ
て、海岸から離れてください。 

１ｍ 
(0.2ｍ≦予想され
る津波の最大波の

高さ≦1ｍ) 

(標記しな
い） 

（注）津波警報等の留意事項 

１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意報の解除を行う。このう

ち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波

の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波がなかったと

した場合の潮位との差である。 

３ 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度よく推定すること

が困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波

の高さを定性的表現で発表する。 

４ 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の来襲に間に合わない場合がある。 

５ 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 

(ｲ)  津波予報 
 発表基準 内 容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき。  

（地震情報に含めて発表）  
津波の心配なしの旨を発表  

0.2 メートル未満の海面変動が予想されたとき。  

（津波に関するその他の情報に含めて発表）  

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害

の心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を

発表 

津波注意報解除後も海面変動が継続するとき。  

（津波に関するその他の情報に含めて発表）  

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継

続する可能性が高いため、海に入っての作業や釣

り、海水浴等に際しては十分な留意が必要である

旨を発表 

３ 地震及び津波に関する情報の種類と内容 

(1)  伝達基準 

ア 県内で震度１以上の地震を観測したとき。 

イ 広島県に津波警報等が発表されたとき。 
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ウ その他地震及び津波に関する情報を発表することが公衆の利便を増進すると認め

られるとき。 

なお、公衆の利便を更に増進させるために必要があると認めた場合は、広島地方

気象台で収集した資料及び状況を気象庁の情報に付加して発表される。 

(2)  地震・津波に関する情報の種類及び内容 

 情報の種類 発表基準 発表内容  

地
震
情
報
（
注
１
） 

震度速報 震度３以上 

地震発生約１分半後に震度３以上を観測した地域名

（全国を１８８地域に区分）と地震の揺れの検知時刻

を速報。 

震源に関する情報 

震度３以上 

(津波警報または注意報を発

表した場合は発表しない) 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の心配はない」旨を付加し

て、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

震源・震度情報 

震度１以上 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、震度１以上を観測した地点と観測した震度を

発表。それに加えて、震度３以上を観測した地域名

と市町村毎の観測した震度を発表。  

津波警報・注意報発表または

若干の海面変動が予想された

時 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その市町村・地点名を発

表。 
緊急地震速報（警報）発表時  

長周 期地 震動 に関

する観測情報 

震度１以上を観測した地震

のうち、長周期地震動階級

１以上を観測した場合 

地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大

値のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や

長周期地震動の周期別階級等を発表。（地震発生か

ら 10 分後程度で 1 回発表） 

遠地地震に関する 

情報 

マグニチュード 7.0 以上 

国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発

生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を、

地震発生から概ね 30 分以内に発表*1。 日本や国外

への津波の影響に関しても記述して発表。  

都市部など著しい被害が発生

する可能性がある地域で規模

の大きな地震を観測した場合

（国外で発生した大規模噴火

を覚知した場合にも発表する

ことがある。） 

その他の情報 

顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発

した場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を

発表。 

推計震度分布図 震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、250ｍ四方ごとに

推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 

津
波
情
報
（
注
２
） 

津波到達予想時刻・

予想 され る津 波の

高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予測時刻や予想される津波の高さを５段階の数値（メート

ル単位）又は２種類の定性的表現で発表 

各地の満潮時刻・津

波の 到達 時刻 に関

する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表  

津波 観測 に関 する

情報 
実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表  

沖合の津波観測に

関する情 

報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津波の到

達時刻や高さを津波予報区単位で発表 

（注１）国外でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合にも、地震の発生時刻、発生場所（震源）、及びその規

模（マグニチュード）を、「遠地地震に関する情報」として日本や国外への津波の影響に関しても記述し発表。 

（注２）津波情報で用いられる広島県の津波観測点は、広島港及び呉港である。（第六管区海上保安本部管理） 
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４ 津波警報等の伝達経路 

     (1) 気象庁本庁は、津波警報等を発表した場合、次の経路により関係機関に通知す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ・太枠の機関は気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に基づく法定伝達機関 

・二重線の経路は、気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられて

いる伝達経路 

・※印は、津波注意報の通知は行わない 

・NHK 広島放送局は津波警報が発令されたときに、「緊急警報信号」を発信する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

N H K 広 島 放 送 局 

携 帯 電 話 事 業 者 

住 
 

 

民 

N H K 

N T T 東 日 本 又 は 西 日 本 
※ 

広島地方気象台 

消 防 庁 

陸上自衛隊第 1 3 旅団 

気象庁（気象庁本庁又は

大 阪 管 区 気 象 台 ） 
中 国 地 方 整 備 局 太 田 川 河 川 事 務 所 

警 察 庁 広 島 県 警 察 竹 原 警 察 署 

民 間 報 道 機 関 

中国運輸局 

竹原市 

 

広 島 県 

神戸地方気象台 海上保安部署等 船 舶 第六管区海上保安本部 第五管区海上保安本部 
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(2) 広島地方気象台は、必要と認める場合には、地震及び津波に関する情報を発表し、

次の経路により関係機関に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  ＮＴＴ西日本は、次の経路により津波警報を伝達する。 

 

ＮＴＴ西日本 

中国支店 
 竹原市 

 ファクシミリ網による 

一斉同報方式 

 

 

５ 市における情報収集・伝達 

  災害発生時の情報連絡体制は、最優先で確立される必要がある。地震及び津波情報の 

 受領・伝達は総務企画部危機管理課長が担当する。 

  特に瀬戸内海地域を震源とするような近場で地震が発生した場合、大規模な津波の襲

来が予測される。また、地震発生時、津波到達までの時間が短く、津波情報の入手を待

って対策を講じたのでは、間に合わない場合があるので、本市において震度４以上の地

震が発生したときは、次により情報収集を行う。 

(1)  関係部課及び関係機関による高台からの海面監視の強化 

（2） 漁業協同組合等からの情報（潮位・波の高さ）収集 

【呉エリ

ア】 

（注）１ 広島地方気象台からの伝達経路のうち，実線は専用線（気象庁本庁からの伝達経路含む），点線は専用線

以外の副次的な伝達経路である。（副次的な伝達経路とは，インターネット回線を利用した防災情報提供シス

テムをいう。） 

   ２ 民間報道機関は，(株)テレビ新広島，(株)中国放送，(株)広島ホームテレビ，(株)広島テレビ放送，広島

ＦＭ放送(株)，(株)中国新聞社である。 

広島地方気象台  広 島 県  

海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部  

陸上自衛隊第１３旅団司令部 

地

域

住

民 中国四国管区警察局 県 警 察 本 部  関 係 警 察 署  

日本放送協会広島放送局  

中 国 運 輸 局  

中国地方整備局太田川河川事務所  

中 国 地 方 整 備 局 河 川 部  

第 六 管 区 海 上 保 安 本 部  関係海上保安部（署）  

西日本旅客鉄道㈱中国総括本部  

民 間 報 道 機 関  

市 町  
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（3）津波警報及び警報の伝達は、放送による方が早い場合が多いので、地震発生から少

なくとも１時間はＮＨＫ放送を聴取することとし、その責任者を定めておくこと。 

  （4）情報の伝達は、電話、ＦＡＸ、告知放送設備等により速やかに行う。  

第３ 住民等の避難誘導に関する計画 

１  方針 

地震により、建築物、工作物の破損や広範囲な火災、がけ崩れ、土石流等が発生した

場合には、市長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施責任者は、必要に

応じ避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。 

特に、市長は、災害発生時において適切な措置をとるため、あらかじめ定める避難場

所について平素から住民への周知徹底を図るとともに、住民を含めた訓練に努めること

とする 

        この計画では、避難の指示等、避難誘導について定める。 

２  避難の指示等 

(1)  指示する者 

避難の措置の実施責任者は、関係法令の規定に基づき、次により避難の指示等を行

う。 

ア 市長の措置 

(ｱ)  市長は、火災、がけ崩れ、土石流等の事態が発生し、又は発生のおそれがあり、

住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに立退き

の避難指示等を発令する。 

なお、避難指示等を発令したときは、速やかに、その旨を知事に報告する。 

(ｲ) 市長は、強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感じ

て避難の必要を認める場合若しくは大津波警報・津波警報を覚知した場合は、速

やかに避難指示等を発令する。 

なお、津波警報等の覚知により避難指示等を発令する場合には、津波警報等で

発表される津波高に応じた発令対象区域を定め発令することとする。 

(ｳ)  地震の発生により、降等による二次災害のおそれのある地域については、雨量・

水位等による避難指示等を発する基準を設けておく。 

イ 警察官の措置 

警察官は、地震災害の発生により、住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれのあ

る事態が発生し、市長が措置を行ういとまがないとき又は市長から要請があったと

き、若しくは住民の生命、身体に危険が切迫していると自ら認めるときは、直ちに

当該地域住民に対し立退きを指示する。 

ウ 自衛官の措置 

(ｱ)  災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、市長等、警察官がその場にいない場合に限り、警戒

区域を設定し、災害応急対策従事者以外の者の立ち入り制限、禁止又は当該区域

からの退去を命ずることができる。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を市長に通知しな

ければならない。 
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(ｲ)  災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合

で、警察官がその場にいないときに限り、危険な場所にいる住民に避難の指示を

することができる。 

エ 知事又はその命を受けた職員 

(ｱ)  知事又はその命を受けた職員は、洪水若しくは高潮の氾濫又は地すべりの危険

が著しく切迫していると認めるときは、危険な地域の住民に対し、立ち退きを指

示する。 

(ｲ)  災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった

ときは、市長が実施すべき避難指示等の措置の全部又は一部を知事が代わって実

施しなければならない。 

(2)  避難指示等の内容 

市長等避難指示等を発令する者は、次の内容を明示して実施する。 

ア 避難対象地域 

イ 避難指示等の発令理由 

ウ 避難先及び避難経路 

エ 避難の方法及び携行品 

オ その他必要な事項 

(3)  住民への周知及び関係機関への連絡 

避難の指示等をした者又は機関は、速やかに当該地域の住民に対して、その内容を

周知するとともに、関係各機関に対して連絡する。 

ア 住民への周知徹底 

避難の措置を実施したときは、当該実施者は速やかにその内容を告知放送設備、

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、広報車等の利用及び消防団員の協力、テ

レビ（ＣＡＴＶを含む。）、ラジオ、携帯電話（登録制メール、緊急速報メールを含

む）、ワンセグ、インターネット、アマチュア無線など、情報の受け手に応じて多種

多様な広報媒体を通じ又は直接住民に伝達する。また、必要に応じて関係防災機関

及び自主防災組織等の協力を得て、周知徹底を図る。この場合において、高齢者や

障害者等の避難行動要支援者となり得る者や一時滞在者等に対する伝達について

十分考慮するものとする。 

イ 関係機関との相互連絡 

市、県、竹原警察署及び自衛隊は、避難の措置を行ったときはその内容について

相互に連絡通報する。 

(4)  防災上重要な施設の避難対策 

病院、学校、旅館、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、あらかじめ避難

場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法について定めた避難計画を作成し、市

長が避難指示等を発令した場合には、これらの施設に出入りする者等を速やかに安全

な場所に避難させ、その者の安全の確保に努める。 

保育所、小・中学校、義務教育学校等保護を必要とする園児・児童・生徒等がいる

学校（以下「学校等」という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」とい

う。）においては、特に次の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。 
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ア 学校等においては、園児・児童・生徒等を避難させる場合に備えて、平素から教

育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。 

イ 病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団的に避 

 難させる場合に備えて、平素から受入れ施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び 

入院患者又は入所者に対する必要な措置について定める。 

３  避難場所・避難路の選定 

市長は、避難場所・避難路を選定する場合には、避難場所・避難路の周辺にがけ崩れ、

液状化、浸水及び大火による輻射、工場等の爆発等の危険がなく、地震時においても避

難住民の安全が十分に保てると認められるものとしなければならない。また、選定した

避難場所・避難路について、平素から広報等により住民への周知徹底を図ることとする。 

(1)  避難場所・避難路の定義 

避難場所・避難路の定義は、おおむね次による。 

ア 避難場所 

(ｱ)  広域避難場所 

広域避難場所とは、地震時に周辺地区からの避難者を収容し、地震後発生する

市街地火災や津波から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する公園、

緑地、学校のグラウンド等をいう。 

(ｲ)  一時避難場所 

一時避難場所とは、広域避難場所へ避難する前の中継地点で、避難者が一時的

に集合して様子を見る場所又は集団を形成する場所とし、集合した人々の安全が

ある程度確保されるスペースを持ち、また、ボランティア等の活動拠点となる公

園、緑地、学校のグラウンド、団地の広場等をいう。 

イ 避難路 

避難路とは、避難場所へ通じる道路又は緑道であって、避難圏域内の住民を当該

避難場所へ迅速かつ安全に避難させるための道路等をいう。 

(2)  避難場所・避難路の選定基準 

避難場所・避難路の選定基準は、おおむね次による。 

ア 避難場所 

(ｱ)  広域避難場所 

a   総面積 10ha 以上の公園、緑地、グラウンド、校庭、公共空地等で、周辺家屋

の密集度、火災延焼の可能性、危険物の有無等を考慮し、市街地火災からの輻

射熱に対して安全な面積を確保すること。 

また内部には、避難者の安全を著しく損なうおそれのある施設が存在しない

こと。 

b   収容人口は、広域避難場所の形状、避難滞在期間、避難時の行動など利用形

態等を勘案して、安全な面積に対し１人当たり１㎡を確保して算定すること。 

c   広域避難場所内の木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、かつ、散

在していること。 

d   大規模ながけ崩れ、地すべりや浸水又は液状化などの危険がないこと。また、

余震等による建築物の二次被害のおそれがないこと。 
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e   純木造密集市街地から 300ｍ以上、建ぺい率５％程度の疎開地では 200ｍ以

上、耐火建築物からは 50ｍ以上離れていること。 

(ｲ)  一時避難場所 

a   学校のグラウンド、神社・仏閣の境内、公園、緑地、団地の広場等で、集合

する避難者の安全がある程度確保されるスペースを有すること。 

b   一定の地域単位に臨時応急的に集団を形成するので、集合する人々の生活圏

と関連した場所であること。 

c   短時間にかつ容易に避難できる場所であること。 

ウ 避難路 

(ｱ)  避難路は、避難場所に通じる道路又は緑道であること。 

(ｲ)  避難路中の道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性について十分検

討し、必要ならば適切な措置を講ずること。 

(ｳ)  避難路の幅員は原則として 15ｍ以上とすること。ただし、これに該当する道路

がない場合は、おおむね８ｍ以上の幅員を有する道路を選定すること。（避難住民

の安全性を確保するため、幅員が 15～10ｍの場合には、一般車両の通行規制、10

ｍ以下の場合には、緊急車両及び一般車両の通行規制等を行う必要がある。） 

また、地域の実態によっては、幅員が上記基準に満たない場合でも、安全な道

路を避難路として選定すること。 

(ｴ)  避難路は、相互に交差しないこと。 

(ｵ)  避難路は、道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする

こと。 

(ｶ)  地震災害時に一部不通となる場合に備え、代替の避難路にも配慮すること。 

４ 避難の誘導 

(1)  避難誘導にあたる者 

ア  市職員、警察官、消防職員、消防団員その他の避難措置の実施者 

イ  自主防災組織のリーダー等 

(2)  避難誘導の方法 

ア  指定緊急避難場所・避難路沿いの要点等に誘導に当たる職員等を配置し、あるい

は案内標識を設置するなどして、住民の速やかな避難を図る。 

なお、あらかじめ指定緊急避難場所を選定した市長は、指定緊急避難場所、避難

路沿い等に案内標識を設置して、速やかに避難できるようにしておくものとする。 

また、帰宅困難者に対しても、交通情報を伝達するとともに帰宅困難な場合は、

適切な指定緊急避難場所への誘導を行う。 

イ  避難は幼少児、高齢者、障害者等要配慮者を優先する。 

ウ  避難行動要支援者に関しては、事前に支援者を決めておく等の避難行動要支援者

避難支援プラン（全体計画・個別計画）を作成して支援体制を整備し、危険が切迫

する前に避難できるよう配慮する。 

エ  避難の指示等に従わない者については、極力説得して任意に避難するよう指導す

る。 
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オ  指定緊急避難場所又は避難路に障害物あるいは危険物がある場合は、市長の指示

のもとに当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑を図る。 

カ  交通孤立地区等が生じた場合、ヘリコプター、船舶による避難についても検討し、

必要に応じ実施するものとする。 

５ 再避難の措置 

誘導に当たる関係防災機関及び職員等は、正確な情報把握に努め、指定緊急避難場所

や避難経路の状況が悪化した場合には、機を失することなく再避難等の措置を講ずる。 

 

 

第３節 災害発生後の応急対策 
 

第１ 災害情報計画 

１  方針 

この計画は、市域内に地震が発生し、又は地震による津波等が発生した場合において、

防災関係機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、地震及び津波に関する災

害情報、その他災害に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。 

２ 情報の収集伝達手段 

市における地震災害情報の収集及び伝達手段は、次のとおりである。 

(1)  情報の収集手段 

ア  住民からの電話、口頭による情報 

イ  広報車等による巡回 

ウ  告知放送設備による収集 

エ  竹原消防署、竹原警察署からの電話等による通報 

オ  その他地元関係機関からの電話等による通報 

カ  市内郵便局からの情報 

キ  タクシー会社等無線施設所有者からの情報 

ク  地元アマチュア無線のボランティアの活用 

ケ  マスコミの報道 

コ  県震度情報ネットワークシステムの活用 

サ  県防災情報システムの活用 

シ Ｗeb 会議システムの活用 

ス ＳＮＳ等による情報 

セ 航空機、無人航空機、高所監視カメラ等による目視、撮影等 

(2)  関係機関への伝達手段 

ア  電話、口頭による伝達 

イ  告知放送設備の活用 

ウ  県総合行政通信網（防災行政無線、衛星通信）の活用 

エ  ＣＡＴＶの活用 

オ  登録制メール、エリアメールの活用 

カ  アマチュア無線のボランティアの活用 
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キ Ｗeb 会議システムの活用 

ク ＳＮＳ等の活用 

(3)  その他の収集伝達手段 

インターネット等の情報ネットワークを活用するなど、より細かな情報を正確かつ

迅速に収集伝達するシステムの構築に努めるものとする。 

３  地震災害情報の収集伝達経路 

(1)  通常の場合（県災害対策本部が設置されていない場合）の経路 

ア 災害の予防、未然防止又は拡大防止のための情報 

(ｱ)  災害対策基本法第 54 条第４項の規定により災害が発生するおそれのある異常

な現象について通報を受けた市長は、速やかにその旨を県危機管理監に通報する。 

また、緊急な対応を要する場合は、同時に関係のある県地方機関に通報する。 

(ｲ)  前記(ア)の通報を受けた県危機管理監は、災害の予防、未然防止又は拡大防止

のため必要がある場合は、関係のある災害応急対策責任者に通報するとともに、

庁内各課(室)を経て、県地方機関に通知する。 

また、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、国(消

防庁)や必要に応じて自衛隊等に通報し、初動体制に万全を期する。  

なお、市が県へ報告すべき災害は、次のとおりである。 

a  一般基準 

(a)  災害救助法の適用基準に合致するもの 

(b)  市が災害対策本部を設置したもの 

(c)  災害が２市町村以上又は２県以上にまたがるもので、本市における被害は

軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているも

の 

(d) 気象業務法第 13 条の２に規定する津波に係る特別警報が発表されたも

の 

(e) 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

b  個別基準 

(a)  地震 

① 地震が発生し、市の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

② 人的被害又は住家被害を生じたもの 

(b)  津波 

① 津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

② 津波により人的被害又は住家被害を生じたもの 

(c)  社会的影響基準 

「a 一般基準」、「b 個別基準」に該当しない災害であっても、報道機関に取  

り上げられる等、社会的影響度が高いと認められるもの 

イ  その他の情報 

災害応急対策責任者は、災害に関係のある事実又は情報を知ったとき、及び自己

の管理する施設が災害を受けたときは、その情報及び被害の概況並びに災害に対し

てとった措置の大要を県危機管理監に通報する。 
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県危機管理監は、必要と認めた場合は、関係のある他の災害応急対策責任者に通

報するとともに、庁内各課(室)を経て、県地方機関に通知する。 

ウ  災害に関する民間団体への通知 

前各号の経路により情報を受けた関係機関は、必要と認めたときは関係のある民

間団体へ通知する。 

エ  災害応急対策責任者相互の被害情報の情報交換 

災害応急対策責任者は、災害に関する情報の収集に努めるとともに、災害に関係

のある事故又は情報を知ったとき及び自己の管理する施設が被害を受けたときは、

被害の状況及びその災害に対してとった措置をできるだけ相互に通報しあう。 

 

(2)  県災害対策本部が設置された場合の経路 

県災害対策本部（情報連絡班）が設置された場合の災害情報の収集伝達は、次の

経路によって行うものとする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  地震災害発生及び被害状況報告・通報 

地震災害が発生した場合は、応急対策を迅速に実施するため、市は災害対策基本法及

びその他関係法令の規定に基づき、県に対し災害発生報告及び被害状況報告を速やかに

実施する。 

なお、市からの報告は原則として、広島県防災情報システム（被害情報管理機能）を

利用して行う。 

また、市は、地震発生直後については、被害規模に関する概括的情報を含め、把握で

きた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。おって、報告は県へ行うことを原則とす

るが、市域内で震度５強以上を記録したもの及び前記ｂ（ｂ）のうち、死者又は行方不

明者が生じたものについては、直接、消防庁へも報告することとする。 

県に報告できない場合にあっては、直接内閣総理大臣（消防庁）へ報告するものとす

る。 

内 閣 総 理 大 臣  

（総務省消防庁経由）  

指定地方行政機関  
指 定 公 共 機 関  
指定地方公共機関  

陸上自衛隊第１３旅団司令部  

海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部  

県災害対策本部  県災害対策本部

各 支 部 

竹 原 市  

住
民
・
公
共
団
体
・
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

東広島市消防局  

学 校  県教育委員会  竹原市教育委員会 

県 警 察 本 部  警 察 署  

県関係各課 
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県及び市は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を、中央防災無線網等を活用

し、官邸及び政府本部等を含む防災関係機関への共有を図るものとする。 

(1)  災害発生報告 

応急対策実施のため、災害対策基本法第 53 条第１項の規定に基づき、災害発生状 

況の迅速な把握を主眼として、次により県に報告する。 

ア 伝達経路 

災害発生報告は、次の経路により行う。（県が災害対策本部を設置していない場 

合は、「県災害対策本部」は、「県危機管理監」と読み替える。） 

 
※内閣総理大臣への報告先（総務省消防庁） 

       区分 

回線別 

平日（9：30～18：15） 

※ 応 急 対 策 室 

左  記  以  外 

※ 宿 直 室 

ＮＴＴ回線 
電 話 03-5253-7527 03-5253-7777 

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553 

消防防災無線 
電 話 7-90-49013 7-90-49101～49103 

ＦＡＸ 7-90-49033 7-90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電 話 77―048-500-90-49013 77―048-500-90-49101～49103 

ＦＡＸ 77―048-500-90-49033 77―048-500-90-49036 

 

イ 地震災害発生報告の方法 

地震災害発生報告は、原則として、広島県防災情報システムにて、発生日時、場

所、人の被害、住家等の被害の有無、対応している措置について迅速に報告するも

のとする。 

 

資料編 ・災害発生報告   p.230   

 

ウ 消防機関への通報が殺到した場合の報告 

災害により、消防機関への通報が殺到した場合、東広島市消防局はその状況を

直ちに消防庁及び県に対し報告する。 

この場合、即報の迅速性を確保するため、消防局から直接、電話、ファクシミリ等最

も迅速な方法により報告するものとする。 

   エ 県に報告することができない場合の災害発生の報告 

     
内 閣 総 理 大 臣 

(総務省消防庁経由) 竹原市 
  県災害対策本部 

（情報連絡班） 

 

   

          

      県関係 

各課(室) 
 
   

    
県 関 係 地 方 機 関 

（県災害対策本部東広島支部） 

    

          

         

         

 （県に報告できない場合）  
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市が県に報告できない場合の災害発生の報告先は、内閣総理大臣（消防庁経

由）とする。 

なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行う。 

 (2) 被害状況の報告及び通報 

応急対策の実施及び災害復旧のため、関係法令等の規定により行う報告及び通報で、

応急対策の実施及び復旧の措置を講ずるに必要な被害状況を把握することを主眼とす

る。 

ア 伝達経路 

被害状況報告及び通報は、次の経路により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 被害状況の報告様式 

市は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況及び火

災、津波、土砂災害の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する

概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。特に、

行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、

市は住民登録の有無にかかわらず、当該市町の区域（海上を含む。）内で行方不明と

なった者について、県警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるもの

とする。また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っている

ことが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者

など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）

に連絡するものとする。 

なお、被害状況の報告は、資料編に掲げる被害総括表により行うものとする。 

 

資料編 ・被害総括表  p.231 

    ・被害程度の判定基準   p.233 

 

ウ 県に報告することができない場合の被害状況の報告 

市が県に報告できない場合の被害状況の報告先は、内閣総理大臣（消防庁経由）

とする。 

 
竹 原 市 

竹原警察署 

県 関 係 地 方 機 関 
（災害対策本部支部） 

県災害対策本部 
（情報連絡班） 

県 警 察 本 部 

指 定 地 方 行 政 機 関 

指 定 公 共 機 関 

指 定 地 方 公 共 機 関 

公共的団体及び 
防災上重要な施設の管理

者 

内 閣 総 理 大 臣 
（ 消 防 庁 経 由 ） 

（
県
に
報
告
で
き
な
い
場
合
） 

関係各課 
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なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行う。 

(3)  人の被害についての即報 

市が、災害による人の被害についての情報を入手した場合は、広島県防災情報シス

テム等を利用して、速やかに県災害対策本部（災害対策本部が設置されていない場合

は危機管理監）に伝達する。 

人的被害の数（死者・行方不明者数）については、県が一元的に集約、調整を行う

ものとする。その際、県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に

収集し、一方、関係機関は県に連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
《参考 広島県震度情報ネットワークシステムの概要》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムの概要  
○ 県内に設置されている計測震度計等から，震度情報が市町や消防本部等で表示・印字されるとともに，県

庁に送信されます。  
○ 県庁では，県内で観測した震度情報を収集するとともに，自動的に総務省消防庁，広島地方気象台，全市

町及び県警本部に震度情報を送信します。  
○ また，広島県防災情報システムを通じて，県建設事務所・支所等にも情報を提供しています。 
 

導入効果 
○ 広域応援体制の確立  
  県内全域の震度分布から被害地域を推定し，早期に県内のみならず広域の応援体制をとることができま
す。 
○ 調査研究分野への活用  
  地震波形及び地震継続時間を蓄積し，地震に対する調査研究に活用できます。  

システムの特徴  
○ 県の設置する計測震度計の他，気象庁及び防災科学技術研究所の設置する計測震度計等の活用により，平

成の大合併前の市区町村単位で震度情報を把握しています。  
○ 市町観測点と県庁間の回線を，地上系と衛星系の二重化を図ることにより，データ伝送路の保証を行って

います。 
○ また，地上系回線では，地震発生時の電話回線の輻輳による，震度情報の不達のリスクを低減するため，

ＮＴＴフレッツＶＰＮ網を活用し，常時接続化を図っています。  
○ すべての観測点で，震度計設置環境基準（平成 21年10月，気象庁）に従って計測震度計を設置しており，

正確な震度観測を実施しています。  
 

県災害対策本部 

（情報連絡班） 

竹 原 市 

県 警 察 本 部 

（人の被災状況） 

内 閣 総 理 大 臣 

（消防庁経由） 

消 防 本 部 

（人の被災状況） 

（人の被災状況） 
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広島県震度情報ネットワークシステムの構成  

広島県震度情報ネットワークシステム 

震 度 計 設 置 位 置 図 
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＜地震・津波に関する情報発表の概念図＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急地震速報（警報）注１ 

震度５弱以上が予測されたときに発表 

震度速報 ※１ 

震度３以上で発表 

津波による災害のおそれが 
あると予想される場合 

津波による災害のおそれが 
ないと予想される場合 

海面変動あり 
  津波なし   

津波警報・注意報 ※１ 

津波到達予想時刻・予想される津波 

の高さに関する情報 

各地の満潮時刻・ 津波 到達予想時刻 

に関する情報 

各地の震度に 
関する情報 

震度１以上で発表 

推計震度分布図 

震度５弱以上で発表 

津波観測に関する情報 

津波予報 ※２ 

（若干の海面変動） 

推計震度分布図 

震度５弱以上で発表 

推計震度分布図 

震度５弱以上で発表 

地震発生   

震源・震度に 

関する情報 

震度１以上の 

観測なしでも発表 
 

震源に関する情報 

震度３以上で発表 

（若干の海面変動）※２ 

震源に関する情報 

  （津波の心配なし） 

震源・震度に 

関する情報 

  
（津波の心配なし） 

各地の震度に 

関する情報 

震度１以上で発表 

  （若干の海面変動）※２   

  

震源・震度に 

関する情報 
 

震度１以上の 

観測なしでも発表 
 
  （若干の海面変動）※２   

各地の震度に 

関する情報 
 震度１以上で発表 

  

※１ 
  
津波警報等を震度速報より早く発表する場合あり。 

  

※２ 
  
地震情報に若干の海面変動があるかもしれないが被害の 

  

心配はない旨を付加して発表した後，津波予報で海面変動 

  

が予想される津波予報区等を発表する。 

  

※３ 

  

津波警報等を発表している津波予報区以外で海面変 

  

動が予想される津波予報区に発表する。 

 

  

震度３以上で発表 

震度３以上で発表 

（津波の心配なし） 

津波予報 ※３ 

（若干の海面変動） 

沖合の津波観測に関する情報 
注 1 
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気象庁震度階級関連解説表 

 

使用にあたっての留意事項 

（1） 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計によ

る観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現

象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定さ

れるものではありません。 

（2） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観

測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中

高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所

によって揺れの強さが異なります。 

（3） 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の１

回あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地

盤の状況により被害は異なります。 

（4） この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるも

のを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合も

あります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではあり

ません。 

（5） この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、５年程度

で定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によ

って実状と合わなくなった場合には変更します。 

（6） この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・

形容詞を用いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これ

らは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 

 

 

 

 

用語 意味 

まれに 

わずか 

大半 

ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 

数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

半分以上。ほとんどよりは少ない。 

全部ではないが，全部に近い。 

が（も）ある， 

が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し，量的には多くはな

いが，その数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが，下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」

が使われている場合に使用。  
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■ 震度階級関連解説表                    

(1) 人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震計には記
録される。 

－ － 

１ 
屋内で静かにしている人の中には、揺
れをわずかに感じる人がいる。 

－ － 

２ 
屋内で静かにしている人の大半が、揺
れを感じる。眠っている人の中には、
目を覚ます人もいる｡ 

電灯等のつり下げ物が、わずかに揺れ
る。 

－ 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感
じる。歩いている人の中には、揺れを
感じる人もいる。眠っている人の大半
が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音をたてることがあ
る。 

電線が少し揺れる。 

４ 
ほとんどの人が驚く。歩いている人の
ほとんどが、揺れを感じる。眠ってい
る人のほとんどが、目を覚ます。 

電灯等のつり下げ物は大きく揺れ、棚
にある食器類は音をたてる。座りの悪
い置物が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転し
ていて、揺れに気付く人がいる。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、物につかま
りたいと感じる。 

電灯等のつり下げ物は激しく揺れ、棚
にある食器類、書棚の本が落ちること
がある。据りの悪い置物の大半が倒れ
る。固定していない家具が移動するこ
とがあり、不安定なものは倒れること
がある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることが
ある。電柱が揺れるのがわかる。道路
に被害が生じることがある｡ 

５強 
大半の人が、物につかまらないと歩く
ことが難しい等、行動に支障を感じ
る。 

棚にある食器類や書棚の本で、落ちる
ものが多くなる。テレビが台から落ち
ることがある。固定していない家具が
倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。
補強されていないブロック塀が崩れる
ことがある。据付けが不十分な自動販
売機が倒れることがある。自動車の運
転が困難となり、停止する車もある。 

６弱 立っていることが困難になる。 
固定していない家具の大半が移動し、
倒れるものもある｡ドアが開かなくな
ることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
ることがある。 

６強 
立っていることができず、はわないと
動くことができない。揺れにほんろう
され、動くこともできず、飛ばされる
こともある。 

固定していない家具のほとんどが移動
し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
る建物が多くなる。補強されていない
ブロック塀のほとんどが崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとんどが移動
したり倒れたりし、飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
る建物がさらに多くなる。補強されて
いるブロック塀も破損するものがあ
る。 

 

(2) 木造建物（住宅）の状況 

震度 

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁等に軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

５強 － 壁等にひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 壁等に軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

壁等のひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁等に大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒

れるものもある。 

６強 壁等にひび割れ・亀裂がみられることがある。 
壁等に大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁等のひび割れ・亀裂が多くなる。 

まれに傾くことがある。 
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があ

り、概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。し

かし、構法の違いや壁の配置等により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高

低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上げ壁（ラス、金網

下地を含む。）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下し

やすくなる。 
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（注 3）木造建物の被害は、地震の際の地震動周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内

陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

 

(3) 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂が入るこ

とがある。 

６弱 
壁、梁、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂が入るこ

とがある。 

壁、梁、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂が多くな

る。 

６強 
壁、梁、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂が多くな

る。 

壁、梁、柱等の部材に、斜め状のひび割れ・亀裂

がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがあ

る。 

７ 

壁、梁、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂がさらに

多くなる。 

壁、梁、柱等の部材に、斜め状のひび割れ・亀裂

が多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものが

ある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多

くなる。 

（注 1）鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981

年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、

立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決ま

るものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2）鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられるこ

とがある。  

 

(4) 地盤・斜面等の状況 

震度階級 地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※1 や液状化※2 が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の

崩壊が発生することがある※3。 ７ 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の

噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊

れたりする等の被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。ま

た、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 

(5) ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮

断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることが

ある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネッ

ト等による安否確認、見舞い、問い合わせが増加し、電話等がつながりにくい状況

（輻輳）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあ

った地震等の災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板

等の提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全の

ため自動停止する。運転再開には、安全確認等のため、時間が掛かることがある。 

※震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することが

ある。  
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                    出典：上記(1)～(5)は、気象庁震度階級関連解説表によ

る。 

第２  通信運用計画 

基本編第３章第３節第２項「通信運用計画」を準用する。 

 

 

第４節 ヘリコプターによる災害応急対策計画 
 

基本編第３章第４節「ヘリコプターによる災害応急対策計画」を準用する。 

 
 

第５節 災害派遣・広域的な応援体制 
 

基本編第３章第５節「災害派遣・広域的な応援体制」を準用する。 
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第６節 救助・救急、医療及び消火活動 

第１  救出計画 

１  方針 

地震による家屋等の崩壊、がけ崩れ等により多数の要救出者が発生した場合には、市

は県、竹原警察署及びその他の防災関係機関等と相互に協力し、迅速かつ的確に救出活

動を実施する。 

なお、被災現地においては、原則として、市長（消防機関を含む。）が、救出活動の指

揮をとるものとする。 

２  陸上における救出 

(1)  市 

ア 竹原消防署、消防団員等による救出隊を編成するとともに、救出に必要な車両舟

艇、特殊機械器具その他の資機材を調達し、迅速かつ的確に救出活動を実施する。 

イ 市による救出が困難なときは、速やかに竹原警察署に連絡し、合同して救出に当

たる。 

ウ 前項によってもなお救出が困難であり、かつ、救出作業に必要な車両舟艇、特殊

機械器具等の調達を要するときは、原則として次の事項を示して県及び他の市町に

応援を要請し、必要な場合には、県に対して自衛隊の派遣を要求する。なお、原則

として文書により行うこととなるが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、

迅速な方法で行い、事後速やかに文書を提出する。 

 明示事項  
  
① 災害の状況及び応援を必要とする理由 

② 応援を必要とする期間 

③ 応援を必要とする人員、車両舟艇、特殊機器、航空機その他資機材の概数 

④ 応援を必要とする区域及び活動内容 

⑤ その他参考となるべき事項 

なお、自衛隊への派遣要請については、基本編第３章第５節第１「自衛隊災害派

遣要請計画」に定めるところによる。 

 
エ 救護機関及び竹原警察署と連携協力し、負傷者の救護搬送等の応急措置を行う。 

(2)  県 

ア 知事は、市から負傷者等の救出活動について応援を求められたときは、その状況

に応じて、次の措置を迅速かつ的確に講じる。 

(ｱ)  他の市町に対する応援の指示 

(ｲ)  自衛隊に対する派遣要請 

(ｳ)  救出活動の総合調整 

イ 災害救助法に基づく県の実施事項については、「災害救助法適用計画」による。 

(3)  警察署 

地震・津波災害発生時において、自ら必要と認めた場合、又は市及び県から要請が

あった場合には、市及びその他の関係機関と協力して、次の措置を迅速かつ的確に講

じる。 

ア  被災者の発見、死傷者の有無の確認、負傷者の速やかな救出・救助に努める。 

イ  消防局及び救護機関と連携協力し、負傷者の救護搬送等の応急措置 
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ウ  行方不明者がある場合には、速やかな捜索活動 

エ  救出・救助活動を図るために必要な交通規制等の所要の措置 

 (5) 自主防災組織、事業所等 

自主防災組織及び事業所等は、次により自主的に救出活動を行うものとする。なお、

市は自主防災組織及び事業所等に対して、日頃から自主的な救出活動に関する啓発を

行うものとする。 

ア  自主防災組織は地域の被害状況、事業所は、事業所内の被害状況を調査し、要救

出者等の早期発見に努める。 

イ  要救出者等を発見した場合は、迅速に救助活動を開始するとともに、消防機関又

は警察等に連絡し、早期救出に努める。 

ウ 可能な限り、市、消防機関、警察と連絡をとり、その指導を受けるものとする。 

(4)  自衛隊 

要請に基づき救出活動を実施する。 

３ 海上における救出 

(1)  市長及び消防局長 

市長及び消防局長は、関係防災機関と連携をとりつつ、消防及び救難救護を行う。 

(2)  第六管区海上保安本部 

災害発生時において自ら必要と認めた場合又は市から要請があった場合は、市及び

その他の関係機関と協力して海難救助等を行う。 

その際、地震災害等の規模に応じて合理的な計画を立て、次に掲げる措置を講じる。 

ア  船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機、特殊救難隊

等により、その捜索活動を行う。 

イ  船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機

動防除隊によりその消火を行うとともに、必要に応じて、地方公共団体に協力を要

請する。 

ウ  危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の

発生防止、船舶禁止措置又は避難勧告を行う。 

エ  救助・救急活動等にあたっては、検知器具による危険範囲の確認、火気使用制限

等の危険防止措置を講じ、火災、爆発及びガス中毒、大規模地震に伴う余震・津波

等二次災害の防止を図る。 

(3)  県警察 

海上における被災者に対して、県警察は、第六管区海上保安部、市及びその他防災

関係機関と連携協力し、発見、救出・救助に努める。 

(4)  自衛隊 

要請に基づき救出活動を実施する。 

４  惨事ストレス対策 

救出活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとす

る。消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するもの

とする。 
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５  部隊間の活動調整 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同

調整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共

有及び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。 

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を

図りつつ、連携して活動するものとする。 

  ６ 活動時における感染症対策 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、感染症対策のため、

職員の健康管理やマスク着用等、基本的な感染症対策を徹底する。 

第２ 医療、救護計画 

１  方針 

市は、地震が発生した場合、県、国、日本赤十字社広島県支部、災害拠点病院、竹原

地区医師会、広島県医師会等各関係機関と相互に協力して迅速かつ的確に医療（助産を

含む。以下同じ。）救護活動を実施する。 

なお、この計画に定めのない事項は、基本編第３章第６節第２「医療救護・助産計画」

の定めるところによるものとする。 

２  医薬品・医療資機材の確保 

(1)  震災発生後初期段階への対応 

市及び県は、家屋倒壊等による負傷者を想定して、平常時から包帯、ガーゼ、三角

巾、副木、消毒薬、輸液等の外科的治療薬等の確保に努めるものとする。また、県は、

重篤患者の救命に必要な医療資機材については、特に災害拠点病院への備蓄を推進す

るものとする。 

備蓄医薬品、医療資機材の管理については、備蓄先医療機関、竹原地区医師会又は

県医師会等に協力を依頼するものとする。 

(2)  震災発生後中期以降への対応 

避難場所の被災者に対するいわゆる家庭の常備薬（風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤等）

等については、県薬剤師会、県医薬品卸協同組合等の協力により、流通時等の在庫を

供給源とする。 

医療救護活動に必要な医薬品等に不足が生じた場合、市は、県に対して応援を要請

する。 

３  救急搬送の実施 

(1)  負傷者の医療機関への搬送は、原則として市が実施する。 

(2)  救護所から医療機関へ搬送する場合で、市が対処できない場合は、県、日本赤十字

社広島県支部及びその他の関係機関に応援を要請する。 

(3)  緊急に特別な治療を要する傷病者の搬送は、防災関係機関の所有するヘリコプター

等により行う。 

(4)  迅速・的確な救急救命措置を講じるための医師と救急救命士の連携体制を構築する。 

(5)  県は、広域医療搬送の必要が生じた場合は、関係機関と調整の上、広域搬送拠点を

確保、運営するとともに、広域搬送拠点と医療機関等との間の搬送について、調整す

るものとする。 
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(6)  県は、広域医療搬送を実施するに当たっては、必要に応じ、関係機関と連携して、

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置、運営するものとする。 

４  救護所設置の広報 

市は救護所を開設した場合、速やかに県災害対策本部に報告するとともに、住民に救

護所開設の広報を行う。 

第３ 消防計画 

１  方針 

市は、地震発生時における出火防止、初期消火及び延焼阻止等の消火活動を迅速かつ

円滑に実施するため、平素から地域住民による自主防災組織の育成・指導を行うととも

に、東広島市消防局と連携して消防機関の活動体制及び消防相互応援体制等の整備充実

を図るものとする。 

なお、この計画に定めのない事項は、基本編第３章第６節第３「消防計画」の定める

ところによるものとする。 

２  消防活動体制の整備 

(1)  市は、東広島市消防局と連携して大地震発生時の火災防止のため、次の事項につい

て、平素から広報等を通じ住民・自主防災組織・事業所等に周知しておくこととする。 

ア 出火防止及び初期消火 

住民・自主防災組織・事業所等は、自らの生命、身体及び財産を守るため、出火

防止及び初期消火に努める。 

イ 火災の拡大防止 

地震により火災が発生したときは、住民・自主防災組織・事業所等は、互いに協

力して可能な限りの消火活動を行い、火災の拡大の防止に努める。特に、危険物等

を取り扱う事業所については、二次災害の発生防止に努める。 

(2)  市は、次の事項について、あらかじめ消防体制を整備しておくものとする。 

ア 地震発生直後の消防職員・団員の初動体制、初期消火活動の実施計画を定める。 

イ 地震発生直後に、住民に対して出火防止及び火災の延焼状況等を迅速に広報する

ため、広報の要領、広報班の編成について定める。 

ウ 地震発生直後の火災を早期に発見するとともに、防火水槽の破損及び道路の通行

状況等を迅速に把握できるよう情報収集の体制を定める。 

エ 地震発生時には、水道管の破損や停電等による長時間の給水停止が想定されるこ

とから、防火水槽や耐震性貯水槽の設置等を推進するほか、河川、池、水路等の自

然水利を積極的に活用するため、取水場所の整備等を行い、消防水利の多元化を図

る。 

３  消防活動 

(1)  火災発生状況等の把握 

東広島市消防局は、消防団員と連携して、自主防災組織等から市域内の消防活動に

関する次の事項について情報を収集し、竹原警察署と相互に連絡を行う。 

ア 延焼火災の状況 

イ 自主防災組織の活動状況 

ウ 消防ポンプ自動車その他の車両の通行可能道路 
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エ 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利等の活用

可能状況 

(2)  消防活動の留意事項 

市は東広島市消防局、消防団と連携して、次の事項に留意して活動する。 

ア 延焼火災件数の少ない地区は、集中的な消火活動を実施し、安全地区を確保する。 

イ 多数の延焼火災が発生している地区は、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要に

応じ避難路の確保等住民の安全確保を最優先とする活動を行う。 

ウ 危険物の漏洩等により災害が拡大し、又はそのおそれのある地区は、住民等の立

入禁止、避難誘導等の安全措置をとる。 

エ 救護活動の拠点となる病院、避難場所、幹線避難路及び防火活動の拠点となる施

設等の火災防御を優先して行う。 

オ 要救助者の救助救出と負傷者に対する応急措置を行い、医療機関等へ救急搬送す

る。 

カ 自主防災組織が実施する消火活動や救出活動等との連携、指導を図る。 

４  事業所等の活動 

市は、東広島市消防局と連携して、事業所等に対し、次の措置を講じるよう指導する

ものとする。 

(1)  火災予防措置 

ＬＰガス、高圧ガス、石油類等の供給の遮断の確認、ガス、石油類、毒物、劇物等

の流出等異常発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講じる。 

(2)  火災が発生した場合の措置 

ア 事業所等の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

イ 必要に応じて、従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

(3)  災害拡大防止措置 

ＬＰガス、高圧ガス、火薬類、石油類、毒物、劇物等を取り扱う事業所において、

異常が発生し、災害が拡大するおそれがあるときは、次の措置を講ずる。 

ア 周辺地域の居住者等に対し、避難の行動をとる上で必要な情報を伝達する。 

イ 警察及び消防機関等関係防災機関へ速やかに状況を連絡する。 

ウ 立入禁止等の必要な措置を講ずる。 

第４ 水防計画 

１  方針 

地震が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、樋門、ダム及びため池等が損傷

あるいは破損するおそれがあるため、これらの施設の管理者は震災時には防災関係機関

と相互に協力し、速やかに応急対策を実施する。 

なお、この計画に定めのない事項は、基本編第３章第６節第４「水防計画」の定める

ところによるものとする。 

２  応急対策 

(1)  河川、海岸、ダム、ため池等の管理者 

ア 地震の発生に起因して堤防、ダム、ため池等の破損による洪水の来襲が予想され、

著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要とする区域の
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居住者に対し、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 22 条による避難のための立退

きの指示を行う。 

なお、水防管理者が立退きの指示を行う場合は、竹原警察署長に通知する。 

イ 河川、ダム、ため池、水門及び樋門等の管理者は、地震発生後、直ちに所管施設

の被害状況を点検把握し、応急措置を講ずる。 

また、速やかに被害状況、措置状況等の状況を関係機関に連絡する。 

(2)  水防管理団体 

水防管理団体たる竹原市は、地震発生後直ちに区域内の河川、海岸、ダム、ため池

等を巡視するとともに、水防上危険な箇所を発見したときは、直ちに当該施設の管理

者に連絡して必要な措置を講ずるよう求めるものとするが、緊急を要する場合には、

水門、樋門、こう門及び防潮扉（以下「防潮扉等」という。）の操作その他適宜に水防

活動を行う。 

３  津波、高潮対策 

防潮扉等の管理者及び水防管理団体は、津波警報等を入手したとき、あるいは震度４

以上の地震が発生し、津波又は高潮のおそれがあると判断した場合は、次の措置をとる。 

（津波に関する措置については、第３章第２節第１にも掲載） 

(1)  防潮扉等の管理者等 

ア  防潮扉等の管理、操作担当者及び各区域の水位、潮位観測人等は、津波警報等を

入手したとき、又はラジオ、テレビ等により津波警報を知ったときは、水位、潮位

の変動を監視し、水門・陸閘管理の手引に基づき防潮扉等の開閉を行う。 

イ 水位、潮位の変動があったときは、水位、潮位の変動状況、措置状況等を速やかに

関係機関に通報する。 

(2)  水防管理団体 

ア  各区域内の監視、警戒及び防潮扉等の管理者への連絡通報 

イ  水防に必要な資機材の点検整備 

ウ  防潮扉等の遅滞のない操作及び防潮扉等の管理者に対する閉鎖の応援 

エ  水防管理団体相互の協力及び応援 

４  水防活動の応援要請 

(1)  水防管理者は、水防上必要があるときは、他の水防管理者に対して応援を要請する。 

(2)  水防管理者は、必要があるときは、警察官の出動を求める。 

第５  危険物等災害応急対策計画 

基本編第３章第６節第５「危険物等災害応急対策計画」を準用する。 
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第７節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
 

基本編第３章第７節「緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動」を準用する。 
 
 

第８節 避難受入れ及び情報提供活動 
  

第１ 避難対策計画 

１  方針 

地震・津波により、建築物、工作物の破損や広範囲な火災、がけ崩れ、土石流、津波

等が発生した場合には、市長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施責任

者は、必要に応じ避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。 

特に、市長は、災害発生時において適切な措置をとるため、あらかじめ定める避難場

所について平素から住民への周知徹底を図るとともに、住民を含めた訓練に努めること

とする。 

この計画では、避難場所及び避難所の運用について定める。 

２  指定避難所の管理運営 

指定避難所の運営に当たっては、市、自主防災組織、ボランティア団体その他防災関

係機関職員のそれぞれの役割分担を明確にし、相互に協力して指定避難所での安全の確

保と秩序の維持に努める。また、市は、避難所運営について専門性を有した外部支援者

等の協力が得られるよう努めるものとする。 

特に、市はあらかじめ施設管理者との調整や指定避難所毎の担当職員を定めるなど、

発災後の迅速な指定避難所開設や人員配置に努めるとともに、自治会や自主防災組織と

協力し、施設の速やかな開錠・運営体制の構築に努める。自主防災組織等とも連携して、

円滑な指定避難所の運営に努める。また、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体

的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。この

際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるな

ど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。 

なお、市及び県は、相互に連携を図り、避難者の健全な住生活の早期確保を図ること

とし、保護者等への引取や応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅等利用

可能な既存住宅のあっせん及び活用等によって避難所の早期解消に努めるとともに、災

害の規模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、必要に応じ旅館

やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

指定避難所の具体的な管理運営に係る主な業務については、次の点に留意するととも

に、人道憲章と人道対応に関する最低基準（スフィア基準）を踏まえた生活環境の確保

に努めるものとする。 

(1)  情報伝達手段を確保し、避難住民に対して正確な情報及び指示を与えるとともに、

避難者数の確認、避難者名簿の作成等により指定避難所及び避難者の状況を早期に把

握し、関係防災機関へ連絡する。 
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また、指定避難所で生活をせず食事のみを受け取っている被災者等の情報把握に努

め関係防災機関へ連絡する。 

(2) 食事提供の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、指定避難所の衛生管理など必

要な対策を講じるとともに、救護所の設置等の医療体制の確保や、避難者の心身の健

康及び福祉的な支援体制の確保のため保健師等による健康相談、心のケアなど必要な

対策を行う。 

また、プライバシーの確保や様々なニーズの違いに対応できるよう男女双方の視点

等に配慮するなど、良好な生活環境を維持するよう注意を払う。 

(3) 避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよ

う努めるとともに、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施

設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師、保健師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態

や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、指定避難所での健康状態の悪化を防止するための栄養バランスのとれた適温

の食料等の分配、食事の提供等栄養管理に努めるとともに、入浴、洗濯等の生活に必

要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講ずるものとする。 

(4) 指定避難所における食料、飲料水及び生活必需品等の必要量を把握し、効率的に配

給する。 

(5) 要配慮者用の窓口を設置し、ニーズを把握し支援を行う。また、心身双方の健康状 

態には特段の配慮を行い、福祉避難所への避難や必要に応じ福祉施設等への入所、介

護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つ

つ、計画的に実施するものとする。 

（6） 市は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努め、また、自

宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当

部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

(7) 市は、指定避難所における感染症対策のため、避  

難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイ

アウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

(8) 市は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの 

違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用のトイレ、物干し

場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペアによ

る巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。 

(9) 市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止する 

ため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設

等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶ

についての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮す

るよう努めるものとする。 
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(10) やむを得ない理由により指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、

食料等物資の提供、保健師等による健康相談の実施及び正確な情報の伝達等に努める

ものとする。 

(11)  市は、「ペット受け入れのための避難所等運営ガイドライン」を活用して、指定避難

所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるとともに、指定避難所等の形態

や動物の数に応じた飼養ルールを設定し、他の避難者に対しても周知を行い、飼い主

が適正に飼養するための指導助言を行うものとする。 

    また、指定避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れると

ともに、指定避難所における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握及び、獣医

師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

   避難所での受入れが難しい場合は、各動物愛護（管理）センターに対し、一時預か

り先等について相談する。 

    市は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に

努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携

に努めるものとする。 

(12) 県は、指定避難所の設置・運営について、必要に応じ、応援職員を派遣するなど、

市町を支援するものとする。 

(13) 市は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物

資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援の係る

情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとする。 

(14) 市町は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難者数、

食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、

被災者支援に係る情報を車中泊避難者に対しても提供するものとする。この際、車中

泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものとする。 

３  広域的避難 

市は、災害の規模、被災者の避難、受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、本市外

への広域的な避難、指定避難所や応急仮設住宅等への受入れ等が必要であると判断した

場合には、県に広域避難受入れに関する支援を要請するものとする。 

    県は、被災市町からの要請を受けた場合など、支援が必要と考えられる場合には、他

の市町や他都道府県との連絡調整を行う。 

  また、大規模災害の発生による市機能の喪失等により、市において広域的避難に係る

事務が行えなくなった場合、県は市に代わり必要な手続きを行うものとする。 

  市及び県は、居住地以外の市町村へ避難する避難者に対して、避難先の自治体と連携

のうえ、必要な情報等の提供に努めるものとする。 

なお、被災者の広域避難にあたり輸送手段の確保が必要な場合、県は、運送事業者で

ある指定地方公共機関等に対し、被災者の運送を要請するものとする。 

４  市が避難所を開設したときは、次の事項について、県危機管理監（災害対策本部を設

置した場合は、本部情報連絡班）に報告する。 

(1)  開設の日時 

(2)  開設の場所 

(3)  受入れ人員 
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(4)  開設期間の見込み 

(5)  その他必要と認められる事項 

５  避難行動要支援者の避難等 

市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主

防災組織、民生委員児童委員等の多様な主体の協力を得ながら、平常時から避難行動要 

   支援者に関する情報を把握の上、避難支援等関係者との共有に努める。また、情報伝達 

体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図るものとする。 

一般の避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者が避難所で生活するため

に必要な設備やスペースを確保するとともに、福祉避難所の設置や、避難場所として宿

泊施設を借上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

避難行動要支援者の避難等の措置について、市のみで対応できない場合は、他の市町

や関係機関等の協力を求めて、当該市町外の社会福祉施設等へ避難させる。 

６  帰宅困難者対策 

公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生

した場合、市及び県は、住民等への広報を行うとともに、必要に応じ、一時滞在施設等

への避難誘導を行うものとする。   

第２ 広報・被災者相談計画 

基本編第３章第８節第２「災害広報・被災者相談計画」を準用する。 

第３ 住宅応急対策計画 

１ 方針 

地震・津波が発生し、災害救助法が適用された場合、知事は応急措置として、仮設住

宅の建設をはじめとする必要な住宅応急対策を講じるものとする。この場合、市長は知

事に協力する。 

２  実施する応急対策の内容 

(1)  災害救助法第４条第１号に規定する避難所及び応急仮設住宅の供与（仮設住宅の建

設及び民間賃貸住宅の借上げ） 

(2)  災害救助法第４条第６号に規定する被災した住宅の応急修理 

(3)  公営住宅、企業所有の宿泊施設及び職員用住宅等の一時的供与 

(4)  民間賃貸住宅の情報提供等 

(5)  被災建築物応急危険度判定の実施 

(6)  被災宅地危険度判定の実施 

３  実施責任者 

(1)  知事は、災害救助法及び同法施行細則の規定に基づき、受入れ施設の供与に必要な

住宅（応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の借上げを含む。）及び施設の確保に努め

るものとする。なお、県内のみで確保が困難な場合、近隣他県へ被災者を一時収容す

るための施設の提供を要請する。 

(2)  知事は、災害救助法及び同法施行細則の規定に基づき、市長と協力して被災した住

宅の応急修理を行う。 

(3)  災害救助法第 13 条及び同法施行令第 17 条の規定により、前各項の救助について市

長に実施を委任したときは、市長が実施する。 
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(4)  市は、地震・津波により多くの建築物が被害を受け、被災建築物応急危険度判定が

必要と判断した場合には、これを実施する。 

知事は、市長から支援の要請があった場合は、必要な支援を行う。 

４  応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の借上げ 

 (1)  供与の対象とする者 

応急仮設住宅の供与の対象となる者は、災害救助法に基づき、住家が全壊、全焼又

は流出し、若しくはそれに準ずる者として発災後、国より通知される要件に該当し、

居住する住家がない者で、自らの資力をもってしては住宅を確保することのできない

者とする。 

また、知事は、罹災証明の発行の状況を踏まえ、必要に応じて、対象の拡充につい

て検討する。 

(2)  応急仮設住宅の供与の期間 

特別な場合を除き、災害救助法の定める２年以内とする。 

(3)  応急仮設住宅の管理 

応急仮設住宅の管理は、市長が行う。 

ただし、特別な事情がある場合には、知事が自ら実施するものとし、市長は実施に

協力するものとする。 

なお、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れについても配慮する

ものとする。 

(4)  応急仮設住宅の建設 

応急仮設住宅の建設は、広島県応急仮設住宅建設マニュアルに従い実施する。 

ア  建設戸数 

建設戸数の決定に当たっては、市長の意見を聞き知事が決定するものとする。こ

の場合、別途確保し供与する公営住宅、借上げ可能な民間賃貸住宅等の状況を勘案

するものとする。 

イ  建設場所の確保 

建設場所については、保健衛生、交通、教育等について考慮して、あらかじめ把

握している公有地で確保することとする。ただし、やむを得ない場合は、私有地を

利用することもできるものとする。この場合、利用しようとする土地の所有者との

十分な協議を必要とする。 

なお、学校の敷地を建設場所として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮

するものとする。 

ウ  関係団体との協力協定 

知事は、災害時に応急仮設住宅の建設を迅速に進めるために、住宅建設に係る関

係団体とあらかじめ協力協定を締結するなど、環境整備を図るものとする。 

また、広域かつ大規模な災害発生に対応するため、複数の関係団体との協力協定

の締結に努める。協定を締結した関係団体とは、平時から緊急時の連絡体制や制度

運用等について、情報共有を図るものとする。 

なお、協定締結団体が複数となる場合の調達方針については、広島県応急仮設住

宅建設マニュアルで定めるものとする。 
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資料編 ・応急仮設住宅建設予定地  p.114 

 

(5)  民間賃貸住宅の借上げ 

知事は、民間賃貸住宅の借上げを迅速に実施するため必要となる取扱い等につい

て、あらかじめ検討を進めるものとする。 

ア  関係団体との協力協定 

(ｱ)  知事は、災害時に民間賃貸住宅の借上げを迅速に進めるために、民間賃貸住宅

に係る関係団体と、借上げ可能な民間賃貸住宅の空き家情報の提供について、あ

らかじめ協力協定を締結するなど、環境整備を図るものとする。 

(ｲ)  知事は、民間賃貸住宅の無報酬での媒介について、宅建業関係団体に対して協

力を要請するものとする。 

(ｳ)  知事は、民間賃貸住宅の提供について、協定締結団体に対して協力を要請する

ものとする。 

(ｴ)  知事は、広域かつ大規模な災害発生に対応するため、複数の関係団体との協力

協定の締結に努める。 

(ｵ) 知事は、平時から協定を締結した関係団体と緊急時の連絡体制や制度運用等に

ついて情報共有を図るものとする。 

５  住宅の応急修理 

災害救助法及び同法施行細則の規定に基づく住宅の応急修理については、市長が知事

から指示を受けて実施するものとする。ただし、特別な事情により市長が実施すること

が困難な場合は、市長の協力を得て知事自ら実施するものとする。 

(1)  住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

ア 対象となる者 

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（以下、「緊急の修理」という。）

の対象となる者は、住家が半壊、半焼（大規模半壊から半壊までの住家）又はこれ

に準ずる程度（準半壊程度相当）の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の

被害が拡大するおそれがある者とする。 

イ  修理の範囲 

緊急の修理は、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋

根、外壁、建具（玄関、窓やサッシ等）等の必要な部分とする。 

ウ  対象世帯の調査 

対象住宅の調査及び決定については、被害認定調査における損害割合の算定方法

に準じて、自治体職員が判断する。 

エ  必要資機材及び従事者の確保 

必要資機材及び従事者の確保については、協定締結団体の協力を得て、知事が行 

う。 

オ  実施期間 

緊急の修理の実施期間は、災害発生の日から 10 日以内とする。ただし、やむを

得ない事情がある場合には、内閣総理大臣と協議を行う。 

（2） 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 
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ア  対象となる者 

日常生活に必要な最小限度の部分の修理（以下、「応急修理」という）の対象とな

る者は、住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、そのままで

は当面の日常生活を営むことができない者で、自らの資力をもってしては応急修理

ができない者とする。 

イ  修理の範囲 

応急修理は、居室、炊事場、便所等のように日常生活に欠くことのできない必要

最小限度の部分とする。 

ウ  対象住宅の調査及び対象住宅の決定 

対象住宅の調査及び決定については、あらかじめ定める危険住宅判定調査・修理

対象基準により市町長の意見を聞いて決定する。 

エ  必要資機材及び従事者の確保 

必要資機材及び従事者の確保については、協定締結団体の協力を得て、知事が行う。 

オ  実施期間 

応急修理の実施期間は、災害発生の日から３か月以内（ただし、国の災害対策本部

が設置された場合は、災害発生の日から６か月以内）とする。ただし、やむを得ない

事情がある場合には、事前に内閣総理大臣の承認を得て、必要最小限度の期間の延長

を行う。 

６  公営住宅の提供 

被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第 14 号）第 21 条の適用があるものについ

て、受け入れを行う。 

また、緊急対応として、災害対策基本法の規定に基づく激甚災害の指定及び災害救助

法の適用があった場合については、市内公営住宅の一時的目的外使用許可による受入れ

施設の提供も考慮する。 

７  企業等宿泊施設及び職員用住宅等の供与 

知事は、前記６の公営住宅の提供を考慮する場合は、企業等の所有する社宅・寮及び

その他宿泊施設の提供による供与について協力を要請するものとする。 

８  被災建築物応急危険度判定 

多くの建築物が被害を受けた場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生

じる人的二次災害を防止するため、被災建築物応急危険度判定（以下「建築判定」とい

う。）を実施する。 

また、実施のための必要な事前準備を行う。 

 (1)  事前対策 

ア 市長は、的確な建築判定を実施するため、次の事項についてあらかじめ定めてお

く。 

(ｱ)  建築判定実施の決定と被災建築物応急危険度判定実施本部（以下「建築判定実

施本部」という。）の設置 

(ｲ)  建築判定の実施に関する県との調整連絡及び県に対する支援要請 

(ｳ)  建築判定対象区域、対象建築物の決定等の基準 
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(ｴ)  応急危険度判定士及びその他判定業務従事者（以下「建築判定士等」という。）

の確保、建築判定の実施体制等 

(ｵ)  建築判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項 

(ｶ)  建築判定資機材の調達、備蓄 

(ｷ)  その他必要な事項 

イ 市は県と連携して、建築に関する講習会を開催し、建築判定士の養成に努めると

ともに、必要な判定用資機材を備蓄する。 

(2)  建築判定実施の事前準備 

ア 市長は、あらかじめ想定される地震の規模、建築物の被害等を推定し、優先的に

建築判定を実施する施設、区域及び判定対象危険物の基準を準備しておく。 

イ 市は、地震被害に備え、建築判定実施本部をあらかじめ整備しておく。 

(3)  応急危険度判定の実施 

ア 市長は、地震により多くの建築物が被害を受け、必要があると判断したときは、

建築判定の実施を決定し、直ちに建築判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ

るものとする。また、建築判定のための支援を知事に要請することができる。 

イ 市は、県及び建築関係団体等の協力を得て必要な建築判定士等の速やかな確保に

努めるものとする。 

ウ 市は、建築判定の実施の決定後速やかに、建築判定士等の食料の準備、建築判定

区域までの移動に係る輸送方法の確保及び必要に応じ宿泊場所の確保等を行うも

のとする。 

(4)  県と市間の連絡調整等 

ア 市は、建築判定実施本部の設置を決定したときは、県に速やかに連絡するものと

する。 

９  民間賃貸住宅の情報提供 

知事は、民間賃貸住宅の情報提供や無報酬での媒介について（公社）広島県宅地建物

取引業協会及び（公社）全日本不動産協会広島県本部に対して協力を要請するものとす

る。また、市は当該情報提供に努める。 

10  被災宅地危険度判定 

大地震・津波により多くの宅地が被害を受けた場合、その後の余震により宅地の崩

壊等による人的被害の発生を防止するため、被災宅地危険度判定（以下「宅地判定」

という。）を実施する。 

また実施のための準備をする。 

ア 事前対策 

(ｱ)  市は、的確な宅地判定を実施するため次の事項についてあらかじめ定めておく。 

a 宅地判定実施の決定と判定実施本部の設置 

b 宅地判定の実施に関する県との調整連絡及び県に対する支援要請 

c 宅地判定実施方法の決定等の基準 

d 初動体制整備のための被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）

の養成、確保 

e 宅地判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項 
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f 判定用資機材の調達、備蓄 

g その他必要な事項 

(ｲ)  市は、宅地判定に関し県が開催する講習会及び、宅地判定士の養成に協力すると

ともに、必要な判定用資機材を備蓄する。 

イ 宅地判定実施の事前準備 

(ｱ) 市長は、広島県土砂災害危険箇所図等を参考に、宅地判定実施の可能性が高い

地域等を推定し、迅速に判定活動を実施するための環境を整備しておく。 

(ｲ) 市長は、宅地判定実施本部の体制について、あらかじめ準備しておく。 

ウ 宅地判定の実施 

(ｱ) 市長は、地震・津波の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、必要があ

ると判断したときは、宅地判定実施本部を設置し、宅地判定の実施を決定する。

また、市長は、宅地判定実施のための支援を知事に要請することができる。 

(ｲ) 被災の規模等により市が宅地判定の実施に関する事務を行うことができなくな

ったときには、市長は、必要な支援を県に要請する。 

(ｳ) 市は、宅地判定等の判定区域までの移動についての輸送手段の確保、食料の準

備及び必要に応じて宿泊場所の確保を行うものとする。 

エ 県との連絡調整 

(ｱ) 市は、宅地判定実施本部を設置したときは、県に速やかに連絡するものとする。 

(ｲ) 宅地判定実施本部は、県が設置する宅地判定支援本部に現地の被災状況を随時

報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整し、速やか

に報告するものとする。 

オ 市は、県から宅地判定士の派遣等の支援要請があった場合は、可能な範囲で要請

に応じる。 
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第９節 救援物資の調達・供給活動 
 

基本編第３章第９節「救援物資の調達・供給活動」を準用する。 

 
 
第１０節 保健衛生・防疫、遺体の処理に関する活動 

 

基本編第３章第 10 節「保健衛生・防疫、遺体の処理に関する活動」を準用する。 

 

 

第１１節 応急復旧、二次災害防止活動 
 

第１ 公共施設等災害応急復旧計画 

１ 方針 

震災によって被害を受けた公共施設の管理者は、住民生活の安定に重大な影響を及ぼ

す施設を重点に、速やかに応急復旧工事を実施し、降雨等による水害・土砂災害等に備

え、二次災害防止施策を講じるとともに、応急対策の円滑な実施に支障ないように努め

る。 

また、次表に掲げる避難所やヘリポート等防災上重要な拠点となる施設の管理者は、

震災により施設に被害を受けた場合は、被災状況を速やかに調査し、応急復旧を図る。 

なお、応急復旧終了後、被害の程度を十分検討し、必要な施設の新設又は改良等を行

う。 

 

防災活動拠点 施設名 管理担当部 

災害対策活動拠点 竹原市役所本庁舎 総務部 

避難対策拠点（避難所） 資料編参照 総務部、教育部 

救援物資集積拠点 
総合公園バンブー・ジョイ・ハ
イランド 総務部 

輸送拠点（ヘリポート） 資料編参照 総務部、教育部 

   

２ 防災上重要な拠点施設の応急復旧活動 

防災上重要な拠点となる施設の管理者は、震災により施設に被害を受けた場合は、被

災状況を速やかに調査し、応急復旧を図る。 

  ３ 交通施設の応急復旧活動 

(1)  鉄道施設 

鉄道管理者は、震災により設備に被害を受けた場合には、被害状況を速やかに調査

し、重要度の高い線区から速やかに応急復旧をする。 

(2)  道路 

道路、橋梁等の管理者は、震災により施設に被害を受けた場合は、被害状況を速や

かに調査し、設定された緊急輸送通路を早急に確保するため、沿道等の応急復旧計画 
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と調整の上、応急復旧工事を実施する。 

(3)  港湾及び漁港 

港湾管理者及び漁港管理者は、港湾施設及び漁港施設が震災により被害を受けた場

合は、被害状況を災害応急対策のため緊急性の高いものから速やかに調査し、沿道等

の応急復旧計画と調整の上、災害応急対策のため緊急性の高いものから応急復旧工事

を実施する。 

４ 治水施設等の応急復旧活動 

(1)  河川、海岸 

河川、海岸管理者は、震災により管理する施設に被害を受けた場合には、被害状況

を速やかに調査し、二次災害防止のための応急復旧工事を実施する。 

(2)  砂防設備等 

市は、県と協力して砂防設備等の損傷や土石流、山崩れ、がけ崩れ等の発生により、

二次災害が発生するおそれのある場合には、被害状況を速やかに調査し、崩落土砂の

除去や仮設防護柵設置等の応急工事を実施する。 

５ 治山施設等の応急復旧活動 

市は、県及び近畿中国森林管理局と協力して治山事業施工地において山腹崩壊等によ

り土砂が流出した場合は、排土等による原状回復に努め、二次災害防止のための応急工

事として編柵、土のう積み等を行う。 

６ 防災重点ため池の緊急点検 

    市及びため池管理者は、ため池の堤体等が震災により被害を受けていないか、速やか

に外観点検を行い、必要に応じて二次災害防止のための応急対策を実施する。 

７ その他公共、公益施設の応急復旧活動 

その他住民生活に重要な影響を及ぼす公共、公益施設については、緊急度に応じて速

やかに応急復旧を図る。 

８ 住民への広報活動 

市、県及び公共施設の管理者は、公共施設の損傷等により、二次災害が発生するおそ

れのある場合等必要に応じて、住民に対し広報する。 

 

資料編 ・防災重点ため池の現況  p．92  

 

第２ 電力・ガス・水道・下水道施設応急復旧対策計画 

基本編第３章第 11 節第２「電力・ガス・水道・下水道施設災害応急復旧対策計画」を

準用する。 

 第３ その他施設災害応急対策計画 

    基本編第３章第 11 節第３「その他施設災害応急対策計画」を準用する。  

第４ 廃棄物処理計画 

  基本編第３章第 11 節第４「廃棄物処理計画」を準用する。 

第５ 有害物質等による環境汚染防止計画 

基本編第３章第１１節第４「有害物質等による環境汚染防止計画」を準用する。 
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第１２節 ボランティアの受入れ等に関する計画 
 

基本編第３章第 12 節「ボランティアの受入れ等に関する計画」を準用する。 

 

 
第１３節 文教計画 
 

基本編第３章第 13 節「文教計画」を準用する。 

 

第１４節 災害救助法適用計画 
 

基本編第３章第 14 節「災害救助法適用計画」を準用する。 
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第４章 災害復旧計画 
 

第１節 目的 
 

この計画は、災害に対する応急対策を行った後において、被害者の生活の安定、生業の維持、

回復及び被害を受けた施設の復旧及びこれに要する資金等について必要な事項を定め、災害復

旧・復興の迅速かつ完全な実施を図ることを目的とする。 

 

第２節 被災者等の生活再建の支援及び生業回復等の資金確保計画 
 

基本編第 4 章第 2 節「被災者等の生活再建の支援及び生業回復等の資金確保計画」を準用

する。 

 

 

第３節  被災者の生活確保に関する計画 
 

基本編第４章第３節「被災者の生活確保に関する計画」を準用する。 

 

 

第４節  施設災害復旧計画 
 

基本編第４章第４節「施設災害復旧計画」を準用する。 

 

 

第５節  激甚災害の指定に関する計画 
 

基本編第４章第５節「激甚災害の指定に関する計画」を準用する。 

 

 

第６節  救援物資、義援金の受け入れ及び配分に関する計画 
 

基本編第４章第６節「義援金、救援物資受入及び配分に関する計画」を準用する。 

 

 

第７節  災害復興計画（防災まちづくり） 
 

基本編第４章第７節「災害復興計画（防災まちづくり）」を準用する。 

 



津波災害対策計画

津波災害対策計画



津波災害対策計画
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第１章 総則

第１節 目的

この計画は、事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつつ、竹原

市内において発生が想定されるあらゆる津波災害に対処するため、市、県、指定地方行政機関、

自衛隊、指定公共機関及び防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」という。）等が処

理すべき事務又は業務の大綱を定め、さらに住民の役割を明らかにし、各種災害対策を迅速、

的確かつ総合的に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を津波災害から保護するこ

とを目的とする。
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第２節 基本方針

１ この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。）第 40 条の規定により作成して

いる「竹原市地域防災計画」の震災対策編 津波災害対策計画とする。

なお、本編において、基本編と内容が重複する計画は、基本編を準用する。

２ この計画は、平成７年(1995 年)１月に発生した阪神・淡路大震災や平成 23 年(2011 年)

３月に発生した東日本大震災などの近年の大規模災害の経験を踏まえ、防災の時間経過に

応じて、災害予防計画、災害応急対策計画及び災害復旧計画の基本的事項を定め、地震・

津波災害対策を総合的に推進していくものである。

３ この計画に基づき、各防災関係機関は細部実施計画等を定め、その具体的推進に努める。

４ この計画は、防災関係機関の地震・津波災害対策の推進状況に応じて、 必要な修正を行

う。
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第３節 防災業務実施上の基本理念及び基本原則

基本編第１章第３節「防災業務実施上の基本理念及び基本原則」を準用する。

第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

基本編第１章第５節「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」を準用する。

第５節 竹原市の地勢の概要

基本編第１章第６節「竹原市の概要」、震災対策編地震災害対策計画第１章第５節「竹原市の

地勢の概要」参照

第６節 既往地震の概要

震災対策編地震災害対策計画第１章第６節「既往地震の概要」参照

第７節 被害想定

震災対策編地震災害対策計画第１章第７節「被害想定」を準用する。
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第８節 津波浸水想定

第１ 基本

本節は、「広島県津波浸水想定（平成 25 年 3 月）」を基に作成したものであり、これを

使用して本市の対応策等を検討する。

第２ 津波浸水想定

県の津波浸水想定においては、国土交通省の「津波浸水想定の設定の手引き（平成 24

年 10 月）」等の手法に基づき、「最大クラスの津波」及び「津波到達時間が短い津波」を

想定津波として選定している。

津波浸水シミュレーションは、「最大クラスの津波」として南海トラフ巨大地震を破壊

開始地点の異なる８ケース、「津波到達時間が短い津波」として瀬戸内海域の活断層及び

プレート内地震（以下、「瀬戸内海活断層等」という。）を５ケース選定している。

(1) 南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等の概要

(2) 南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等による津波浸水想定

ア 津波浸水想定は、次のような悪条件下において発生した場合に想定される津波の

浸水域・浸水深を津波浸水想定図として作成している。

・初期潮位として 2009 年から 2013 年の年間最高潮位（最大と最小を除いた平均値）

を設定

・地震による地盤の沈下を考慮

・構造物について、護岸や防波堤は機能せず、堤防は地震前の 25％の高さまで沈下

するものとして設定し、津波が堤防を越流した場合は破壊される。

イ 浸水域・浸水深は、広島県における地形データを用いて、10ｍメッシュ単位で表

示しており、浸水域は選定した津波別に想定される浸水深の中で最も大きい値を示

している。

区 分 地 震 規 模

最大クラスの津波

（発生頻度は極め

て低いものの、発生

すれば甚大な被害

をもたらす津波）

○ 南海トラフ巨大地震

・ 内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル

検討会」において示された津波断層モデル

のうち、破壊開始の地点を変更させた８ケ

ース

マグニチュード：Mw＝９．１

津波到達時間が短

い津波

○ 瀬戸内海域活断層等

・ 安芸灘～伊予灘～豊後水道

・ 讃岐山脈南縁―石鎚山脈北縁東部

・ 石鎚山脈北縁西部―伊予灘

・ 安芸灘層群（主部）

・ 安芸灘層群（広島湾―岩国沖断層帯）

マグニチュード：Mw＝７．５

マグニチュード：Mw＝７．６

マグニチュード：Mw＝７．４

マグニチュード：Mw＝６．６

マグニチュード：Mw＝６．９
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【留意事項】の拡大

○ この図に関する詳細な説明については、「津波浸水想定について」をご参照ください。

○ 「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）第８条第１

項に基づいて設定するもので、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。

○ 「津波浸水想定」は、最大クラスの津波が悪条件下※において発生した場合に想定される浸水の区

域（浸水域）と水深（浸水深）を表したものです。

○ 最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定さ

れる津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものでは

ありません。

○ 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地盤変動や構造物の

変状等に関する計算条件との差異により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きく

なったりする場合があります。

○ 「津波浸水想定」の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防災対策を進めるためのものであり、

津波による災害や被害の発生範囲を決定するものではないことにご注意ください。

○ 浸水域や浸水深は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所もあります。

○ 「津波浸水想定」では、津波による河川内や湖沼内の水位変化を図示していませんが、津波の遡上

等により、実際には水位が変化することがあります。

浸水面積（最大の場合）

（単位：ha）

※ 河川・砂浜部分を除いた陸域部の浸水面積。

※ 四捨五入の関係で合計と面積が合わないことがある。

浸 水 面 積（浸水深別）

１㎝

以上

30 ㎝

以上

１ｍ

以上

２ｍ

以上

５ｍ

以上

竹原市 426 367 205 109 -

県全体 12,847 10,987 6,770 3,364 8
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(3) 南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等による「最高津波水位」、「最大波到達

時間」及び「津波影響開始時間」

ア 南海トラフ巨大地震

南海トラフ巨大地震による市町ごとの最高津波水位等

※１ 「最高津波水位」は、海岸線における最高の津波水位を標高で表示

※２ 「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線に

おいて、地震発生後に初期潮位から±20ｃｍの変化が生じるまでの時間

イ 瀬戸内海域活断層等

瀬戸内海域活断層等による市町ごとの最高津波水位等

※１ 「最高津波水位」は、海岸線における最高の津波水位を標高で表示

※２ 「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線に

おいて、地震発生後に初期潮位から±20ｃｍの変化が生じるまでの時間

【参考】用語の解説

１ 浸水域

浸水海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される区域

２ 浸水深

陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から水面までの高さ

３ 津波水位

津波襲来時の海岸線における、海面の高さ（標高※で表示）

※ 標高は東京湾平均海面からの高さ（単位：T.P.＋ｍ）として表示しています。

４ 津波の高さ

津波襲来時の海岸線における「津波水位」と「初期潮位」との差

５ 最大波到達時間

津波の最高到達高さが生じるまでの時間

６ 津波影響開始時間

海域を伝播してきた津波により、初期水位から±20cm（海辺にいる人々の人命に影響が

出る恐れのある水位変化）の変化が生じるまでの時間

７ 水位変動

津波による水位変化の様子

８ 浸水面積

津波によって浸水する陸域の面積

最高津波水位＊１

最大波到達時間

(分）

津波影響開始時間※２

(分）うち津波の高さ

(m)

竹原市 3.1 1.3 347 20

最高津波水位＊１

最大波到達時間

(分）

津波影響開始時間※２

(分）うち津波の高さ

(m)

竹原市 2.4 0.4 140 18
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津波水位の定義（広島県）

各用語の模式図
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第９節 地震被害軽減のための基本的な施策

震災対策編地震災害対策計画第１章第８節「減災目標」参照
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第２章 災害予防計画

第１節 基本方針

この計画は、災害を未然に防止するとともに、災害発生時における応急措置等の迅速かつ的

確な実行を期するため、災害予防責任者（市長、県知事、指定地方行政機関の長、指定公共機

関の長、指定地方公共機関の長並びに市の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者をいう。

以下この章において同じ。）の行うべき業務の大綱及び相互の連絡調整について定め、その内容

は次のとおりとする。

１ 防災まちづくりに関する事項

２ 住民の防災活動の促進に関する事項

３ 調査、研究に関する事項

４ 迅速かつ円滑な災害応急対策等への備えに関する事項

５ 危険物等災害予防に関する事項

６ 災害対策資機材等の備蓄等に関する事項

７ 要配慮者及び避難行動要支援者対策に関する事項

８ 広域避難の受入れに関する事項
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第２節 防災まちづくりに関する計画

震災対策編地震災害対策計画第２章第２節「防災まちづくりに関する計画」を準用する。

第３節 住民の防災活動の促進に関する計画

震災対策編地震災害対策計画第２章第３節「住民の防災活動の促進に関する計画」を準用す

る。

第４節 調査、研究に関する計画
第１ 方針

この計画は、地震・津波災害の被害を最小限にとどめるために、地震・津波災害につ

いて常時必要な調査研究を行うことにより、災害予防対策並びに災害時における応急対

策及び復旧対策等に万全を期すこととする。

第２ 実施責任者

災害予防責任者

第３ 実施項目

１ 市は、県及び防災関係機関が行う地震・津波災害の原因及び地震災害に対する措置等

についての科学的、技術的な調査研究に協力する。

２ 調査研究の結果の公表

第４ 地震・津波被害想定調査

県は、県内に大きな被害を与える可能性の高い地震・津波を想定し、被害想定調査を

実施する。この調査の結果は、県の地震・津波災害対策の基礎データとする。

市は、その資料を利用して、その活用を図る。

これらの調査は、想定地震の揺れの違いや地盤の特性、地震発生時刻の違いによる火

災発生確率の変化等種々の被害要因を反映するとともに、都市構造の変化や、技術革新

の進展に即応するよう、必要に応じ、見直しを行う。

第５ 地震・津波に関する調査等

県は、国や大学の研究機関等が、県内に大きな被害を与える可能性の高い地震・津波

について実施する次の調査研究に協力するとともに、各種情報の収集に努め、必要に応

じ公表することとする。

１ 津波のメカニズム解明

２ 地震予知を目指した観測研究

３ 強震動及び津波の予測精度向上のための調査研究

４ 津波情報の高度化及び住民の避難行動に関する研究
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第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策等への備えに関する計画

第１ 方針

防災関係機関は、地震・津波が発生した場合に、迅速、的確かつ円滑に災害応急対策

を実施するための備えを行っていくものとする。また、県が策定する「地震防災緊急事

業五箇年計画」に基づき地震・津波防災上緊急に実施すべき事業を計画的に推進する。

第２ 津波到達前の応急対策への備え

１ 配備動員体制の整備関係

(1) 市の配備動員体制

市は、あらかじめ配備動員体制について参集基準を明確にし、初動体制を確立して

おくものとする。

(2) 防災関係機関等の配備動員体制

防災関係機関等は、それぞれの機関等の防災業務計画等において配備動員体制を定

めておくものとする。

(3) 業務継続性の確保

市は、地震・津波災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継

続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための

事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画を策

定し、業務継続性の確保を図るものとする。

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等

を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓

練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の改訂などを行

うものとする。

市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担う

こととなることから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の

明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎、

電気・水・食料等の確保方策、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保方策、

重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務について定めておくものとす

る。

２ 津波警報等の伝達関係

(1) 市は、住民等に対して津波警報等が確実に伝わるよう、告知放送設備、災害情報共

有システム（Ｌ－アラート）、広報車、サイレン、テレビ（ＣＡＴＶを含む。）、ラジオ

（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、緊急速報メールを含む。）、

インターネット、アマチュア無線等を用いた伝達手段の多様化を図るものとする。

(2) 市は、津波警報等や避難指示等を住民に周知し、迅速・的確な避難行動に結びつけ

るよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとする。その際、高齢

者や障害者等の避難行動要支援者や一時滞在者等に配慮するものとする。

(3) 市は、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関しては、住民が避難の

意識を喚起しない状態で突然津波が押し寄せることがないよう、津波警報等や避難指

示(緊急)等の発表・発令・伝達体制を整えるものとする。
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３ 住民等の避難誘導関係

市は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、

地形、災害に対する安全性等及び想定される地震の諸元に応じ、その管理者の同意を得

た上で、災害の危険性が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及

び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設等あらか

じめ指定し、住民への周知を図るものとする。

(1) 指定緊急避難場所の指定・周知

市は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地する

が災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受

入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避難

場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するものを、洪水、がげ崩れ、土石流及

び地すべり、高潮、地震、津波、大規模な火事等の災害の種類ごとに指定緊急避難場

所に指定する。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川

洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるとともに、

災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近

隣市町に設けるものとする。

また、市は、指定緊急避難場所を指定したときは、県に通知するとともに、住民等

へ周知を図るとともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、

円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進

するものとする。

(2) 指定避難所の指定・周知

市は、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災

害に対する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活を送

るための指定避難所をあらかじめ指定し、県に通知するとともに、住民等へ周知を図

るものとする。

ア 指定避難所

指定避難所については、市は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模

を有し、速やかに被災者等を受入れること等が可能な構造又は設備を有する施設で

あって、想定される災害による影響が比較的少なく、救援物資等の輸送が比較的容

易な場所にあるものを指定する。なお、主として、要配慮者を滞在させることが想

定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、

相談等の支援を受けることができる体制が整備されているものを指定するものとす

る。

なお、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であるこ

とに配慮するものとする。避難所としての機能は応急的なものであることを認識の

上、避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地

域住民等の関係者と調整を図るものとする。

イ 福祉避難所
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（ｱ） 市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の

要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努

めるものとする。

（ｲ） 市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあって

は、施設管理者と十分調整し、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講

じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受

けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な

居室が可能な限り確保されるものを指定するものとする。

（ｳ） 市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくるこ

とがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定す

る際に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。

(3) 避難路の選定

避難路の選定に当たっては、土砂災害など地域の状況を十分考慮したものとすると

ともに、住民参加のワークショップ等を開催するなど、住民の意見を取り入れた避難

路の選定を図るものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等によ

る高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努め

る。

なお、避難路の選定の基準は、概ね、次のとおり。

ア 避難路中の道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性や周囲の状況につ

いて十分検討し、必要ならば適切な措置を講じる。

避難路の幅員は原則として 15ｍ以上とする。ただし、これに該当する道路がない

場合は、概ね８ｍ以上の幅員を有する道路を選定する。（避難住民の安全性を確保

するため、幅員が 15～10ｍの場合には、一般車両の通行規制、10ｍ以下の場合には、

緊急車両及び一般車両の通行規制等を行う必要がある。）

イ 避難路は、相互に交差しないものとする。

ウ 避難路は、道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする。

エ 洪水、高潮等による浸水や土砂災害等も考慮し、海岸、河川及び急傾斜地沿いの

道路は、原則、経路として選定しないものとする。

(4) ハザードマップの作成・周知

市は、地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深、地震災害の程度に

関する事項、指定緊急避難場所等に関する総合的な資料を図面表示等を含む形で取り

まとめたハザードマップを作成し、住民に周知する。

市は、ハザードマップの作成に当たっては、広島県地震被害想定及び広島県津波浸

水想定図等を基に作成するものとする。

なお、ハザードマップには次の事項を記載するものとする。

ア 市地域防災計画において定められた地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達

方法

イ 指定緊急避難場所に関する事項

ウ その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項
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エ 浸水想定区域内の地下街等及び主として要配慮者が利用する施設で当該施設の利

用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものの名称

及び所在地

(5) 避難計画の作成

ア 病院、学校、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、あらかじめ「広島県

津波浸水想定図」における津波の浸水域・浸水深・到達時間等を参考に避難場所、

避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法について定めた避難計画を作成し、市長が

避難の指示を行った場合には、これらの施設に出入りする者等を速やかに安全な場

所に避難させ、その者の安全の確保に努める。その際、要配慮者の避難に特に配慮

するものとする。

イ 幼稚園、小・中学校、義務教育学校等保護を必要とする園児・児童・生徒等がい

る学校（以下「学校等」という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」

という。）においては、特に次の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。

(ｱ) 学校等においては、園児・児童・生徒等を避難させる場合に備えて、平素から、

教育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。

(ｲ) 病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団で避

難させる場合に備えて、平素から受入れ施設の確保、移送の方法、保健、衛生及

び入院患者又は入所者に対する必要な措置について定める。

ウ 県及び市は、居住者等が津波襲来時に的確な避難を行うことができるように津波

浸水予測図等を作成し、津波浸水想定区域について事前に把握し、住民等に周知す

るものとする。

エ 市は、津波により避難が必要となることが想定される地域（以下「避難対象地区」

という。）を明示するとともに、避難対象地区別の指定緊急避難場所、避難路等、具

体的な避難実施に関して、津波災害の特性に応じた津波避難計画を作成するもの

とする。

なお、対象地区の選定に当たっては、各種防災施設の整備の状況や被害想定の実

施等による検証を通じて避難計画を見直していくものとする。さらに、住民が自ら

作成する地域ごとの津波避難計画に関して必要な支援を行うものとする。

(6) 避難の誘導

ア 避難行動要支援者の避難に当たっては、自主防災組織、消防団、近隣住民と連携

を図りながら避難誘導を行えるよう、「広島県津波浸水想定図」における津波の浸水

域・浸水深・到達時間等を考慮の上、避難の連絡方法や避難補助の方法をあらかじ

め定めておくものとする。

イ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に

基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所である

かを明示するものとする。

ウ 駅、その他の不特定多数の者の利用が予定されている施設の管理者は、「広島県津

波浸水想定図」における津波の浸水域・浸水深・到達時間等を考慮のうえ、避難誘導

に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。なお、この際、必要に応じ、

多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努めるものとする。
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４ 水防業務従事者等の安全確保対策

県及び市は、水防業務従事者等や避難誘導にあたる者が危険を回避できるよう、津波

到達時間内での水防対応や避難誘導に係るマニュアル等を策定するものとする。

第３ 津波被災後の応急対策への備え

１ 災害情報の収集・被災者等への的確な情報伝達

(1) 情報ネットワーク等の整備

防災関係機関は、インターネット等の情報ネットワークを活用するなど、より細か

な情報を正確かつ迅速に収集伝達するシステムの構築に努めるものとする。

(2) 告知放送設備等による情報伝達

市は、告知放送設備による伝達やインターネット等の情報ネットワークを活用する

など、より細かな情報を正確かつ迅速に収集伝達するシステムの構築に努めるものと

する。

(3) 災害広報実施体制の整備

市は、非常通信協議会とも連携し、災害発生時における被害に関する情報、被災者

の安否情報等の収集・伝達に係る体制の整備に努める。

また、放送事業者等に対し、必要に応じて被害情報等の広報の実施を要請する体制

を構築する。

２ 情報の分析整理

市は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集、蓄積に努

め、総合的な防災情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マップの作成

等による災害危険性の周知等に生かすほか、必要に応じ、災害対策を支援する地理情報

システムの構築について推進を図るものとする。

また、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分

析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする。

３ 通信機能の整備関係

基本編第２章第５節第３.２「通信機能の整備関係」で定めるところによるほか、地震

災害に対して次の事項について備える。

(1) 緊急地震速報受信設備を整備し、職員をはじめ各施設等の利用者等へ緊急地震速報

を伝達できる体制を構築するよう努める。

(2) 市は、災害情報等の迅速な収集・伝達、緊急地震速報等の情報を市民へ速やかに伝

達するため、緊急地震速報受信設備や告知放送設備等のシステムの構築を進めるとと

もに、保有する機器の整備・充実に努めるものとする。

第４ 災害派遣、広域的な応援体制への備え

基本編第２章第５節第４「災害派遣、広域的な応援体制への備え」で定めるところに

よる。

第５ 救助・救急、医療、消火活動への備え

資料編 ・告知放送設備の現況 p.97
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基本編第２章第５節第５「救助・救急、医療、消火活動への備え」で定めるところに

よる。

第６ 緊急輸送活動への備え

基本編第２章第５節第６「緊急輸送活動への備え」で定めるところによる。

第７ 避難受入れ・情報提供活動への備え

基本編第２章第５節第７「避難受入れ・情報提供活動への備え」で定めるところによ

る。

第８ 救援物資の調達・供給活動への備え

基本編第２章第５節第８「救援物資の調達・供給活動への備え」で定めるところによ

る。

第９ 燃料確保の備え

基本編第２章第５節第９「燃料確保の備え」で定めるところによる。

第 10 電源の確保

基本編第２章第５節第 10「電源の確保」で定めるところによる。

第11 倒木等への対策

基本編第２章第５節第 11「倒木等への対策」で定めるところによる。

第12 災害応急対策の実施に備えた建設業団体等との協定の締結

基本編第２章第５節第 12「災害応急対策の実施に備えた建設業団体等との協定の締

結」で定めるところによる。

第13 建設業等の担い手の確保・育成

基本編第２章第５節第 13「建設業等の担い手の確保・育成」で定めるところによる。

第14 文教関係

基本編第２章第５節第 14「文教関係」で定めるところによる。

第15 罹災証明書の発行体制の整備

基本編第２章第５節第 15「罹災証明書の発行体制の整備」で定めるところによる。

第５節の２ 円滑な避難体制の確保等に関する計画

第１ 方針

防災関係機関は、津波が発生した場合に、住民の迅速かつ円滑な避難体制を確保する

よう、必要な防災対策を推進する。

第２ 津波災害警戒区域の指定

１ 県は、広島県沿岸部について、最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に浸水等

により住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれが想定される区域を関係市町長の意見

を聴いて、津波災害警戒区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される

基準水位を公表する。

津波防災地域づくりに関する法律に基づき指定した区域が存在する市町（広島市、呉

市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中

町、海田町、坂町、大崎上島町）
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２ 津波災害警戒区域の指定を受けた市町は、市町地域防災計画において、次の事項を定

めるものとする。

(1) 津波に関する予報等の伝達方法

(2) 避難場所及び避難経路に関する事項

(3) 避難訓練に関する事項

(4) その他津波時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事

(5) 津波災害警戒区域内に地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の

者が利用する施設）又は、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設で津波が来襲するまでに当該施設の利用者の円滑かつ

迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合には、さらに次の事項

を定めるものとする。

ア 施設の名称及び所在地

イ 当該施設への津波に関する予報等の伝達方法

第３ ハザードマップの作成

ハザードマップには次の事項を記載するものとする。

１ 市地域防災計画において定められた津波に関する予報等の伝達方法

２ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

３ その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項

第４ 避難確保計画の作成

市地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの（以下「避難促進施設」）の所

有者又は管理者は、単独で又は共同して、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の

津波の発生時における円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な措置に関する計画を

作成し、これを市町長に報告するとともに、公表するものとする。

第５ 住民等への周知等

県は、津波浸水想定を踏まえ、津波災害警戒区域の指定・公表を行い、安全な国土利

用や警戒避難体制の整備の支援に努める。

市及び県は、住民等が自らの地域の津波に対するリスクに向き合い、被害を軽減する

取組を行う契機となるよう、分かりやすい津波リスクの提供に努めるものとする。

市は、作成したハザードマップ等を、配布、ホームページへの掲載その他の必要な措

置を講じ、住民等へ周知するものとする。また、地下街等における浸水被害を防止する

ため、作成した津波ハザードマップを地下街等の管理者へ提供する。
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第５節の３ 危険物等災害予防計画

震災対策編地震災害対策計画第２章第５節の２「危険物等に関する災害予防計画」を準用す

る。

第５節の４ 災害対策資機材等の備蓄等に関する計画

基本編第２章第５節の３「災害対策資機材等の備蓄等に関する計画」を準用する。

第６節 要配慮者及び避難行動要支援者対策に関する計画

基本編第２章第６節「要配慮者及び避難行動要支援者対策に関する計画」を準用する。

第７節 広域避難の受入れに関する計画

基本編第２章第７節「広域避難の受入れに関する計画」を準用する。
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第３章 災害応急対策計画

第１節 基本方針

この計画は、竹原市内に地震・津波が発生し、又は発生のおそれがある場合に、災害発生の

防御及び拡大防止について迅速かつ実効ある措置を期するため、災害応急対策責任者（市長、

教育長、市の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者をいう。以下この章において同じ。）

の行うべき業務の大綱及び相互の連絡調整について定めることとし、その内容は次のとおりと

する。

１ 津波到達前の応急対策に関する事項

２ 津波被災後の応急対策に関する事項

３ ヘリコプターによる災害応急対策に関する事項

４ 災害派遣・広域的な応援体制に関する事項

５ 救助・救急、医療及び消火活動に関する事項

６ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動に関する事項

７ 避難受入れ及び情報提供活動に関する事項

８ 救援物資の調達、供給活動に関する事項

９ 保健衛生・防疫、遺体の対策に関する活動に関する事項

10 応急復旧、二次災害防止活動に関する事項

11 自発的支援の受入れに関する事項

12 文教計画に関する事項

13 災害救助法適用に関する事項
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第２節 津波到達前の応急対策

第１ 配備、動員計画

基本編第３章第２節第１「組織、動員計画」及び震災対策編地震災害対策計画第３章

第２節第１「配備、動員計画」を準用する。

第２ 地震及び津波に関する情報等の伝達に関する計画

１ 方針

この計画は、市内に地震が発生し、又は地震による津波等の発生するおそれがある場

合において、防災関係機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、津波警報等、

地震及び津波に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。

２ 地震・津波情報の収集・伝達

(1) 地震動等の観測施設

ア 気象庁が行う地震動の観測施設

計測震度計が、県内８箇所に設置されているうち、竹原市役所本庁舎敷地内にも

１ 箇所設置されている。

イ 県が行う地震動の観測

県は、県内各市町に計測震度計を設置し、震度情報を県庁に送信する震度情報ネ

ットワークシステムを整備している。

このシステムにより、震度情報を市町及び県で把握し、職員の参集や災害応急対

策を行うとともに、総務省消防庁及び広島地方気象台へ送信し、広域応援体制の確

立を図るほか、気象庁が発表する地震情報にも活用されている。

ウ 防災科学技術研究所が行う地震動の観測

防災科学技術研究所は、全国に全国強震観測網（Ｋ-ＮＥＴ）を整備し、強震記録

や震度データの収集を行っている。この観測点のうち県内に設置された 20 地点に

ついて、気象庁が発表する地震情報に活用されている。そのうち、市内には竹原市

役所本庁舎敷地内の１箇所に設置されている。

（三次市三次町、三次市甲奴図書館、庄原市西城町大佐、庄原市東城町、庄原市

高野町、北広島町豊平郵便局、北広島町川小田、安芸高田市向原町長田、三原市館

町、尾道市長江、尾道市因島土生町、広島市中区羽衣町、世羅町東神崎、神石高原

町油木、廿日市市大野、福山市東桜町、府中市府川町、東広島市西条栄町、呉市二

河町、竹原市中央）

(2) 津波警報等の種類及び内容

ア 種類

(ｱ) 大津波警報・津波警報：担当する津波予報区において津波による重大な災害の

おそれがあると予想されるとき発表する。

なお、大津波警報は津波特別警報に位置づけられる。

資料編 ・市内震度計設置状況 p.99
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(ｲ) 津波注意報：担当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予

想されるとき発表する。

(ｳ) 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。

イ 発表基準・解説・発表される津波の高さ等

(ｱ) 津波警報等

（注）津波警報等の留意事項

１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波注意報

は、津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基

準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波がなかったと

した場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

３ 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度よく推定すること

が困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波

の高さを定性的表現で発表する。

４ 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の来襲に間に合わない場合がある。

５ 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。

(ｲ) 津波予報

種類 発表基準 想定される被害と取るべき行動

発表される津波の高さ

数値での発表
巨大地震の
場合の発表

大津波警報
予想される津波の波の最
大波の高さが高いところ

で３ｍを超える場合。

巨大な津波が襲い、木造家屋が全
壊・流失し、人は津波による流れに

巻き込まれます。沿岸部や川沿いに
いる人は、ただちに高台や避難ビル
など安全な場所へ避難してくださ

い。

10ｍ超
(10ｍ＜予想される
津波の最大波

の高さ)

巨大

10ｍ

(5ｍ＜予想される
津波の最大波
の高さ≦10ｍ)

５m
(3ｍ＜予想される
津波の最大波

の高さ≦5ｍ)

津 波 警 報

予想される津波の最大波
の高さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下の場
合。

標高の低いところでは津波が襲い、
浸水被害が発生します。人は津波に
よる流れに巻き込まれます。

沿岸部や川沿いにいる人は、ただち
に高台や避難ビルなど安全な場所
へ避難してください。

３ｍ
(1ｍ＜予想される

津波の最大波
の高さ≦3ｍ)

高い

津波注意報

予想される津波の最大波
の高さが高いところで

０．２ｍ以上、１ｍ以下
の場合であって、津波に
よる災害のおそれがある

場合。

海の中では人は速い流れに巻き込
まれ、また、養殖いかだが流失し小
型船舶が転覆します。海の中にいる

人はただちに海から上がって、海岸
から離れてください。

１ｍ

(0.2ｍ≦予想され
る津波の最大波の
高さ≦1ｍ)

(標記しな
い）

発表基準 内 容

津
波
予
報

津波が予想されないとき。

（地震情報に含めて発表）
津波の心配なしの旨を発表

0.2 メートル未満の海面変動が予想されたとき。

（津波に関するその他の情報に含めて発表）

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害

の心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を

発表

津波注意報解除後も海面変動が継続するとき。

（津波に関するその他の情報に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継

続する可能性が高いため、海に入っての作業や釣
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３ 地震及び津波に関する情報の種類と内容

(1) 伝達基準

ア 県内で震度１以上の地震を観測したとき。

イ 広島県に津波警報等が発表されたとき。

ウ その他地震及び津波に関する情報を発表することが公衆の利便を増進すると認め

られるとき。

なお、公衆の利便を更に増進させるために必要があると認めた場合は、広島地方

気象台で収集した資料及び状況を気象庁の情報に付加して発表される。

(2) 地震・津波に関する情報の種類及び内容

り、海水浴等に際しては十分な留意が必要である

旨を発表

情報の種類 発表基準 発表内容

地
震
情
報
（
注
１
）

震度速報 震度３以上

地震発生約１分半後に震度３以上を観測した地域名

（全国を１８８地域に区分）と地震の揺れの検知時刻

を速報。

震源に関する情報

震度３以上

(津波警報または注意報を発

表した場合は発表しない)

「津波の心配がない」または「若干の海面変動がある

かもしれないが被害の心配はない」旨を付加して、地

震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表。

震源・震度情報

震度１以上

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度１以上を観測した地点と観測した震度を発表。そ

れに加えて、震度３以上を観測した地域名と市町村毎

の観測した震度を発表。

津波警報・注意報発表または若

干の海面変動が予想された時

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その市町村・地点名を発表。

緊急地震速報（警報）発表時

長周期地震動に関

する観測情報

震度１以上を観測した地震

のうち、長周期地震動階級１

以上を観測した場合

地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値

のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周

期地震動の周期別階級等を発表。（地震発生から 10

分後程度で 1 回発表）

遠地地震に関する

情報

マグニチュード 7.0 以上

国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発生

場所（震源）やその規模（マグニチュード）を、地震

発生から概ね 30 分以内に発表*1。日本や国外への津

波の影響に関しても記述して発表。

都市部など著しい被害が発生

する可能性がある地域で規模

の大きな地震を観測した場合

（国外で発生した大規模噴火

を覚知した場合にも発表する

ことがある。）

その他の情報

顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発

した場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を

発表。

推計震度分布図 震度５弱以上
観測した各地の震度データをもとに、250ｍ四方ごとに

推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。

津
波
情
報
（
注
２
）

津 波 到 達 予 想 時

刻・予想される津波

の高さに関する情

報

各津波予報区の津波の到達予測時刻や予想される津波の高さを５段階の数値（メート

ル単位）又は２種類の定性的表現で発表

各地の満潮時刻・津

波の到達時刻に関

する情報

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する

情報
実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表

沖合の津波観測に

関する情

報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津波の到達

時刻や高さを津波予報区単位で発表
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（注１）国外でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合にも、地震の発生時刻、発生場所（震源）、及
びその規模（マグニチュード）を、「遠地地震に関する情報」として日本や国外への津波の影響に関し

ても記述し発表。

（注２）津波情報で用いられる広島県の津波観測点は、広島港及び呉港である。（第六管区海上保安本部管理）

４ 津波警報の伝達経路

(1) 気象庁本庁は、津波警報等を発表した場合、次の経路により関係機関に通知する。

（注） ・太枠の機関は気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に基づく法定伝達機関

・二重線の経路は、気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられて

いる伝達経路

・※印は、津波注意報の通知は行わない

・NHK 広島放送局は津波警報が発令されたときに、「緊急警報信号」を発信する。

N H K 広 島 放 送 局

携 帯 電 話 事 業 者

住

民

N H K

N T T 東 日 本 又 は 西 日 本
※

広島地方気象台

消 防 庁

陸上自衛隊第 1 3 旅団

気象庁（気象庁本庁又は

大 阪 管 区 気 象 台 ）
中 国 地 方 整 備 局 太 田 川 河 川 事 務 所

警 察 庁 広 島 県 警 察 竹 原 警 察 署

民 間 報 道 機 関

中国運輸局

竹原市広 島 県

神戸地方気象台 海上保安部署等 船 舶第六管区海上保安本部第五管区海上保安本部



津波災害対策計画 第２章 災害予防計画

142

(2) 広島地方気象台は、必要と認める場合には、地震及び津波に関する情報を発表し、次の

経路により関係機関に通知する

(3) ＮＴＴ西日本は、次の経路により大津波警報・津波警報を伝達する。

５ 津波に対する自衛措置

近地地震の発生においては、津波到達までの時間が短く、津波警報等の入手を待って

対策を講じたのでは間に合わない場合があるので、沿岸地域の市町は、震度４以上の地

震が発生した場合、次の措置をとる。

(1) 津波警報等関係気象官署から、何らかの通報が届くまで、地震発生から少なくとも

30 分間は高台等から海面の状態を監視する体制を確立しておくこと。

(2) 市に対する津波注意報-及び警報の伝達は、放送による方が早い場合が多いので、地

震発生から少なくとも１時間はＮＨＫ放送を聴取することとし、その責任者を定めて

おくこと。

６ 緊急地震速報が発表された場合の措置

市は、受信した緊急地震速報を告知放送設備及び防災メールが自動起動し、市民へ伝

ＮＴＴ西日本

中国支店
竹原市

ファクシミリ網による

一斉同報方式

【呉エリア】

（注）１ 広島地方気象台からの伝達経路のうち，実線は専用線（気象庁本庁からの伝達経路含む），点線は，専用線

以外の副次的な伝達経路である。（副次的な伝達経路とは，インターネット回線を利用した防災情報提供シス

テムをいう。）

２ 民間報道機関は，(株)テレビ新広島，(株)中国放送，(株)広島ホームテレビ，広島テレビ放送(株)，広島

ＦＭ放送(株)，(株)中国新聞社である。

広島地方気象台 広 島 県

海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部

陸上自衛隊第１３旅団司令部

地

域

住

民中国四国管区警察局 県 警 察 本 部 関 係 警 察 署

日本放送協会広島放送局

中 国 運 輸 局

中国地方整備局太田川河川事務所

中 国 地 方 整 備 局 河 川 部

第六管区海上保安本部 関係海上保安部（署）

西日本旅客鉄道㈱中国統括本部

民 間 報 道 機 関

市 町
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達される。

７ 居住者等への情報の伝達

市及び県は、津波警報等及び津波に関する情報が、管轄区域内の居住者、観光客、釣

り客やドライバー等滞在者その他公私の団体（以下「居住者等」という。）に対して、迅

速かつ広範に伝達されるよう、以下の措置を講ずる。この場合において、居住者等が

具体的にとるべき行動について、併せて示すものとする。

(1) 聴覚障がい者や外国人に対する情報伝達として、津波警報等及び津波に関する情報

の伝達経路及び方法を明示した看板等を設置する。

(2) 観光施設、宿泊施設等の施設管理者に対しては、同報系防災行政無線の戸別受信機

等を配備させ、伝達手段を確保する。

屋外にいる者に対しては、同報系防災行政無線の屋外拡声子局、サイレン、電光掲

示板等により伝達する。

(3) 海水浴場の施設管理者は、監視施設等へラジオ、戸別受信機等の情報収集機器及び

拡声器、放送設備、サイレン等の情報伝達機器を配備し、迅速な情報収集及び伝達を

行う。

８ 船舶関係者（荷役船、作業船、漁船、プレジャーボート）及び養殖事業者等に対する

伝達各海上保安部（署）からの情報伝達と併せて各媒体を活用して伝達する。

９ 船舶、漁船等の固定、港外退避等の措置

港湾や漁港に停泊、又は係留中の船舶は、津波の満ち潮によって陸上に打ち上げら

れ、引き潮によって漂流・転覆するおそれがある。したがって、港湾・漁港管理者は、

漁業協同組合や船舶管理者との協議に基づき、緊急連絡網及び漁業無線により連絡し

て以下の措置をとるよう要請することとして、津波避難誘導計画を策定する。

10 津波に対する自衛措置

市は、地震が発生した場合、市に対する津波注意報及び警報の伝達は、放送による方

が早い場合が多いので、地震発生から少なくとも１時間はＮＨＫ放送を聴取すること

とし、その責任者を定めておく。

11 情報の伝達方法

市は、津波警報等及び情報の伝達手段として、告知放送設備、全国瞬時警報システ

ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、広報車、半鐘、サイレン、テレビ（ＣＡＴＶを含む。）、ラジ

オ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、緊急速報メールを含

む。）、ワンセグ、インターネット、アマチュア無線等多様な通信手段を確保し、また、

迅速な避難行動がとれるよう、統一的な図記号等を利用したわかりやすい誘導表示板

の設置等避難場所、避難路の周知を図る。この場合において、高齢者や障害者等の避

難行動要支援者となりうる者や一時滞在者等に対する伝達について十分考慮する。
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第３ 住民等の避難誘導に関する計画

１ 方針

津波が発生した場合には、市長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施

責任者は、必要に応じ避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。

特に、市長は、災害発生時において適切な措置をとるため、あらかじめ避難場所等の

選定を行い、平素から住民への周知徹底を図るとともに、住民を含めた避難訓練の実施

に努めることとする。

この計画では、津波避難のための事前の準備及び津波発生時の応急対策について定め

る。

２ 津波避難のための事前の準備

(1) 津波浸水想定図等の作成及び周知

居住者等が津波来襲時に迅速かつ的確な避難を行うことができるように、県が作成

した広島県津波浸水想定図をもとに、市は避難地、避難路等を示す津波ハザードマッ

プの作成を行い、住民等に周知する。なお、市の津波ハザードマップ作成に当たって、

県は必要な情報の提供を行うこととする。

(2) 避難場所・避難路の選定

ア 基本原則

市は、居住者等が津波来襲時に迅速かつ的確な避難を行うことができるよう広島

県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図等を基に、避難場所、避難路を事前に選

定又は見直しを行う。選定に当たっては、地域の状況を十分考慮するものとする。

なお、津波災害を想定した避難場所の選定に当たって、高台等地盤の高い場所へ

の避難に 30 分以上の時間を要する沿岸地域等においては、堅牢かつ耐震性、津波に

対する性能を十分確保した高層建物の中・高層階を避難場所に利用する津波避難ビ

ル等を確保する。津波到達が早く、避難に必要な時間の確保が困難と想定される場

合は、更なる津波避難ビルの確保等の措置に努める。

この場合において、県で想定される津波高を考慮し、避難は、原則として３階以

上とする。

また、必要に応じて、整備方針等を作成し、避難路・避難階段等の整備を行うも

のとする。

選定した避難場所・避難路について、平素から広報等により住民への周知徹底を

図ることとする。

また、あらかじめ選定した避難場所、避難路沿い等に統一的な図記号等を利用し

たわかりやすい誘導表示板、案内標識、標高板、海抜表示シート等を設置して、速

やかに避難できるようにしておくものとする。

イ 避難場所・避難路の選定基準

(ｱ) 避難場所

津波災害を想定した避難場所・避難路の選定基準は、おおむね次による。

a 津波により避難が必要となることが想定される地域（以下「避難対象地域」

という。）から外れていること。（広島県津波浸水想定図を参考とする。）

b 十分な地盤標高を有すること。
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c 原則としてオープンスペースであること。但し、耐震性が確保されている建

物は指定することができる。（昭和 56 年の新耐震設計基準に基づき建築され

た建物、耐震補強済みの建物を指定することが望ましい。）

d 周辺に山・がけ崩れ、危険物貯蔵所等の危険箇所がないこと。

e 予想される津波よりも大きな津波が発生する場合も考えられることからさら

に避難できる場所があること。

f 避難者１人当たりに十分なスペースが確保されていること（最低限１人当た

り１㎡以上を確保すること）。

g 夜間照明及び情報機器（伝達・収集）等を備えていること。

h 避難場所表示があり、入口等が明確であること。

i 一晩程度宿泊できる設備（毛布等）、飲食料等が備蓄されていることが望ま

しい。

(ｲ) 津波避難ビル

津波避難ビルの選定基準はおおむね次による。

a ３階建て以上かつ耐震性（昭和 56 年の新耐震設計基準に基づき建築された建

物、耐震補強済みの建物を指定することが望ましい。）を有してＲＣ（鉄筋コ

ンクリート）又はＳＲＣ（鉄筋鉄骨コンクリート）構造であること（津波の高

さや地域の状況によっては２階建ても選定できる）。

b 海岸に直接面していないこと。

c 収容スペースとして、１人当たり１㎡以上を確保すること。

d 避難路等に面していること。

e 夜間照明や情報機器が備わっていること。

f 外部から避難が可能な階段があること。

なお、周辺に適切な避難場所、津波避難ビル等がない場合は、高台の民家や民

有地（畑や山林等）を避難目標地点として、利用する。この場合において、所有

者の理解を得ておくとともに、避難階段等（津波避難ビルの場合は非常階段等の

外階段）を整備しておく必要がある。

(ｳ) 避難路

a 山・がけ崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少なく、避難者数

等を考慮して、幅員が広いこと。特に、観光客等の多数の避難者が見込まれる

地域にあっては、十分な幅員が確保されていること。

b 橋梁等を有する道路を指定する場合は、その耐震性が確保されていること。

c 防潮堤や胸壁等の避難障害物を回避する対策（例えば階段等の設置）が図ら

れていること。

d 原則として、海岸・河川沿いの道路ではないこと。

e 津波の進行方向と同方向とすること。（海岸方向にある避難場所へ向かって

の避難をするような避難路の選定は原則として行わない。）

f 避難途中での津波の来襲に対応するため、避難路に面した津波避難ビルが確

保されていることが望ましい。

g 家屋の倒壊、火災の発生、橋梁等の落下等の事態にも対応できるように、近
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隣に迂回路を確保できる道路を選定することが望ましい。

h 円滑な避難ができるよう避難誘導標識や同報系防災行政無線等が設置されて

いること。

i 夜間の避難も考慮し、夜間照明等が設置されていること。

j 階段、急な坂道等には手すり等が設置されていることが望ましい。

(3) 津波避難計画の作成

市は、避難対象地域を明示するとともに、避難対象地域別の避難場所、避難路等、

具体的な避難実施に関して、広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図における

津波の浸水域・浸水深・到達時間及び津波災害の特性に応じた津波避難計画を作成す

る。なお、避難対象地区の選定に当たっては、各種防災施設の整備の状況や被害想定

の実施等による検証を通じて避難計画を見直していくものとする。さらに、住民や防

災上重要な施設の管理者等が作成する地域ごとの津波避難計画に関して必要な支援を

行うものとする。

(4) 防災上重要な施設の避難対策

ア 病院、学校、劇場等、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、あらかじめ

広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図における津波の浸水域・浸水深・到

達時間等を参考に避難場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法について定め

た避難計画を作成し、市長が避難指示を発令した場合には、これらの施設に出入り

する者等を速やかに安全な場所に避難させ、その者の安全の確保に努める。

その際、避難行動要支援者の避難に特に配慮するものとする。

イ 幼稚園、小・中学校等保護を必要とする園児・児童、生徒等がいる学校（以下「学

校等」という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」という。）におい

ては、特に以下の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。

(ｱ) 学校等においては、園児・児童、生徒等を避難させる場合に備えて、平素から

教育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。

(ｲ） 病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団で

避難させる場合に備えて、平素から受入れ施設の確保、移送の方法、保健、衛生

及び入院患者又は入所者に対する必要な措置について定める。

３ 津波発生時の応急対策

(1) 避難指示の発令

ア 発令基準

次の場合において、市長は、速やかに的確な避難指示を発令する。

(ｱ) 報道機関の放送等により津波警報等の発表を認知した場合及び気象業務法第

15 条第２項の規定により津波警報等の通知を受けた場合

(ｲ) 強い地震（概ね震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時

間ゆっくりとした揺れを感じた場合で、かつ必要と認める場合

(ｳ) 気象業務法施行令第 10 条の規定により、市長が自ら津波警報等をした場合

イ 発令時期及び発令手順

津波警報等を認知した場合又は津波警報等の通知を受けた場合は、自動的に又は

直後に避難指示を発令する。
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特に、勤務時間外に津波警報等が発表された場合について、避難指示の手続きや

時期を十分検討し、速やかな対応が図られるよう体制整備を図るものとする。

ウ 指示の内容

市長等避難指示をする者は、次の内容を明示して実施する。

(ｱ) 避難対象地域

(ｲ) 避難指示の発令理由

(ｳ) 避難先及び避難路

(ｴ) 避難の方法及び携行品

(ｵ) その他必要な事項

エ 解除の基準

次の場合において、市長は、避難指示を解除する基準を定める。

(ｱ) 報道機関の放送等により津波警報等の解除を認知した場合及び津波警報等の解

除の通知を受けた場合

(ｲ) 気象業務法第 10 条の規定により、市長が自ら津波警報をしたものを解除する場

合

オ 解除時期及び解除手順

避難指示の解除は、原則として津波警報等の解除の発表に基づき行うものとする。

また、解除手順は、発令手順と同様に事前に十分に検討しておくものとする。

カ 発令又は解除の伝達系統及び伝達方法

(ｱ) 伝達系統（伝達先、伝達手順、伝達経路等）

市は、どの地域の、誰に、どのような手順で、どのような経路を通じて伝達す

るかを定めた避難情報等の判断・伝達マニュアルを作成しておくものとする。県

は、マニュアルの作成及び見直しについて、市と積極的に連携し、支援するもの

とする。また、必要に応じて、防災関係機関及び自主防災組織等の協力を得て住

民への周知徹底を図る。

(ｲ) 伝達手段

伝達手段としては、告知放送設備、災害情報共有システム（Ｊ－アラート）、

広報車、半鐘、サイレン、テレビ（ＣＡＴＶを含む。）、ラジオ（コミュニティ

ＦＭ放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、緊急速報メールを含む。）、ワ

ンセグ、インターネット、アマチュア無線等、情報の受け手に応じて多種多様な

手段を確保する。また、サイレン音や半鐘音により注意を喚起した上で、屋外ス

ピーカーや広報車等により、津波警報等の発表、避難指示を伝達するような併用

等を検討する。

(2) 避難の誘導

ア 避難誘導に当たる者

(ｱ) 市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者

(ｲ) 自主防災組織のリーダー等

イ 避難誘導の方法

(ｱ) 避難は、原則徒歩とする。
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(ｲ) 避難場所・避難路沿いの要点等に誘導に当たる職員等を配置し、あるいは案内

標識を設置する等して、住民の速やかな避難を図る。

なお、あらかじめ避難場所を選定した市長は、避難場所、避難路沿い等に案内

標識を設置して、速やかに避難できるようにしておくものとする。

(ｳ) 避難は幼少児、女性、高齢者及び障がい者を優先する。

(ｴ) 高齢者、障害者等自力で避難の困難な避難行動要支援者に関しては、事前に援

助者を決めておく等の避難支援プラン（全体・個別計画）を作成して支援体制を

整備し、危険が切迫する前に避難できるよう配慮する。

また、観光客及び外国人等の避難に当たっても、自主防災組織、消防団、近隣

住民と連携を図りながら避難誘導を行えるよう、避難の連絡方法や避難補助の方

法をあらかじめ定めておく。

(ｵ) 避難の指示に従わない者については、極力説得して任意に避難するよう指導す

る。

(ｶ) 避難場所又は避難路に障害物あるいは危険物がある場合は、市長の指示のもと

に当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑を図る。

ウ 再避難の措置

誘導に当たる防災関係機関及び職員等は、正確な情報把握に努め、避難場所や避

難経路の状況が悪化した場合には、機を失することなく再避難等の措置を講ずる。
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第３節 津波被災後の応急対策

第１ 災害情報計画

基本編第３章第３節第１及び震災対策編地震災害対策計画第３章第３節第１「災害情

報計画」を準用する。

第２ 通信運用計画

基本編第３章第３節第２「通信運用計画」を準用する。

第４節 ヘリコプターによる災害応急対策計画

基本編第３章第４節「ヘリコプターによる災害応急対策計画」を準用する。

第５節 災害派遣・広域的な応援体制

基本編第３章第５節「災害派遣・広域的な応援体制」を準用する。

第６節 救助・救急、医療及び消火活動

第１ 救出計画

震災対策編地震災害対策計画第３章第６節第１「救出計画」を準用する。

第２ 医療、救護計画

基本編第３章第６節第２「医療救護、助産計画」及び震災対策編地震災害対策計画第

３章第６節第２「医療・救護計画」を準用する。

第３ 消防計画

基本編第３章第６節第３及び震災対策編地震災害対策計画第３章第６節第３「消防計

画」を準用する。

第４ 水防計画

基本編第３章第６節第４及び震災対策編地震災害対策計画第３章第６節第４「水防計

画」を準用する。

第５ 危険物等災害応急対策計画

基本編第３章第６節第５「危険物等災害応急対策計画」を準用する。

第７節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

基本編第３章第７節「緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動」を準用する。
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第８節 避難生活及び情報提供活動

第１ 避難対策計画

基本編第３章第８節第１「避難計画」及び震災対策編地震災害対策計画第３章第８節

第１「避難対策計画」を準用する。

第２ 広報・被災者相談計画

基本編第３章第８節第２「災害広報・被災者相談計画」を準用する。

第３ 住宅応急対策計画

基本編第３章第８節第３「住宅応急対策計画」及び震災対策編地震災害対策計画第３

章第８節第３「住宅応急対策計画」を準用する。

第９節 救援物資の調達・供給活動

基本編第３章第９節「救援物資の調達・供給活動」を準用する。

第１０節 保健衛生・防疫・遺体の対策に関する活動

第１ 防疫計画

市及び県は、地震・津波災害発生時において、生活環境の悪化、被災者の病原体に対

する抵抗力の低下等により感染症の発生が予想されるため、防疫について必要事項をあ

らかじめ定め、感染症の予防及びまん延の防止のための防疫活動を実施する。

津波被害の被災地においては、津波汚泥の堆積や水産加工施設から発生する廃棄物等

により、悪臭、害虫の発生等衛生上の課題が生じうることから、防疫活動に万全を期す

よう、十分に留意する。震災によって被害を受けた公共施設の管理者は、住民生活の安

定に重大な影響を及ぼす施設を重点に、速やかな防疫を実施するとともに、応急対策の

円滑化を図る。

なお、この計画に定めのない事項は、基本編第３章第 10 節第１項「防疫計画」の定め

るところによる。

第２ 遺体の捜索、取扱い、埋火葬計画

基本編第３章第 10 節第２「遺体の捜索、取扱い、埋火葬計画」を準用する。

第１１節 応急復旧、二次災害防止活動

第１ 公共施設等災害応急復旧計画

震災対策編地震災害対策計画第３章第 11 節第１「公共施設等災害応急復旧計画」を準

用する。

第２ 電力・ガス・水道・下水道施設応急復旧対策計画
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基本編第３章第 11 節第２「電力・ガス・水道・下水道施設応急復旧対策計画」を準用

する。

第３ その他施設災害応急対策計画

基本編第３章第 11 節第３「その他施設災害応急対策計画」を準用する。

第４ 廃棄物処理計画

基本編第３章第 11 節第２及び震災編地震災害対策計画第３章第 11 節第３「廃棄物処

理計画」を準用する。

第５ 有害物質等による環境汚染防止計画

基本編第３章第１１節第４「有害物質等による環境汚染防止計画」を準用する。

第１２節 ボランティアの受入等に関する計画

基本編第３章第 12 節「ボランティアの受入れ等に関する計画」を準用する。

第１３節 文教計画

基本編第３章第 13 節「文教計画」を準用する。

第１４節 災害救助法適用計画

基本編第３章第 14 節「災害救助法適用計画」を準用する。
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第４章 災害復旧計画

基本編第４章「災害復旧計画」を準用する。
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第１節 目的 
 

本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律

第 92 号。以下「南海トラフ特措法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震

による被害を軽減するため、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、津波か

らの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項等を定め、南海トラフ地震防災対策

推進地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 
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第２節 南海トラフ地震防災対策推進地域 
 

南海トラフ特措法第３条第１項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域として指

定された区域は、次のとおり。 

「南海トラフ地震防災対策推進地域（平成 26 年 3 月 31 日内閣府告示第 21 号）」 

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安

芸高田市、江田島市、府中町、熊野町、海田町、坂町、大崎上島町 

 

 
第３節 基本方針 
 

本編（震災対策編 南海トラフ地震防災対策推進計画）の策定 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定により作成している「竹原市地域防災計画」の震

災対策編南海トラフ地震防災対策推進計画とする。 

なお、本編において、基本編と内容が重複する計画は、基本編を準用する。 

 

南海トラフ地震は、我が国で発生する最大級の地震であり、これまでの対策によって被害量

は一定程度減少したが、災害の特徴として、①極めて広域にわたり、強い揺れと巨大な津波が

発生すること、②津波の到達時間が極めて短い地域が存在すること、③時間差をおいて複数の

大規模地震が発生する可能性があること、④高齢化や人口減少等の社会的要因に伴い災害対応

に係る人的・物的資源に限りがあること、⑤大都市や離島・半島、孤立可能性地域等の地理的

特性による課題があること、⑥これらのことから、その被害は広域かつ甚大となること、⑦南

海トラフ巨大地震となった場合には、被災の範囲は超広域にわたり、これまで経験したことの

ない甚大な被害が想定されること等が挙げられる。 

このため、これらの特徴を十分に踏まえ、これまでの地震・津波対策の延長上では十分な対

応が困難となる場合があることを考慮しつつ、「行政が守る者、市民が守られる者」という考

え方から、「行政・地域・事業者・市民が共に災害に立ち向かう」という考え方を市民一人ひ

とりに意識付けることが重要である。以上のことから、市、防災関係機関、地域、企業、NPO 法

人、ボランティア団体、市民一人ひとり等、様々な主体が連携をとってコミュニケーションを

図りながら総力を結集して南海トラフ地震に臨むため、計画的かつ速やかに防災対策を推進す

ることを基本的考えとして、この計画を策定したものである。 

なお、この計画に定めのない事項については、震災対策・地震災害対策計画の第２章から第

４章及び津波災害対策計画の第２章から第４章によるものとする。 

この計画で定める地震防災対策の柱は、次の９点である。 

１ 「命を守る」対策と「命をつなぐ」対策の重点化 

(1) 新たな被害想定では、津波や建物倒壊等による直接死者数について、最大で約２９．８

万人と引き続き極めて厳しい想定が示されるとともに、負傷者数が約９５．２万人、建物

被害人口が約１，２３０万人と併せて、新たに少なくとも約２．６万人～約５．２万人の

災害関連死の想定数も示された。 
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 (2) このような厳しい事態が想定され、事前の対策に費やすことができる時間と内容には限

りがある中、国民の生命を守り抜くためには、津波や建物倒壊等による直接死を減らすと

ともに、直接死を免れた被災者の命が災害関連死によって失われることを防ぐための対策

について、重点的に取組を進める必要がある。 

 (3) このため、被害の絶対量を軽減するための住宅の耐震化や津波対策、適切な避難行動の

促進、ライフラインや交通インフラの強靱化、救助体制の強化といった「命を守る」対策

とともに、救急救命の強化、ライフライン、インフラ等の早期復旧・機能維持、避難生活

の質の確保といった「命をつなぐ」対策について、特に重要な施策として位置付け、重点

的に対策を推進する。 

２ 地震動（強い揺れ）及び火災に伴う被害への対応 

(1)  南海トラフ巨大地震では、地震の揺れとそれに伴う火災による建築物等の被害が、これ

までの記録に残る地震災害とは次元の異なる甚大な規模であり、救急・救命活動、避難者

への対応、経済全体への影響等、対応を誤れば、社会の破綻を招きかねないため、人的・

物的両面にわたって、被害の絶対量を減らすという観点から、事前防災の取組みが極めて

重要である。 

(2)  国、地方公共団体、事業者、市民等は、人的・物的被害双方の軽減につながる耐震化を

推進する。 

この場合、建築物全体の耐震化に加え、住まいや社会経済活動に必要不可欠なライフラ

イン施設、インフラ施設、これらを維持管理する資機材等が損壊すると、発災後の生活環

境の整備が十分ではなく、ひいては中長期的な復旧・復興対応に大きな支障を来すことが

考えられるため、「住まいや社会経済活動に必要な機能の維持・強化」という観点での対

策も併せて推進する。特に、医療・福祉施設をはじめとする、発災後の事業継続が強く求

められる業種においては、より一層の対策を推進する。 長周期地震動については、震源域

から離れた地域に立地する高層建築物や石油コンビナート等の燃料貯蔵施設にも影響を及

ぼすことが想定されるため、それらの対策を推進する。また、「揺れ」に伴う火災に対し

ても、火災が発生した場合の消火活動の困難さを考慮し、「火災を発生させない」、「火

災が発生しても延焼を拡大させない」ことを目的とする事前の対策や緊急消防援助隊等の

充実・強化を推進する。  

（3） 経済活動の継続を確保する観点からも、工場や事業所等における揺れや火災への対策を 

   推進する。 

３ 巨大な津波に伴う被害への対応 

(1) 津波による甚大な人的被害、住宅・インフラ、経済被害等を減少するためには、将来的 

なまちづくりと連携した津波浸水そのものを低減させるためのソフト対策・ハード対策を 

効果的に組み合わせることが重要であり、総合的な対策の充実・強化を図る。 

(2) 海岸管理者等は、レベル１の津波を対象として海岸保全施設等を整備するが、津波が越 

流した場合にも、後背地の被害の軽減を図ることができるよう、海岸保全施設等の効果が

粘り強く発揮される構造とする。くわえて、国、地方公共団体等は、レベル２の津波を対

象として、「命を守る」ことを目標として、住民避難を軸に、情報伝達、避難場所、避難

施設、避難路、土地利用等のハード対策とソフト対策を総動員し、それらを組み合わせた

総合的な対策を推進する。 
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 (3) 南海トラフ巨大地震では、津波高が高いため、高い場所あるいは遠くへの避難が必要で

あるとともに、津波の到達時間が短いことから、国、地方公共団体、住民等は、安全な場

所への避難のため、地域ごとにあらゆる手段を講ずる。 

(4) 国、地方公共団体等は、住民等の避難を軸に、海岸保全施設等の整備・維持を行うととも

に、情報伝達体制、指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路を整備し、防災教育、避難

訓練、高齢者・障害者・乳幼児その他特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」と

いう。）への支援等の総合的な対策を推進する。  

また、復興事前準備の取組を一層推進し、復興まちづくりと整合するように基幹インフ

ラを復旧させる検討を行うなどの地域で最良の方策を検討する。 

４ 超広域かつ多分野にわたる被害への対応 

（1） 南海トラフ巨大地震では、震度６弱以上又は津波高３m 以上となる市町村は 31 都府県の

764 市町村に及び、その面積は全国の約３割、人口は全国の約５割を占める超広域となる。

このため、局所的な地震とは異なる被害様相やそれに伴う対応が必要になる可能性がある

ことから、被災状況を想定したシミュレーション等を実施した上で、定量的な分析等を行

うことで対策の実効性を高めることを検討する 

   国、地方公共団体等は、被害の絶対量の軽減と発災後の救助・救急から避難生活環境の

整備、経済活動の継続・再開、復旧・復興に向けた対応に至る一連の災害対応の加速化に

つながることから、住宅・建築物やライフライン、インフラの耐震化、まちづくりと連携

した地震対策を進めることが重要である。 

このため、国、地方公共団体等は、災害応急対策を行うに当たっては、人的・物的資源

が、国、地方公共団体及び民間を通じて絶対的に不足するとともに、発災直後には停電、

通信の途絶、交通寸断、地方公共団体等行政機関の被災により被害情報が全く不足するこ

とを前提に、優先順位を付けて対処することが必要になることから、日本全体としての都

道府県間の支援が機能的に行われる枠組みを一層強化する必要がある。その際には、被害

が比較的少ない都府県は自力で災害対応を行い、併せて、被害の甚大な地域への支援を行

うことも検討する。 

（2） 国は、政府の広域的活動の手続、内容等を具体化した活動計画を策定し、地震発生後、

被災状況が明らかでない段階から、速やかにこの計画に基づき、広域の防災対策を実施す

る。 

また、発災直後、超広域にわたる被害の全体像を速やかに把握し、的確な応急活動を展

開するため、国は、航空写真や衛星画像のほか、無人航空機をはじめとする遠隔操作機器

や、個人・事業者等から発信される情報を最大限活用して、概略の被災状況を把握する。

その際、通信が途絶する場合も想定し、情報共有手段の冗長化やデータ容量・形式の効率

化の検討を行う。 

さらに、国、地方公共団体等は、都市部や孤立集落といった様相の異なる地域ごとの被

災形態や対応策の検討、被災地域では自活のため、３日分程度、可能な限り１週間分程度

の備蓄の備え等への理解を進めることにも取り組む。 

５ 災害関連死防止のための避難者の生活環境整備等の被災者支援 

（1） 「場所（避難所）の支援」から「人（避難者）の支援」へ考え方を転換し、発災直後か

ら在宅避難等を含めた避難者の良好な生活環境を整備し、専門人材等や資機材が迅速に被
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災地に入り、応急の生活インフラや保健・医療・福祉の供給体制の確?を図る。また、避難

場所等によって支援の濃淡が生じないように、被災者一人ひとりに寄り添ったきめ細かな

支援（災害ケースマネジメント）の実施に取り組む。 

(2) 避難者の良好な生活環境を整備することは、被災者の命と尊厳を守るとともに、災害関

連死防止の観点から極めて重要である。 

   そのため、発災時においては、避難所におけるトイレ・食事・寝床等の整備等による生

活環境整備に加え、避難する場所にかかわらず、避難者へあらゆる支援を届ける手段を講

ずる必要がある。特に、高齢者や障害者等の要配慮者に対しては、切れ目のないケアを実

施する必要があるため、保健・医療・福祉関係職員の速やかな活動を支援する。 

   また、住宅の被災が軽微な被災者は在宅で留まるように誘導する方策等を引き続き推進

するとともに、ライフラインの復旧が長期間に及び、被災地での生活環境の整備が困難な

場合等においては、被災地外の親戚・知?宅、避難所、ホテル・旅館等への避難等を促す方

策も推進する。 

６ 国内外の社会・経済に及ぼす甚大な影響の回避 

(1) 経済活動の広域化から、サプライチェーンの寸断、経済中枢機能低下等により、被災地

域のみならず日本全体に経済面で様々な影響が出るものと想定され、復旧が遅れた場合、

生産機能の海外流出をはじめ、我が国の国際競争力の不可逆的な低下を招くおそれがある。 

このため、復旧・復興を早め、経済への二次的波及を減じるため、ライフライン事業者

やインフラ事業者等は、道路ネットワークや海上輸送ネットワーク等の交通ネットワーク

の強化又はライフライン施設若しくはインフラ施設の早期復旧を図る。 

また、日本全体への経済面での影響を減じるため、企業等は、事業継続計画の策定、国

内外の仕入れ先や生産拠点の複数化、流通拠点の複数化、経済中枢機能のバックアップ強

化、重要なデータや各種業務システムの冗長化・分散管理等の対策の自主的な事業継続の

取組を、地域内外での企業間や業種を超えた連携についても検討しつつ推進する。 

また、地域金融機関や、商工会議所等の経済団体は、災害時において、被災した事業者

や地域経済を支えるための重要な役割を担っている。そのため、平時を含め、事業者の経

営状況や経営者の意向を踏まえつつ、地域産業の方向性等の将来を見据え、地域経済の強

化に資するような事業者支援を推進する。  

(2) スマートフォン等による電子決済システムは、災害時の混乱により全国的に影響を受け

るおそれがあることを踏まえ、関係事業者や金融機関等は、システムの稼働状況に関する

情報提供体制の確保や、一時的な現金需要への対応を含め、金融・決済機能を確実に維持

するための取組を推進する。 

７ 時間差をおいて発生する地震への対策等の推進 

（1） 南海トラフ沿いでは、１８５４年の安政東海地震・安政南海地震では約３２時間の間隔

をおいて発生し、１９４４年の東南海地震・１９４６年の南海地震は約２年間の間隔をお

いて発生している。 

このため、国、地方公共団体等は、先に発生した地震で大きな被害を受けた後、時間差

をおいて再び大きな揺れ・津波が生じた場合を想定し、複数の時間差発生シナリオの検討

を行い、複数回にわたる被災に対して臨機応変に対応できるよう、応急活動、避難生活者

保護、復旧活動における注意喚起等の対策の検討を行う。 
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（2） 国、県及び市町等は、気象庁が次の情報を発表した場合においては、時間差をおいた 

複数の地震発生等に備えて、災害応急対策を実施する。 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

（3） 南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ６．８程度以上の地震が

発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、大規模地

震発生との関連性について調査を開始する南海トラフ地震臨時情報（調査中）が気象庁か

ら発表される。 

これらの地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平時に比べて相対的に高まった

と評価された南海トラフ地震を以下、「後発地震」という。 

（4） 世界の事例では、Ｍ８．０以上の地震発生後に隣接領域で１週間以内にＭ８クラス以上

の地震が発生する頻度は十数回に１回程度とされており、また、Ｍ７．０以上の地震発生

後に同じ領域で１週間以内にＭ８クラス以上の地震が発生する頻度は数百回に１回程度と

されており、南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表後、気象庁に設置した「南海トラフ

沿いの地震に関する評価検討会」における評価を踏まえ、気象庁から以下の情報が発表さ

れる。 

ア 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ８．０以上の地震が発生したと評

価が出された場合、後発地震の発生の可能性が平時と比べて相対的に高まっている旨を

示す南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

イ 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレ

ート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲でＭ７．０以上の地震

（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。）が発生し、又は、

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測

されたと評価した場合、後発地震の発生の可能性が平時と比べて相対的に高まっている

旨を示す南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

    ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）のいずれの発表条件も満たさなかった場合、その旨を示す南海トラフ地震臨時情報

（調査終了） 

なお、世界の事例によれば、最初の地震発生直後ほど後発地震発生の可能性が相対的

に高まり、その可能性は時間とともに減少する。地震の発生により後発地震発生の可能

性が相対的に高まったと評価された場合は、このことに留意する。また、地震発生の可

能性が相対的に高まったと評価された場合でも南海トラフ地震が発生しない場合がある

ことや、平時においても南海トラフ地震発生の切迫性は高い状態にあり、いつ地震が発

生してもおかしくないこと等にも留意が必要である。 

（5） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が対象とする後発地震に対しては、後発地震

発生の可能性と社会的な受忍の限度を踏まえ、推進地域において、南海トラフ沿いの想定

震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生から１週間（対象地震発生か

ら１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、警戒する措置をとるものと

する。 



南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

159 

（6） 後発地震に対して警戒する措置は、以下に掲げる措置等とし、国、地方公共団体等は、

あらかじめ南海トラフ地震防災対策推進計画又は南海トラフ地震防災対策計画に定めてお

くものとする。 

  ア 後発地震が発生してからの避難では津波の到達までに避難が間に合わないおそれがあ

る地域における、地域住民等の避難及び施設等の従業員・利用者等の安全確保  

  イ 日頃からの地震の備えの再確認（避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手

段の取決め、家具等の固定、家庭等における備蓄の確認 等） 

  ウ 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

（7）  地方公共団体等は、南海トラフ地震臨時情報発表時にとるべき対応が、津波の到達時

間、津波浸水の深さ、避難に要する時間、高齢化といった地域の状況等によって異なるこ

とを踏まえ、具体的な行動を各主体の実情に応じて自ら検討し、事前に決めておくものと

する。 

（8） 国、地方公共団体等は、次の内容等を正確かつ迅速に防災関係機関等及び国民に伝達す

る。  

  ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容 

  イ 国からの指示、国民に対する周知及び呼び掛けの内容 

（9） 国、地方公共団体等は、上記の内容等の伝達に当たっては、適宜、報道機関等を通じて 

ｄ迅速かつ確実に国民に伝達されるよう努めるものとする。 

(11) 国、地方公共団体等は、人命救助・被災地への物資支援等に取り組むため、交通、物流

等をはじめとする企業に対して、あらかじめ定めた計画に基づいて企業活動に当たるよう

周知する。 

(12) 国、地方公共団体等は、後発地震に対する警戒する措置及び注意する措置の実施に当た

り、相互に情報共有を図るとともに、密接な連携をとりながら、実態に即応した効果的な

措置を講ずることに努める。 

(13) 地法公共団体は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震注意）が発表された場合は、災害対策本部等を設置する等必要な体制を確保

するものとする。 

(14) 国、地法公共団体等は、南海トラフ地震臨時情報発表時に国民及び関係機関が円滑かつ

確実に適切な防災対応をとることができるよう、平時から、南海トラフ地震臨時情報の内

容、南海トラフ地震臨時情報発表時に実施する措置及び国民がとるべき行動等についての

周知・広報を行うとともに、南海トラフ地震臨時情報発表時における地震リスクや防災対

応に関する平時との違い、及び、自らの行動を自ら考える意識を醸成し行動をあらかじめ

決めておくことの啓発を行うものする。 

８ 複数の災害等への同時対応（複合災害対策） 

（1） 大規模地震発生後の長期にわたる復旧・復興期間において、暴風・高潮・大雨・土砂災 

害・火山噴火・原子力災害等の他の災害や様々な感染症等による複合的な影響が生じ得る 

ことが考えられる。このため、それぞれの災害ごとの対策等の充実を図るとともに、複合 

災害の検討に当たっては、より厳しい事象についても可能な範囲で考慮した対策を図る。  

（2） 特に、感染症の対策については、関係機関が連携して、平時からの感染症への対応を国 
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民に周知・徹底するとともに、ライフライン、インフラの早期復旧や避難施設の環境改善 

等を検討する。 

（3） また、複合災害は、想定され得る条件が多種多様であり、災害ごとの特性に応じた対応 

をできる限り円滑に行うことが基本であることから、対応の検討に当たっては、災害ごと

の対策等の充実を図るとともに、より厳しい想定についても可能な範囲で考慮するものと

する。 

９ 主体的に防災対策に取り組む社会の醸成 

（1） 津波対策においてハード対策に依存せず、人命を守るための避難を中心としたソフト対

策を推進するなど、国、地方公共団体等は、ハード・ソフト両面にわたるバランスのとれ

た施策を推進する。 

（2） 防災・減災目標を達成するため、国の府省間の連携、産官学民の連携、国と地方公共団

体との連携、地方公共団体の広域連携、地域住民、企業等との連携等により、地域全体で

自助、共助、公助により災害対策に取り組む。さらに、防災・減災に取り組む主体の活動

を社会的に評価するとともに、必要な人的資源や経済的資源が集まる仕組みを醸成する。 

また、防災対策が有効に実施されるためには、国民一人ひとりが主体的に行動すること

が重要であり、国、地方公共団体等は、今後、地域防災の主体を担うこととなる小・中学

生等が災害や防災・減災に関する基本的な知識を系統的に学び、災害に関する情報を理解

し判断できる能力を持つことができるようにするとともに、防災訓練の習熟によって、生

涯にわたって災害から命を守り、生きることの大切さを育む文化を醸成する。 

（3） 国、地方公共団体、ライフライン事業者等は、所管する施設の整備に当たって、個々の

施設のみでなく、災害時に発生する事象、施設の機能、相互の施設の関連性等を認識した

上で、整備を進めるとともに、発災時の施設運用、情報伝達体制の整備、避難計画の策定、

復旧のための事前検討・調査、復興事前準備等のソフト対策は、施設の現状、将来計画、

発災時に得られる情報等を前提として実施する。 

（4） 国は、ハード・ソフト両面にわたる施策の整合性を確保し、総合化を図られるよう、各

種計画、ガイドライン等を整備し、各地域においては、地形やまちの構造、防災施設の現

状をよく理解した上で、防災教育、防災訓練、要配慮者支援等の防災対策に反映させる。 

（5） 津波対策の推進に関する法律（平成 23 年法律第 77 号）において、11 月５日は津波防災

の日とされており、国、地方公共団体は、津波防災の日にはその趣旨にふさわしい行事が

実施されるよう努めるものとする。 

（6） 東日本大震災を契機として平成２５年１２月に制定された「強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国?強靱化基本法」に基づき国土強靱化基本計画が

策定され、同法において、国の計画は、国土強靱化に関する部分は国土強靱化基本計画を

基本とするとされており、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更及び南海トラフ巨

大地震対策においても、「人命の保護が最大限図られる」等の国土強靱化に関する基本目

標を踏まえた計画等とする必要がある。 

10 訓練等を通じた実効性のある対策の推進 

（1） 防災体制を実効性のあるものとし、国、地方公共団体といった行政だけで完結させるこ

となく、事業者・国民等の地域と一体となって実践的に行う防災訓練により、組織体制の

機能や連携の確認を行い、その結果を防災計画の修正に反映させ、更なる高度化を図る。
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また、南海トラフ地震の被害の広域性や時間差をおいて発生する地震も考慮して、複数の

地方公共団体あるいは地域ブロック単位といった広域的な訓練、南海トラフ地震臨時情報

発表に伴う防災対応を想定した訓練を行う。 

（2） 津波からの避難について、国、地方公共団体等は、避難訓練を繰り返し実施することに

より、避難行動を個々人に定着させるほか、津波高や津波到達時間等を想定に盛り込むな

どにより、それぞれの地域の状況を踏まえた実践的な訓練を行う。 

（3） 国、地方公共団体、とりわけ市町村は、防災担当部局の職員について、地震や津波等の

災害の知識、人命を守るための対策、関係者や関係機関との調整等に関して、国をはじめ

とした様々な機関が実施する研修や人材ネットワークの構築等を通じて、資質向上を図り、

人材育成を強化する。 

（4） 受援体制については、国、地法公共団体は受援計画の策定・見直しや実効性を高めるた

めの研修会等の取組を推進するとともに、地方公共団体の職員が応援職員としての被災地

方公共団体を支援する経験を積むことにより、自団体の防災力の向上を図る。  

11 防災・減災に関する調査研究・技術開発の推進 

（1） 国、地方公共団体、研究機関等は、地震、津波等に関する理学分野、施設設計やまちづ

くり、災害時の状況把握手法等に関する工学分野、過去に発生した地震や津波の被害の様

相の整理・伝承、震災時・南海トラフ地震臨時情報発表時の人間行動や情報伝達、社会経

済的な波及、経済復興や住民の生活復興等に関する社会科学分野といった様々な分野の調

査研究・技術開発について、連携を図りながら、防災対策を高度化する観点から推進する

仕組みを検討する。 

（2） 国、地方公共団体、研究機関等は、地震・津波に関する観測データ等の共有を図るとと

もに、緊急地震速報や地震情報（長周期地震動に関する情報含む。）、津波警報等につい

て、陸域及び海域の観測データを活用し、引き続き適時適切な発表と改善を図るほか、情

報発表に必要な観測網の維持・強化や情報の利活用を推進する。 

さらに津波に関する情報については、関係機関で観測データの共有化・情報伝達の信頼

性向上を図るとともに、津波高、津波到達時間、継続時間等の予測の精度向上、津波の時

間推移に関する適時的確な情報提供について検討を進める。 

（3） 安価で効果的な建築物やライフライン施設、インフラ施設等の耐震化技術、液状化対策、

造成宅地の地盤強化対策、建築物等の不燃化技術、被災時の通電やガス漏れによる出火防

止技術、被害シミュレーション等の災害応急対策に資する技術等の被害軽減対策のための

研究、円滑な消火活動や救助活動等の人命の安全確保のための研究、蓄電池や燃料電池等

の停電に強い技術の開発・普及及び早期復旧技術の開発を推進する。 

（4） 地震発生時における火災被害の低減、人命の安全確保等に資するよう、円滑な消火活動、

人命救助活動等のための官民連携による革新的技術の実用化に向けた研究開発を推進する。 

（5） 発災後の災害応急対策及び避難生活環境の確保に資する技術として、孤立しても地域で

自活できるライフライン関連機器の小型化・可搬化技術の開発・普及、建築物本体及びエ

レベーター等の周辺施設の使?継続の早期判定・早期復旧技術の開発・普及についても推進

する。 

12 総力を結集した対策を推進するための多様な主体との連携強化  



南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

162 

国・地方公共団体、事業者等は、所管する施設における事前対策及び災害応急対策に当た

って、災害時に発生する事象、施設の機能、関連する施設における事業形態・耐障害性・相

互依存や関係性等を認識した上で、連携した対策を図る。  

 また、人的・物的資源の不?を軽減するため、防災目的での利用が可能な民間施設の活用、

事業者・NPO 法人・ボランティア等の参加による地域貢献、行政と事業者又は事業者同士で

の協定の締結や登録制度等といった、多様な主体の地域との連携・協力体制を構築し、総力

を挙げた事前防災及び災害対応を推進する。 

そのため、平時における各主体間の連携を構築した上で、地域における訓練等の場を通じ

て国民への周知を図るとともに、災害時に連携体制が効果的に機能できるような仕組みづく

りを検討する。 

 

 

第４節 南海トラフ地震の概要 
 

１  地震の概要 

南海トラフは、日本列島が位置する陸のプレート（ユーラシアプレート）の下に、海の

プレート（フィリピン海プレート）が南側から年間数㎝の割合で沈み込んでいる場所であ

る。この沈み込みに伴い、２つのプレートの境界には、徐々にひずみが蓄積されており、

このひずみが限界に達したときに蓄積されたひずみを解放する大地震が発生している。 

南海トラフでは津波を伴った地震が慶長９年(1605年)慶長地震をはじめ、宝永４年(1707

年)宝永地震、安政元年(1854 年)安政南海地震、昭和 21 年(1946 年)昭和南海地震等、

100～150 年の間隔で繰り返し起こり、西日本はその都度大きな地震・津波災害に見舞わ

れてきた。特に、太平洋に面している和歌山、大阪、徳島、高知県沿岸で甚大な津波被

害を受けたことはよく知られており、日本有数の津波常襲地帯に数えられている。 

広島県は、この津波常襲地帯に隣接しているが、過去の古文書において県内に津波によ

る被害はほとんど報告されていない。 

２ 今後の地震発生確率 

国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会が公表する南海トラフ

地震の長期評価の地震発生確率の値は、時間の経過とともに高くなっている。 

令和４年１月１日を起点にした南海トラフ地震の発生確率については、次のとおりであ

る。  

 評価時点 10 年以内 30 年以内 50 年以内 

南海トラフ地震 
（M8～M9クラ
ス） 

令和４年 
1 月 1 日 

30%程度 

60％～90％程
度以上（すべ
り量依存 BPT
モデル）、 
20％～50％

（BPT モデル） 

90%程度もしくは
それ以上 

 

３  想定結果 

東日本大震災（平成 23 年３月）を踏まえた、最新の科学的知見に基づき、広島県地震被

害想定の見直しを行った。 
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(1)  地震動予測 

南海トラフ巨大地震については、内閣府（2025a）において、基本ケース」、「陸側ケ

ース」、「東側ケース」、「西側ケース」の強震断層モデルによる震度、これを補完す

るための「経験的手法」による震度及び全 5 ケースの震度を包絡させた「重ね合わせ」

について震度分布を予測し、被害想定を行っている。これらの中から「重ね合わせ」（最

大クラス）を除いたものを被害想定対象として想定結果の状況を記した。 

なお、揺れによる全壊棟数が同数の場合は、液状化による建物全壊棟数が多くなるケ

ースを用いて被害想定を行った。 

(2) 津波浸水想定 

南海トラフ巨大地震の津波断層モデルは、内閣府（2025a）が設定している 11 ケース

の津波断層モデルの内、広島県沿岸部に対して津波の影響が大きいと想定されるケース

１、２、３、４、５、８、１０、１１を検証対象のモデルとして選択した。その中で広

島県内において浸水面積が大きくなると想定される次の津波断層モデルケースを広島県

及び市町ごとに選択し、想定対象とした。 

広島県：広島県全体で 30cm 以上浸水深面積が最大となると想定される津波断層モデ

ル「ケース１」と、広島県全体で人的被害が最大になると想定された津波活断層モデル

「ケース４」を採用した。 

各市町：各市町で 30cm 以上浸水深面積が最大となる津波断層モデルケースと、各市町

にとって人的被害が最大となると想定される津波断層モデルケースを選定した。 

  （30cm 以上浸水深が最大となる津波断層モデルケース） 

・広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、

坂町、大崎上島町は、津波断層モデル「ケース１」を選定。 

・三原市は、津波断層モデル「ケース２」を選定。 

・尾道市は、津波断層モデル「ケース５」を選定。 

・福山市は、津波断層モデル「ケース４」を選定。 

  （人的被害が最大になると想定される津波断層モデルケース） 

   ・広島市は、津波断層モデル「ケース４」を選定。 

   ・呉市、府中町は、津波断層モデル「ケース８」を選定。 

   ・竹原市、東広島市は、津波断層モデル「ケー10」を選定。 

   ・尾道市、大崎上島町は、津波断層モデル「ケース２」を選定。 

   ・福山市、坂町は、津波断層モデル「ケース 11」を選定。 

   ・廿日市市は、津波断層モデル「ケース３」を選定。 

   ・海田町は、津波断層モデル「ケース５」を選定。 

   ・見晴らし、大竹市、江田島市は、30cm 以上浸水深が最大となる津波断層モデルケース

と同じケースを選定。 
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(3) 想定シーン 

ア 人々の行動や火気器具の使用状況は、季節・時刻によって変化する。このため、地

震が発生する季節や時刻に応じて、人的被害や火災による被害の様相が異なる特徴的

な次の３シーンを想定した。 

なお、火災による建物被害や人的被害は、風速によって被害想定結果が異なるため、

広島県の過去の風速を参考に、夏冬の平均的な風速及び平均的な一日の最大風速※で

被害想定を行った。 

※ 平均的な一日の最大風速：日最大風速の平均に標準偏差σを加えたもの（2σを加

えることで正規分布の 95.45%値となる） 

 

想定シーン 想定される被害の特徴 

冬 深夜 

平均：風速 5ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危険性が

高く、また津波からの避難が遅れることにもなる。 

・オフィスや繁華街の滞留者や鉄道・道路の利用者が少ない。 

夏 12 時 

平均：風速 5ｍ/ｓ 

最大：風速 9ｍ/ｓ 

・オフィスや繁華街等に多数の滞留者が集中しており、自宅外で被災する場合が

多い。 

・木造建物内滞留人口は、１日の中で最も少ない時間帯であり、老朽木造住宅の

倒壊による死者は冬の深夜と比べて少ない。 

・海水浴客をはじめとする観光客が多く沿岸部等にいる。 

冬 18 時 

平均：風速  5ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も多くなる。 

・オフィスや繁華街周辺のほか、ターミナル駅にも滞留者が多数存在する。 

・鉄道、道路はほぼ帰宅ラッシュ時に近い状態であり、交通被害による人的被害

や交通機能支障による影響が大きい。 

 

   イ 上記の基本シーンは季節・時間帯ごとの平均的な状況を前提としており、人口分布 

は令和２年国勢調査を基準に作成し、被害想定を行っている。 

しかし、令和６年能登半島地震は、元日に発生し、帰省者が多くいたことが指摘

されており、平時に比較して滞在人口が多く、避難者が多く発生するなど多くの課題

が生じたと考えられることから、そのような特異なシーンが認められる場合にあって

は、基本シーンとは別に、平均的な状況とは異なる人口分布を前提としたシーン（以

下「特異シーン」という。）に基づく被害想定を行っておく必要がある。 

このことを踏まえ、本調査においては、人流統計サービス（以下「人流データ」

という。）と国勢調査の比較を行い、県全域の人口について人流データが国勢調査を

大幅に上回るシーンがある場合には、特異シーンとして設定することとした。 

結果として、県全域の人口分布を比較したときに、人流データが国勢調査を大幅

に上回るシーンは存在しなかったため、本調査においては、特異シーンを設定しない

こととした。 

ただし、特定の場所・時期においては、人流データが国勢調査を上回ることも確

認されたことから、個別の場所・時期における地震防災対策の検討にあたっては、そ

れぞれの場所・時期の実態を踏まえて行う必要がある。 
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(4) 被害想定項目と想定単位 

各地震における被害想定項目と想定単位は以下のとおりとした。 
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被害想定項目（定量評価 （2/2））

＊：条件により被害量が異なる想定項目

想定項目 想定する被害量 想定単位

ライフライン 上水道 被害箇所数，断水人口 ，10m メッシュ(津波)

250m メッシュごと

下水道 管渠被害延長，機能支障人口 ，10m メッシュ(津波)

250m メッシュごと

電力 ＊ 電柱被害本数，停電軒数 ，10m メッシュ(津波)

250m メッシュごと

通信 ＊ 電柱被害本数，固定電話の不通回

線数，携帯電話の不通ランク

，10m メッシュ(津波)

250m メッシュごと

ガス 供給停止戸数 250m メッシュごと

交通施設 道路 被害箇所数 直轄国道 直轄国道以，

外

鉄道 被害箇所数 新幹線，在来線

港湾 港湾岸壁施設等の被害箇所数 港湾施設ごと

生活への影響 避難者 ＊ 避難者数（避難所，避難所外） 市町ごと

帰宅困難者 ＊ 帰宅困難者数，滞留者数 市区町ごと

物資不足量（食料，飲料水，

毛布，仮設トイレ）

＊ 食料，飲料水，毛布，仮設トイレ

の不足量

市町ごと

医療機能支障 ＊ 要転院患者数，医療需要過不足数 二次医療圏ごと

災害廃棄物等 災害廃棄物，津波堆積物 ＊ 災害廃棄物発生量，津波堆積物発

生量

市町ごと

その他の被害 エレベータ内閉じ込め エレベータ停止台数・閉込め者数 市町ごと

道路閉塞 幅員 13m以下道路リンク閉塞率 250m メッシュごと

災害時要援護者 災害時要援護者数（避難所） 市町ごと

危険物施設・コンビナート施設 被害箇所数 市町ごと

文化財 ＊ 被害件数 文化財ごと

孤立集落 孤立集落数 孤立集落ごと

ため池の決壊 危険度ランク ため池ごと

漁船・水産関連施設 漁船被害数，かき筏被害数 漁業施設ごと

重要施設 ＊ ， ，災害対策拠点施設 避難拠点施設

医療拠点施設の機能支障の程度

重要施設ごと

経済被害 直接被害 ＊ 被害額 市町ごと

間接被害 ＊ 被害額 県域
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(5) 想定結果 

南海トラフ巨大地震（陸側ケース、津波ケース４）  

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.3%であり、平地部を中心に６弱以上

となる地域の割合は 8.9%である。さらに県南部の大半の地域は震度５強以上の揺れとな

る。津波の発生によって沿岸部の低地では、浸水深１ cm 以上の浸水がある面積が

11,611ha あり、その内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 84%となる。地震による揺

れ、液状化、土砂災害、津波により 89,949 棟の建物が全壊し、死者は夏の 12 時が最大

となり 13,797 人で、その約９割以上が津波によるものである。避難を必要とする人は約

86 万人となる。ライフライン被害、経済被害等については、他の想定地震と比較しても

被害量が大きく、地震発生直後においては、断水人口が 687,587 人、停電が 123,650 軒

に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 15.5 兆円となる。 
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想定地震位置図（南海トラフ巨大地震） 

内閣府（H24）：南海トラフの巨大地震モデル検討会資料 

 

震度分布（南海トラフ巨大地震） 
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南海トラフ巨大地震（陸側ケース） 

津波による最大水深分布図（構造物が機能しない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水開始時間分布図（30 ㎝） 
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南海トラフ巨大地震による市町ごとの最高津波水位等 

市町名 最高津波水位（※１） 
最大波到達時間 

（分） 
津波影響開始時間 
（分）（※２） 

  
うち津波の高さ 

（ｍ） 
  

広島市 3.6 1.4 242 37 

呉市 3.7 1.5 241 12 

竹原市 3.3 1.2 368 20 

三原市 3.3 1.2 211 20 

尾道市 3.3 1.2 309 20 

福山市 3.4 1.2 314 13 

大竹市 3.3 1.3 217 26 

東広島市 3.1 1.0 374 25 

廿日市市 3.5 1.5 218 26 

江田島市 4.0 1.8 249 31 

海田町 3.6 1.4 242 57 

坂町 3.6 1.4 240 49 

大崎上島町 3.3 1.2 372 29 

※１ 「最高津波水位」は、海岸線における最高の津波水位を標高で表示 

※２ 「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線におい

て、地震発生後に初期潮位から±20ｃｍの変化が生じるまでの時間 

 

第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画 
 

県は、地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等の整備を促進するため、地震防災対策特別

措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画を作成し、同計画に基づく事業を推進する。 

地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等の整備は、概ね五箇年を目途として行うものとし、

具体的な事業の執行に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効

果が発揮されるよう整備の順序及び方法について考慮するものとする。 

 

１  計画作成主体 

県 

２  計画年度 

令和３年度～令和７年度（第６次） 

３  対象事業 

次に掲げる施設等で、当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの。（市町

事業を含む。） 

(1) 避難地 

(2) 避難路 

(3) 消防用施設 

(4) 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 
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(5) 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設又は漁港

施設 

(6) 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設 

(7) 医療法第 31 条に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震・津

波防災上改築又は補強を要するもの 

(8) 社会福祉施設のうち、地震・津波防災上改築又は補強を要するもの 

   (9) 公立の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校のうち、地震・津波防災上改築又は

補強を要するもの 

(10) 公立の特別支援学校のうち、地震・津波防災上改築又は補強を要するもの 

(11) (7)から(10)までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物の

うち、地震・津波防災上補強を要するもの 

(12) 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保す

るため必要な海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施設又は河川法第３条第２項に規

定する河川管理施設 

(13) 砂防法第１条に規定する砂防設備、森林法第 41 条に規定する保安施設事業に係る保

安施設、地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊

による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地

改良法第２条第２項第１号に規定する農業用排水施設であるため池で、家屋の密集して

いる地域の地震・津波防災上必要なもの 

(14) 地震・津波災害が発生したとき（以下「地震・津波災害時」という。）において災害応

急対策の拠点として機能する防災拠点施設 

(15) 地震・津波災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報

の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 

(16) 地震・津波災害時における飲料水、電源等により被災者の安全を確保するために必要

な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備 

(17) 地震・津波災害時において必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

(18) 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震・津波災害時における応急

的な措置に必要な設備又は資機材 

(19) 老朽住宅密集市街地に係る地震・津波防災対策 

４  計画推進のための必要な措置 

(1) 県は、地震・津波災害による被害の危険性等を十分踏まえた上で、対象施設における

長期的な整備目標や今後の必要整備量を把握し、整備の必要性や緊急性を明らかにし、

緊急事業としての目的を十分踏まえた計画とするよう努めるものとする。 

(2) 県は、対象施設等の整備の進捗状況を調査するとともに、事業の効果も含めた推進状

況の把握に努めるものとする。 
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第６節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する計画 
 

１  津波からの防護 

  堤防、水門等の管理者は、次の方針・計画等に基づき、各種整備等を行うものとする。 

(1) 防潮堤、防波堤、水門等の点検方針・計画 

毎年点検・整備を実施し、常時容易に操作可能な状態を維持するものとする。 

(2) 防潮堤、防波堤、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等の方針・計画 

施設整備の水準は、①現況及び将来計画、②背後地の現状と将来（自然的条件・社

会的条件）、③海岸域の利用形態（生産活動・日常生活）等の地域の実態を総合的に判

断して設定し検討するものとする。 

(3) 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

海岸法に規定する操作規則等に基づき、操作員との連絡手段の確保、経路の選定、

輸送手段、操作員の指定を確実に実施するとともに、操作員の安全管理を徹底する。 

津波の到達時間を十分考慮し、出来るだけ早期に閉鎖を行えるように予め人員・手

順・輸送手段等を具体的に定めておく。防災上特に重要な施設で早期の閉鎖（おおむ

ね２時間程度）が困難なものについては、その解消のための検討を行う。 

   (4) 水門等の閉鎖訓練 

防災訓練に併せて、水門や陸閘等の閉鎖訓練を実施するよう努めるものとする。  

なお、訓練時において、操作及び作動状況の検証を行い、操作の確実性を確保する。 

(5) 県及び市は、津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着 

場、港湾、漁港等の整備の方針及び計画を定めるものとする。 

 

資料編 ・樋門等の現況  p.116     

 

２  水防業務従事者等の安全確保対策 

県及び市は、水防業務従事者等や避難誘導に当たる者が危険を回避できるよう、津波到

達時間内での水防対応や避難誘導に係るマニュアル等を策定するものとする。 

３  港湾、漁港の船舶対策 

(1) 漁港、港湾内の船舶の処置 

津波警報が発令されるなど、当該水域に危険があると判断された場合には、港則法の

適用を受ける港湾については、港則法に基づき港長等の勧告、規制、指示に従い沖合退

避等の安全措置を講じることとする。 

港則法の適用を受けない港湾、漁港については、管理者は、津波警報が発表された場

合を想定して、次の内容等について、船舶所有者及び漁業協同組合と事前に協議し、船

舶の安全対策に努めるものとする。 

ア  停泊中の大型、船舶は港外に退避する。 

イ  避難できない船舶については、係留を安全実施する。 

ウ  大型、中船舶は入港を差し控える。 
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エ  避難できない小型船舶については、 高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置

をとる。 

(2)  船舶の措置 

港湾管理者及び漁港管理者は、船舶の係船施設を用いた緩やかな係留と、余裕を持っ

た錨係留の併用により、陸上への漂流を出来る限り少なくする等の必要な措置について、

事前に検討しておくものとする。 

また、津波により陸上、特に道路上に打ち上げられた船舶の処置について、その手続

きや所有者における合意等を事前に検討しておくものとする。 

 

資料編 ・港湾の現況  p.96     

 

４  津波に関する情報の伝達等 

(1)  市内の地震動等の観測施設 

 

資料編 ・市内震度計設置状況  p.99     

 

(2) 津波に関する情報の種類と内容 

ア 発表基準 

(ｱ)  広島県に津波警報等が発表されたとき。 

(ｲ)  その津波に関する情報を発表することが防災対策上必要と認められるとき。 

なお、防災対策上の必要性が更に認められる場合は、広島地方気象台で収集した

資料及び状況を気象庁の情報に追加して発表する。 

イ  種類及び内容 

震災対策編地震災害対策計画第３章第２節第２.２(2)「津波警報等の種類及び内容」

による。 

(3)  津波警報等の伝達経路 

震災対策編地震災害対策計画第３章第２節第２.４(1)「津波警報等の伝達系統」によ

る。 

(4)  津波警報等の住民等への伝達方法 

ア  市は、住民等に対して津波警報等が確実に伝わるよう、告知放送設備、全国瞬時警

報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、広報車、半鐘、サイレン、テレビ（ＣＡＴＶを含む。）、

ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、エリアメールを

含む。）、ワンセグ、インターネット、アマチュア無線等を用いた伝達手段の多重化、

多様化を図るものとする。 

イ 市は、津波警報等や避難指示等を住民に周知し、迅速・的確な避難行動に結びつけ

るよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとする。その際、避難

行動要支援者や一時滞在者等に配慮するものとする。 

ウ  市は、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関しては、住民が避難の

意識を喚起しない状態で突然津波が押し寄せることのないよう、津波警報等や避難指

示等の発表・発令・伝達体制を整えるものとする。 
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(5)  居住者等の避難行動等 

市は県と連携して、津波警報等及び津波に関する情報が、管轄区域内の居住者、観光

客、釣り客やドライバー等滞在者その他公私の団体（以下「居住者等」という。）に対し

て、正確かつ広範に伝達されるよう、次の措置を講じるものとする。 

この場合において、居住者等が具体的にとるべき行動について、併せて示すものとす

る。 

ア  聴覚障害者や外国人に対する情報伝達として、津波警報等及び津波に関する情報の

伝達経路及び方法を明示した看板等を設置する。 

イ  観光施設、宿泊施設等の施設管理者に対しては、告知放送設備の戸別受信機等を配

備させ、伝達手段を確保する。 

屋外にいる者に対しては、告知放送設備の屋外拡声子局、サイレンにより伝達する。 

(6)  船舶関係者（荷役船、作業船、漁船、プレジャーボート）及び養殖事業者等に対する

伝達各海上保安部（署）からの情報伝達と併せて各媒体を活用して伝達する。 

(7)  船舶、漁船等の固定、港外退避などの措置 

港湾や漁港に停泊、又は係留中の船舶は、津波の満ち潮によって陸上に打ち上げられ、

引き潮によって漂流・転覆するおそれがある。したがって、港湾・漁港管理者は、漁業

協同組合や船舶管理者との協議に基づき、緊急連絡網及び漁業無線により連絡して次の

措置をとるよう要請することとして、津波避難誘導計画を策定する。 

ア  停泊中の大型、中型船舶は、港外に避難する。 

イ  港外の大型、中型船舶は、入港を差し控える。 

ウ  避難できない小型船舶については、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置を

とる。 

エ  津波の到達までに時間が無いと予想される場合は、船は放置して避難する。 

（船舶の港外避難、小型船の引き上げ等は、時間的余裕のある場合のみ行う。） 

(8)  情報の収集伝達経路 

震災対策編地震災害対策計画第３章第３節第１「災害情報計画」による。 

５  津波避難対策 

市は、津波が発生した場合には、避難のための措置をとり、人命の確保に努める。 

特に、災害発生時において適切な措置をとるため、避難対象地域を設定し、避難場所、

避難経路等の選定やその他具体的な避難実施に関して津波災害の特性に応じた方法を推進

計画に明示するとともに、平素から住民への周知徹底を図り、住民を含めた避難訓練の実

施に努めるものとする。 

(1)  津波避難計画の作成 

市は、避難対象地域別の避難場所、避難路等、具体的な避難実施に関して、津波災害

の特性に応じた津波避難計画を作成するものとする。なお、避難対象地区の選定に当た

っては、各種防災施設の整備の状況や被害想定の実施等による検証を通じて避難計画を

見直していくものとする。さらに、住民が自ら作成する地域ごとの津波避難計画に関し

て必要な支援を行うものとする。 

(2)  津波ハザードマップの活用 
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市は、居住者等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるように、広島県津波浸

水想定図をもとに作成した津波ハザードマップを住民等に周知し、活用に努めるものと

する。 

(3)  指定緊急避難場所、指定避難所の指定・周知 

市は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、

地形、災害に対する安全性等及び想定される地震の諸元に応じ、その管理者の同意を得

た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び

被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらか

じめ指定し、住民への周知を図るものとする。 

ア  指定緊急避難場所の指定・周知 

市は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地する

が災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受

入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避難

場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するものを、洪水、崖崩れ、土石流及び

地滑り、高潮、地震、津波、大規模な火事等の災害の種類ごとに指定緊急避難場所に

指定する。 

また、市は、指定緊急避難場所を指定したときは、県に通知するとともに、住民等

へ周知を図るものとする。 

イ  指定避難所の指定・周知 

市は、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災

害に対する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活を送

るための指定避難所をあらかじめ指定し、県に通知するとともに、住民等へ周知を図

るものとする。 

指定避難所については、市は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を

有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であ

って、想定される災害による影響が比較的少なく、救援物資等の輸送が比較的容易な

場所にあるものを指定する。なお、主として、要配慮者を滞在させることが想定され

る施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等

の支援を受けることができる体制が整備されているものを指定するものとする。 

また、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であること

に配慮するものとする。 

避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利

用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図

るものとする。 

(4)  避難路の選定 

避難路の選定に当たっては、土砂災害など地域の状況を十分考慮したものとするとと

もに、住民参加のワークショップ等を開催するなど、住民の意見を取り入れた避難路の

選定を図るものとする。 

なお、避難路の選定の基準は、概ね、次のとおり。 
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ア  避難路中の道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性や周囲の状況につい

て十分検討し、必要ならば適切な措置を講じる。 

避難路の幅員は原則として 15ｍ以上とする。ただし、これに該当する道路がない場

合は、おおむね８ｍ以上の幅員を有する道路を選定する。（避難住民の安全性を確保す

るため、幅員が 15～10ｍの場合には、一般車両の通行規制、10ｍ以下の場合には、緊

急車両及び一般車両の通行規制等を行う必要がある。） 

イ  避難路は、相互に交差しないものとする。 

ウ  避難路は、道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする。 

エ  洪水、高潮等による浸水や土砂災害等も考慮し、海岸、河川及び急傾斜地沿いの道

路は、原則、経路として選定しないものとする。 

(5)  防災上重要な施設の避難対策 

ア  病院、学校、劇場、スーパーマーケット、工場及びその他防災上重要な施設の管理

者は、あらかじめ避難場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法について定めた

避難計画を作成し、市長が避難の指示を行った場合には、これらの施設に出入りする

者等を速やかに安全な場所に避難させ、その者の安全の確保に努める。 

イ  幼稚園、小・中学校、義務教育学校等保護を必要とする園児・児童・生徒等がいる

学校（以下「学校等」という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」とい

う。）においては、特に次の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。 

(ｱ)  学校等においては、園児・児童・生徒等を避難させる場合に備えて、平素から教

育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。 

(ｲ)  病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団で避難

させる場合に備えて、平素から収容施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び入院 

患者又は入所者に対する必要な措置について定める。 

(6)  津波発生時の応急対策 

ア  避難指示 

(ｱ)  発令基準 

次の場合において、市長は、速やかに的確な避難指示を発令する。 

ａ 報道機関の放送等により津波警報等の発表を認知した場合及び気象業務法第１

５条第２項及び気象業務法第１５条の２第２項の規定により津波警報等の通知

を受けた場合  

ｂ  強い地震（概ね震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時

間ゆっくりとした揺れを感じた場合で、かつ必要と認める場合 

ｃ  気象業務法施行令第 10 条の規定により市長が自ら津波警報をした場合 

(ｲ)  発令時期及び発令手順 

津波警報を認知した場合又は津波警報の通知を受けた場合は、自動的に又は直後

に避難指示を発令する。  

特に、勤務時間外に津波警報が発表された場合について、避難の勧告及び指示の

手続きや時期を十分検討し、速やかな対応が図られるよう体制整備を図るものとす

る。 

(ｳ)  避難指示の内容 
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市長等避難指示をする者は、次の内容を明示して実施する。 

ａ  避難対象地域 

ｂ  避難指示の発令理由 

ｃ  避難先及び避難路 

ｄ  避難の方法及び携行品 

ｅ  その他必要な事項 

(ｴ)  解除の基準 

次の場合において、市長は、避難指示を解除する基準を定める。 

ａ  報道機関の放送等により津波警報等の解除を認知した場合及び津波警報等の

解除の通知を受けた場合 

ｂ  気象業務法第８条の規定により市長が自ら津波警報をしたものを解除する場合 

(ｵ)  解除時期及び解除手順 

避難指示の解除は、原則として津波警報等の解除の発表に基づき行うものとする。

また、解除手順は、発令手順と同様に事前に十分に検討しておくものとする。 

(ｶ)  発令又は解除の伝達系統及び伝達方法 

ａ  伝達系統（伝達先、伝達手順、伝達経路等） 

市は、どの地域の、誰に、どのような手順で、どのような経路を通じて伝達す

るかを定めた避難情報等の判断・伝達マニュアルを作成しておくものとする。県

は、マニュアルの作成及び見直しについて、市町と積極的に連携し、支援するも

のとする。また、必要に応じて、防災関係機関及び自主防災組織等の協力を得て

住民への周知徹底を図る。 

ｂ  伝達手段 

伝達手段としては、告知放送設備、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、

広報車、半鐘、サイレン、テレビ（ＣＡＴＶを含む。）、ラジオ（コミュニティＦ

Ｍ放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、エリアメールを含む。）、ワンセグ、

インターネット、アマチュア無線など、情報の受け手に応じて多種多様な手段を

確保するものとする。また、サイレン音や半鐘音により注意を喚起した上で、告

知放送設備や広報車等により、津波警報等の発表、避難指示等を伝達するような

併用等を検討するものとする。 

イ  避難の誘導 

(ｱ)  避難誘導に当たる者 

ａ  市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者 

ｂ  自主防災組織のリーダー等 

(ｲ)  避難誘導の方法 

ａ  避難は、原則徒歩とする。 

ｂ  避難場所・避難路沿いの要点等に誘導に当たる職員等を配置し、あるいは案内

標識を設置するなどして、住民の速やかな避難を図る。 

なお、あらかじめ避難場所を選定した市は、避難場所、避難路沿い等に案内標

識を設置して、速やかに避難できるようにしておくものとする。 

ｃ  避難は幼少児、女性、高齢者及び障害者を優先する。 
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ｄ  避難行動要支援者に関しては、事前に避難支援者を決めておく等支援体制を整

備し、危険が切迫する前に避難できるよう配慮する。 

また、観光客及び外国人等の避難に当たっても、自主防災組織、消防団、近隣

住民と連携を図りながら避難誘導を行えるよう、避難の連絡方法や避難補助の方

法をあらかじめ定めるとともに、避難支援を行う者の避難に要する時間その他の

安全な避難の確保に配慮する。 

ｅ  避難の指示に従わない者については、極力説得して任意に避難するよう指導す

る。 

ｆ  避難場所又は避難路に障害物あるいは危険物がある場合は、市長の指示のもと

に当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑を図る。 

(ｳ)  再避難の措置 

誘導に当たる防災関係機関及び職員等は、正確な情報把握に努め、指定緊急避難

場所や避難経路の状況が悪化した場合には、機を失することなく再避難等の措置を

講じる 

(ｴ)  指定行政機関及び指定公共機関との連携 

指定行政機関及び指定公共機関において避難誘導を実施すべき機関は、具体的な

避難誘導の方法、市との連携体制等を定めるものとする。この場合、避難誘導に従

事する者の安全な避難の確保に配慮するものとする。 

なお、これらを定めるに当たっては、市の推進計画に定められた内容と十分調整

のとれたものとするよう留意するものとする。  

(ｵ)  各計画主体における安全確保対策 

各計画主体は、推進計画に必要な安全確保対策を明示する場合においては、強い 

地震（震度４以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じたときは、直ちに沿岸部や川沿いから離れ、急いで高台などの安全な

場所に避難すること、さらに、地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、

直ちに沿岸部や川沿いから離れ、急いで津波避難ビル（３階建以上）や高台などの

安全な場所に避難することを原則とするものとする。その後、津波に関する情報を

把握し、津波到達までに時間的余裕があると認められる場合には、避難に要する時

間を十分確保した上で、必要な安全確保対策を実施する旨を記載するものとする。 

(7)  指定緊急避難場所及び指定避難所の運営・安全確保 

ア  避難の実施及び救護に責任を有する計画主体は、避難後の救護の内容を推進計画に

明示するものとする。 

イ  市は、指定避難所の開設時における、応急危険度判定を優先的に行う体制、各指定

避難所との連絡体制、各指定避難所における避難者リストの作成、食事・トイレ・寝

床等の生活必需品の確保、障害者トイレの設置や福祉避難所の開設等の要配慮者への

対応、飼い主による家庭動物との同行避難といった様々なニーズへの対応、避難所に

おける再生可能エネルギーや蓄電池等の活用等を通じた自立・分散型システムの導入

等に関し、あらかじめ準備すべき事項について推進計画に明示するものとする。 

ウ 市は、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い

等男女双方の視点等に配慮し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管

理に努めるものとする。また、避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DV 

の発生を防止するため、女性や子供等の安全に配慮するとともに、警察、病院、女性
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支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとす

る。 

エ  市は、指定避難所等から自宅に戻ろうとする住民等の安全確保のため、津波警報等

の情報の提供に配慮するものとする。 

(8)  指定避難所の開設 

市は、指定緊急避難場所に避難した避難者のうち引き続き避難を必要とする者及びそ

の他必要と認められる者に対し、指定避難所を開設する。 

ア  指定避難所の管理運営 

指定避難所の運営に当たっては、市、自主防災組織、ボランティア団体その他防災

関係機関職員のそれぞれの役割分担を明確にし、相互に協力して指定避難所での安全

の確保と秩序の維持に努める。 

特に、市はあらかじめ施設管理者との調整や指定避難所毎の担当職員を定めるなど、

発災後の迅速な指定避難所開設や人員配置に努めるとともに、自主防災組織等とも連

携して、円滑な指定避難所の運営に努める。また、避難者が相互に助け合う自治的な

組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

 

また、孤立するおそれのある集落、離島や長期湛水のおそれのある地域では、救

助活動が制限されることを勘案し、十分な備蓄量、救助のための通信手段等の確保に

ついて配慮するものとする。 

なお、市及び県は、相互に連携を図り、避難者の健全な住生活の早期確保を図るこ

ととし、保護者等への引取や応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅等

利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等によって指定避難所の早期解消に努めると

ともに、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を考慮して、必要

に応じ旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

指定避難所の具体的な管理運営に係る主な業務としては、次の点に留意する。 

(ｱ)  情報伝達手段を確保し、避難住民に対して正確な情報及び指示を与えるとともに、

避難者数の確認、避難者名簿の作成等により指定避難所及び避難者の状況を早期に

把握し、関係防災機関へ連絡する。 

また、指定避難所で生活せず食事のみ受け取っている被災者等の情報把握に努め

関係防災機関へ連絡する。 

(ｲ)  食事提供の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、指定避難所の衛生管理など

必要な対策を講じるとともに、救護所の設置等の医療体制の確保や、避難者の心身

の健康の確保のため保健師等による健康相談、心のケアなど必要な対策を行う。 

また、プライバシーの確保や様々なニーズの違いに対応できるよう男女双方の視

点等に配慮するなど、良好な生活環境を維持するよう注意を払う。 

(ｳ)  避難の長期化等必要に応じて、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師、保健師、管理栄養士等による巡回の頻

度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の 

衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、指定避難所での健康状態の悪化を防止するための適切な食料等の分配、食

事の提供等栄養管理に努める。 
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(ｴ)  指定避難所における食料、飲料水及び生活必需品等の必要量を把握し、効率的に

配給する。 

(ｵ)  要配慮者の窓口を設置し、ニーズを把握し支援を行う。 

また、心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、福祉避難所への避難や必要に

応じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボ

ランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

(ｶ)  指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、女性専用のトイレ、

物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、指定

避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難

所の運営に努めるものとする。 

(ｷ)  やむを得ない理由により指定避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等物資の提供、保健師等による健康相談の実施及び正確な情報の伝達等に

努めるものとする。 

(ｸ)  必要に応じて、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めると

ともに、指定避難所等の形態や動物の数に応じた飼養ルールの設定等、飼い主が適

正に飼養するための指導助言を行うものとする。 

イ  市が指定避難所を開設したときは、次の事項について、県危機管理監（災害対策本

部を設置した場合は、本部情報連絡班）に報告する。 

(ｱ)  開設の日時 

(ｲ)  開設の場所 

(ｳ)  収容人員 

(ｴ)  開設期間の見込み 

(ｵ)  その他必要と認められる事項 

ウ  県は、指定避難所の設置・運営について、必要に応じ、応援職員を派遣するなど、

市を支援するものとする。 

エ  避難に関する普及啓発 

市は、地域住民等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるようにハザードマ

ップの作成・見直し・周知、ワークショップの開催その他津波からの避難に関する意

識を啓発するための方策について推進計画に明示するものとする。 

(9)  広域的避難 

被災市は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等を考慮して、当該

市町外への広域的な避難、指定避難所や応急仮設住宅等への収容等が必要であると判断

した場合には、県に広域避難収容に関する支援を要請するものとする。 

県は、被災市からの要請を受けた場合など、支援が必要と考えられる場合には、他の

市や他都道府県との連絡調整等を行う。 

また、大規模災害の発生による市機能の喪失等により、市において広域的避難に係る

事務が行えなくなった場合、県は、市に代わり必要な手続きを行うものとする。 

被災県及び市等は、居住地以外の市町村へ避難する避難者に対して、避難先の自治体 

と連携のうえ、必要な情報等の提供に努めるものとする。 
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なお、被災者の広域避難にあたり輸送手段の確保が必要な場合、県は、運送事業者で

ある指定地方公共機関等に対し、被災者の運送を要請するものとする。 

(10)  避難行動要支援者の避難等 

市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主

防災組織、民生委員・児童委員等の多様な主体の協力を得ながら、平常時から避難行動

要支援者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努める。また、情報伝達体制の整

備、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図るものとする。 

指定避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者が避難所で生活するために

必要な設備やスペースを確保するとともに、福祉避難所の設置や、宿泊施設を借上げる

等、多様な避難所の確保に努めるものとする。  

避難行動要支援者の避難等の措置について、当該市のみで対応できない場合は、他の

市や関係機関等の協力を求めて、当該市外の社会福祉施設等へ避難させる。 

県は、市が避難行動要支援者を他の市町へ避難させるための協力要請をした場合など、

当該市への支援が必要と考えられる場合には、他の市町や他都道府県との連絡調整等を

行う。 

 

資料編 ・指定避難所及び指定緊急避難場所等一覧  p.102     

 

６  消防活動及び水防活動 

(1)  消防活動 

市は、消防機関が津波からの円滑な避難の確保等のため、次の事項についてあらかじ

め消防体制を整備しておくものとする。なお、平素から、地域住民による自主防災組織

の育成・指導を行うとともに、消防機関の活動体制及び消防相互応援体制等の整備充実

を図るものとする。 

ア  津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

イ  津波からの避難誘導 

ウ  自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

エ  津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立等 

(2)  水防活動 

水門、樋門、閘門及び防潮扉等（以下「防潮扉等」という。）の管理者、水防管理団体

は、津波警報等を入手したとき、あるいは震度４以上の地震が発生し、津波が来襲する

おそれがあると判断した場合は次の措置をとる。 

ア  防潮扉等の管理者等 

(ｱ)  防潮扉等の管理、操作担当者及び各区域の水位、潮位観測人等は、津波警報等を

入手したとき、又はラジオ、テレビ等により津波警報等を知ったときは、水位、潮

位の変動を監視し、水門・陸閘管理の手引に基づき防潮扉等の開閉を行う。 

(ｲ)  水位、潮位の変動があったときは、水位、潮位の変動状況、措置状況等を速やか

に関係機関に通報する。 

イ  水防管理団体 

(ｱ)  各区域内の監視、警戒及び防潮扉等の管理者への連絡通報 
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(ｲ)  水防に必要な資機材の点検整備 

(ｳ)  防潮扉等の遅滞のない操作及び防潮扉等の管理者に対する閉鎖の応援 

(ｴ)  水防管理団体相互の協力及び応援 

 

資料編 ・樋門等の現況  p.116     

 

(3)  市の措置 

市は、消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう、次の措置をとるものとする。  

ア  地震が発生した場合、津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報道機関の協力

を得て住民等に対して広報を行う。 

イ  地震が発生した場合、緊急消防援助隊等の活動拠点の確保に係る調整、消火薬剤、

水防資機材等、県が保有する物資、資機材の点検 、配備及び流通在庫の把握 

７  電気、ガス、上下水道、通信、放送関係 

電力施設、ガス施設、水道施設及び下水道施設の復旧は、他機関の復旧作業や民生安定

に大きな影響を及ぼすため、これらの施設の設置者又は管理者は、地震・津波時には被害

状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するとともに、機動力を発揮

し応急復旧を迅速に実施する。 

(1)  電力施設の応急対策 

ア  実施責任者 

中国電力ネットワーク株式会社 

イ  電力供給のための体制確保 

津波警報等の伝達や避難時の照明の確保等、円滑な避難を行うために重要な電力の

供給に関する措置や、災害応急活動を行う防災拠点施設への電力の優先的な供給に関

する体制を整備する。 

ウ  地震・津波時における危険防止措置 

地震・津波時において送電又は配電を行うことが危険であると認められる地域に対

しては、送電又は配電の遮断等の適切な危険予防措置を講じる。 

エ  復旧方針 

復旧に当たっては、電力確保に重要な電力施設の復旧を優先するとともに、需要者

に対する復旧に当たっては、次の需要者の復旧を優先させる。 

(ｱ)  人命救助に関わる病院 

(ｲ)  災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、ガス、上下水道、交通、通信、

報道等の機関 

(ｳ)  被災者受入れ施設（学校など避難場所や避難所に指定された施設） 

オ  要員及び資機材等の確保 

(ｱ)  復旧要員 

あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するとともに、

被害状況に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。また、必要に応じて、広域的

な応援・受援計画により他の電力会社へ応援を依頼する。 
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なお、他の電力会社に応援を依頼する場合は応援要員の宿舎と工事用車両の駐車

場を確保する。  

(ｲ)  復旧資機材 

応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施するものとし、不足する

場合は他の電力会社に融通を依頼する。 

カ  広報サービス活動の実施 

地震・津波時には、次により需要者に対する広報サービス活動を実施する。 

(ｱ)  災害時における広報 

施設の復旧状況、火災等の二次災害防止に必要な利用者によるブレーカーの開放、

公衆感電事故防止を主体とした被災者への広報活動を広報車及びホームページへ

の掲載を含むインターネットによる発信等により行い、必要に応じてテレビ、ラジ

オ等による放送を報道機関に依頼するものとする。 

(ｲ)  移動相談所の開設 

被災地における需要者の電気相談及び公衆感電事故防止を図るため、状況に応じ

移動相談所を開設する。 

(2)  ガス施設の応急対策 

ア  実施責任者 

簡易ガス事業者 

イ  応急対策、広報活動等 

利用者によるガス栓の閉止等、火災等の二次災害の防止のために必要な措置、ガス 

使用上の注意等の広報活動を広報車及びホームページへの掲載を含むインターネット

による発信等により行い、必要に応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依

頼するものとする。 

ウ  相互援助活動 

一般社団法人日本コミュニティーガス協会中国支部の「中国支部コミュニティーガ

ス事業の防災に係る通報・応援措置要領」に基づき、災害の発生又はその拡大を防止

し相互に必要な援助活動を行う。 

 (3)  水道施設の応急対策 

ア  実施責任者 

水道事業者及び水道用水供給事業者 

イ  二次災害の軽減 

住民等の円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次災害を軽減させる

ための措置を講ずる。 

ウ  応急復旧対策 

(ｱ)  迅速に応急復旧等が行えるよう、あらかじめ、関係機関等からの応援を受ける場

合も想定した手順や方法を明確にした計画の策定に努める。 

(ｲ)  応急復旧等が実施責任者のみでは困難な場合には、関係機関等に応援を要請し、

必要に応じ、広域的な応援・受援計画により、県外の関係機関等へ応援を依頼する。 

(ｳ)  応急復旧等の状況や見通しを報道機関やホームページ、広報車等により、住民へ

周知する。 
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エ  資機材等の確保  

応急復旧等に必要な資機材等は、可能な限り備蓄するとともに、関係機関等との調

達体制の確立に努めるものとする。 

(4)  下水道施設の応急対策 

ア  実施責任者 

下水道管理者 

イ  広報サービスの実施 

下水道施設の被害状況、復旧の見通し等の広報活動を広報車等により行い、必要に

応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。 

ウ  要員及び資機材等の確保 

(ｱ)  復旧要員 

災害復旧に必要な要員は、被害状況に応じて確保するとともに、困難な場合には、

県内の関連事業者、隣接市町又は県に応援を要請し、 必要に応じ、広域的な応援・

受援計画により、県外の関連事業者等へ応援を依頼する。 

(ｲ)  復旧資機材 

応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材等により実施するものとし、関連事

業者等との調達体制の確保に努める。 

(5)  通信 

ア  通信事業者は、津波来襲時に機能を損なわないように、ケーブル、交換機等の配置

及び構造に十分配慮するものとする。 

特に危険性の高い地区内の施設については、電源の確保、地下への埋設や耐浪化等

の対策を講じるものとする。 

イ  指定公共機関西日本電信電話株式会社が行う措置 

ＮＴＴグループ会社は、関連会社と協力し、災害時において可能な限り電気通信サ

ービスを維持し、重要通信をそ通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を図

るとともに、応急復旧を迅速かつ的確に実施し、通信サービスの確保を図る。 

(ｱ)  通信の利用制限 

災害等により通信のそ通が著しく輻輳し、困難となった場合、電気通信事業法に

基づき、通信の利用を制限（規制）する措置を行う。 

(ｲ)  非常通信の確保 

ａ  特設公衆電話の設置 

災害救助法が適用された場合、孤立地域及び避難場所等への特設公衆電話の設

置に努める。 

ｂ  公衆電話の無料化 

広域停電時には、既設公衆電話の無料化に努める。  

(ｳ)  通信設備の応急復旧 

災害を受けた通信設備は、災害対策用機器を活用し、できるだけ早くかつ的確に

復旧を実施する。 

(ｴ)  災害用伝言ダイヤル「１７１」及び災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の運用震度６

弱以上の地震発生時や災害の発生により安否連絡が多発すると想定される場合等に、
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災害用伝言ダイヤル「１７１」及び災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の提供を運用す

る。 

また、あらかじめ、住民等に対して、災害用伝言ダイヤル「１７１」及び災害用

伝言板「ｗｅｂ１７１」の周知等を図るものとする。 

(ｵ)  広報活動（拡大防止策） 

ａ  広報車による広報活動を行う。広報する主な内容は次のとおりとする。 

(a)  被災地域と被災模様 

(b)  復旧のための措置と復旧見込時期 

ｂ  必要に応じて、テレビ・ラジオ等による放送を報道機関に、また防災無線等に

よる放送を行政機関に依頼するものとする。 

ウ  指定公共機関ＮＴＴドコモ中国支社が行う措置 

ＮＴＴドコモ中国支社は、関連会社と協力し、災害時において可能な限り移動通信

サービスを維持し、重要通信をそ通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を

図り、迅速かつ的確に実施し、通信サービスの確保を図る。 

(ｱ)  通信の利用制限と重要通信の確保 

災害等により移動通信のそ通が著しく輻輳し、困難となった場合、電気通信事業

法に基づき、通信の利用を制限（規制）する措置を行い、重要通信の確保に努める。 

(ｲ)  非常通信の確保 

ａ  災害救助法が適用された場合、行政機関が設置する災害対策本部の要請に応じ、

緊急連絡用として非常用衛星携帯電話、非常用携帯電話の貸出しに努める。 

ｂ  孤立地域及び避難場所への非常用携帯電話の貸出しに努める。 

(ｳ)  通信設備の応急復旧 

災害を受けた通信設備は、災害対策用機器を活用し、できるだけ早くかつ的確に

復旧を実施する。 

(ｴ)  「災害用伝言板サービス」の運用 

震度６弱以上の地震発生時や災害の発生により安否確認連絡が多発すると想定

される場合等に、「災害用伝言板サービス」を運用する。 

(ｵ)  広報活動（拡大防止策） 

ａ  移動通信設備の被害模様、復旧のための設置と回復見込み時期等の広報を報道

機関及びＮＴＴドコモ中国支社のホームページを通じて行う。 

また、防災無線等による放送を行政機関に依頼するものとする。 

ｂ 「災害用伝言板サービス」を運用した場合には、その広報を報道機関に依頼する

ものとする。 

エ  市等が行う支援の措置 

市、県、県警察、気象庁、国土交通省、海上保安庁、西日本旅客鉄道株式会社、西

日本高速道路株式会社、更に電力、ガス会社等の無線を用いた専用通信は、災害時の

情報連絡網として極めて重要な役割を持っている。 

各機関は次の点に留意して、災害時に有効、適切な措置を行うものとする。 

(ｱ)  要員の確保 

専用通信施設の点検、応急復旧に必要な要員の確保を図る。 



南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

187 

(ｲ)  応急用資機材の確保 

非常用電源（自家発電用施設、電池等）、移動無線機、可搬形無線機等の仮回線用

資機材など、応急用資機材の確保充実を図るとともに、平常時においてもこれらの

点検整備を行う。 

(6)  放送 

日本放送協会広島放送局、株式会社中国放送、広島テレビ放送株式会社、株式会社広 

島ホームテレビ、株式会社テレビ新広島及び広島エフエム株式会社（以下「放送事業者」

という。）は、地震及びこれに伴う二次災害の発生によって放送設備が故障し、放送が中

断する場合に備えて、放送をできるだけ速やかに再開できるように、次のような対策の

推進に努める。 

ア  放送所が被災しても放送が継続できるように、可能な限り放送所内に最小限の予備

の放送設備を設ける。 

イ  中波放送については、可能な限り非常用放送設備を設ける。 

ウ  放送番組中継回線及び防災関係機関との連絡回線が不通となった場合は、臨時無線

回線の設定など放送の継続や災害情報の収集が確保できるよう措置する。 

エ  発災後も放送を継続できるよう、あらかじめ必要な要員の配置、施設等の緊急点検

その他被災を防止するための措置を講じる。 

津波に対する避難が必要な地域の住民等に対しては、大きな揺れを感じたときは、

津波警報等が発表される前であっても津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波

警報等の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。 

また、関係機関と協力して、被害情報、交通情報、ライフラインに関する情報、津

波情報等、防災関係機関や地域住民等が津波からの円滑な避難を行うために必要な情

報の提供に努めるよう留意するとともに、視覚障害者等の情報入手に資するよう、テ

レビにおける字幕放送等の活用に努めるものとする。 

８  交通対策 

(1)  道路 

県公安委員会及び道路管理者は、津波の来襲により危険度が高いと予想される 

区間での交通規制、避難路についての交通規制の内容をあらかじめ計画し周知するも

のとする。なお、必要に応じ、隣接する県警察との連携を密にし、交通規制の整合性を

広域的に確保するものとする。 

特に、津波浸水想定区域へ通ずる管理道路については、当該地域境界線上において、

緊急通行車両以外の車両の区域内への流入を禁止するものとする。 

また、地理不案内者等の津波浸水想定区域への進入を防ぎ、地理不案内者等の安全を

確保するとともに住民等の避難の妨げにならないように通行止めなどの措置を実施する。 

(2)  海上及び航空 

ア  第六管区海上保安本部は、海上交通の安全を確保するため、船舶交通の輻輳が予想

される海域における船舶交通の制限等の措置に係る計画を定め、これに基づき必要な

措置を実施するものとする。 

イ  第六管区海上保安本部及び港湾管理者は、津波による危険が予想される海域から安

全な海域へ船舶を退避させる等の措置を実施するものとする。 
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ウ  空港管理者は、津波の来襲するおそれがある場合、速やかに飛行場の閉鎖を行うと

ともに、利用者に対し、津波の来襲のおそれがある旨を周知する。 

(3)  鉄道 

鉄・軌道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間があ

る場合等における運行の停止その他運行上の措置を実施するものとする。 

(4)  乗客等の避難誘導等 

津波の影響を受けると予想される、船舶、鉄・軌道事業者は、船舶、列車等の乗客や

駅、港湾のターミナルに滞在する者の避難誘導計画等を策定するものとする。 

９  市が管理又は運営する施設関係 

(1)  不特定多数かつ多数の者が出入りする施設 

市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書館、学

校等の管理上の措置は概ね次のとおりである。 

ア  各施設に共通する事項 

(ｱ)  津波警報等の入場者等への伝達 

(ｲ)  入場者等の安全確保のための退避等の措置 

(ｳ)  施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

(ｴ)  出火防止措置 

(ｵ)  水、食料等の備蓄 

(ｶ)  消防用設備の点検、整備 

(ｷ)  非常用発電装置の整備、告知放送設備、テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報

を入手するための機器の整備 

イ  個別事項 

(ｱ)  学校 

ａ  当該学校が、市の定める津波避難対象地区にあるときは、避難の安全に関する

措置 

ｂ  当該学校に保護を必要とする生徒等がいる場合（たとえば特別支援学校等）、

これらの者に対する保護の措置 

(ｲ)  社会福祉施設 

社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は困難

な者の安全の確保のための必要な措置。 

なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

(2)  災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

ア  災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は、（1）アに掲げる措置をと

るほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設

の管理者に対して、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

(ｱ)  自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

(ｲ)  無線通信機等通信手段の確保 

(ｳ)  災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 
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イ  県は、市の避難場所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力する

ものとする。 

ウ  県は、市が行う屋内避難に使用する建物の選定について、県有施設の活用等協力す

るものとする。 

(3)  工事中の建築等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波の来襲のおそれがある場合

には、原則として工事を中断するものとする。 

 
 
第７節 関係者との連携協力の確保に関する計画 

 

第１ 相互応援協力計画 

１ 方針 

地震・津波が発生し、被害が広範囲に及び各防災関係機関のみでは十分な応急措置が

できない場合、他の防災関係機関や他の都道府県等の協力を得て応急措置を実施する。 

２ 実施内容 

市、県、県警察、防災関係機関は必要に応じて、他の機関に協力を要請し、応急 

措置等を迅速かつ円滑に遂行する。 

(1)  市 

ア  知事等に対する応援要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し、原

則として次の事項を示し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

なお、原則として文書により行うこととするが、そのいとまのないときは、口頭

又は電話等、迅速な方法で行い、事後速やかに文書を提出する。 

(ｱ)  災害の状況及び応援を必要とする理由 

(ｲ)  応援を必要とする職種別人員 

(ｳ)  応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等 

(ｴ)  応援を必要とする場所及び応援場所への経路 

(ｵ)  応援を必要とする期間 

(ｶ)  その他必要な事項 

イ  他の市町に対する応援要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県内全市町に

よる災害時の相互応援に関する協定等に基づき他の市町長に応援を求める。 

応援を求められた市町長は、県が行う市町間の調整に留意するとともに必要な応

援を行う。 

ウ  緊急消防援助隊の応援等の要請のための連絡 

市長は、大規模災害により、市の消防力及び県内応援隊だけでは対応できず、大

規模な消防の応援等を受ける必要があると判断したときは、「広島県緊急消防援助

隊広島県受援計画」に基づき、速やかに県知事に当該応援等が必要である旨の連絡

を行うものとする。  
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第２  自衛隊災害派遣計画 

１  方針 

陸上自衛隊第 13 旅団長及び海上自衛隊呉地方総監等（以下「旅団長等」という。）は、

自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条及び災害対策基本法第 68 条の２の規定に

より、知事、第六管区海上保安本部長及び広島空港長（以下「要請者」という。）から部

隊等の派遣要請があり、事態やむを得ないと認める場合、又はその事態に照らし特に緊

急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合は、速やかに部隊等を派遣して、

災害救助活動を実施する。 

２  自主派遣の基準 

自主派遣の基準は、次のとおりである。 

(1)  災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報

収集を行う必要があると認められること。 

(2)  災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認めら

れる場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

(3)  海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動

が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであること。 

(4)  その他災害に際し、前記(1)から(3)に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を

待ついとまがないと認められること。 

この場合においても、部隊等の長は、できる限り早急に知事等に連絡し、密接な連

絡調整のもとに、適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努めるものとする。 

３  災害派遣部隊の活動 

災害派遣部隊は、緊急性、公共性を重視して関係機関と緊密な連携のもと、相互に協

力して次の救援活動を実施する。 

(1)  被害状況の把握及び通報 

空中等からの偵察により、被災状況を的確に把握し、必要に応じて防災関係機関に

通報する。 

なお、震度５弱以上の地震に際し、部隊等は、航空機等により当該災害の発生地域

等の情報収集を行うとともに、その情報を、必要に応じ、県に伝達する。県は、自衛

隊に対して、的確な災害情報の提供に努める。 

(2)  遭難者等の遭難救助  

行方不明者、負傷者が発生した場合は、原則として他の救援活動等に優先して捜索、

救助を行う。 

(3)  人員及び救援物資の緊急輸送 

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、

救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。 

特に緊急を要すると認められるものについては、航空機による輸送を行う。 

(4)  炊飯及び給水支援 

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、

給食及び給水支援を行う。 

(5)  道路及び水路の啓開 
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緊急交通路及び避難場所等への道路及び水路を重点に、障害物を除去し道路及び水

路の確保に当たる。 

(6)  水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。 

(7)  その他 

その他臨機の必要に応じ、避難者の誘導、通信、医療、消防等の支援について、自

衛隊の能力で対処可能な範囲で、所要の活動を行う。 

４  災害派遣を命じられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、市長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次

の市長の職権を行うことができる。この場合において、当該市長の職権を行ったときは、

直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

(1)  警戒区域の設定、立ち入り制限・禁止、退去命令 

(2)  当該市町の区域内の他人の土地等の一時使用等 

(3)  現場の被災工作物等の除去等 

(4)  当該市の区域内の住民等を応急措置の業務に従事させること 

５  災害派遣要請の手続等 

(1)  派遣要請の手続 

要請に当たっては、自衛隊法施行令（昭和 29 年政令第 179 号）第 106 条の規定に基

づく、所定事項を記載した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要する

ときは、電話等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行うことができる。  

要請文書には、次の事項を記載する。 

ア  災害の情況及び派遣を要請する事由 

イ  派遣を希望する期間 

ウ  派遣を希望する区域及び活動内容 

エ  その他参考となるべき事項 

(2)  派遣要請先、要請者連絡先及び連絡方法 

ア  要請先及び連絡方法 

(ｱ)  陸上自衛隊第 13 旅団長 

陸上自衛隊第 13 旅団司令部 安芸郡海田町寿町２－１ 

第３部（防衛班） 

電話  ０８２－８２２－３１０１ 内線２４１０ 

（夜間・土・日・祝祭日等） 

内線２４４０（当直幕僚） 

(ｲ)  海上自衛隊呉地方総監 

海上自衛隊呉地方総監部防衛部 呉市幸町８－１ 

オペレーション 

電話  ０８２３－２２－５５１１ 

内線２８２３、２２２２（当直） 

(ｳ)  航空自衛隊西部航空方面隊司令官 
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航空自衛隊西部航空方面隊 福岡県春日市原町３－１－１ 

司令部防衛部運用課 

電話  ０９２－５８１－４０３１内線２３４８ 

（課業時間外）内線２２０３（ＳＯＣ当直） 

イ  要請者連絡先及び連絡方法 

(ｱ)  広島県危機管理監危機管理課 広島市中区基町 10－52 

電話  ０８２－２２８－２１１１内線２７８３～２７８６ 

０８２－２２８－２１５９（直通） 

０８２－５１１－６７２０（直通） 

 

(ｲ)  第六管区海上保安本部 広島市南区宇品海岸三丁目 10－17 

電話  ０８２－２５１－５１１１ 内線３２７１～３２７５ 

０８２－２５１－５１１５、５１１６（直通）（当直） 

(ｳ)  大阪航空局広島空港事務所 三原市本郷町善入寺字平岩 64－34 

電話  ０８４８－８６－８６５０ 

(3)  災害派遣の要請の要求等  

ア  市長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に自衛隊の災

害派遣の要請をするよう求めることができる。 

イ  市長は、前記アの要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛大臣又

はその指定するもの（陸上自衛隊第 13 旅団長、海上自衛隊呉地方総監等）に通知す

ることができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣等は、その事態に

照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、自主派遣等

をすることができる。 

ウ  市長は、前記イの通知をしたときは、速やかに知事に通知しなければならない。 

(4)  生活関連支援活動に係る協定 

倒壊家屋の処理等の生活関連支援活動において、被災者の財産権等にかかわる支援

活動については、地震・津波発生後、要請者と旅団長等が事前に協議し、協定書等を

締結するものとする。 

６  災害派遣部隊の受け入れ 

(1)  自衛隊の災害派遣が決定したときは、要請者は、市長又は関係機関の長に、派遣部

隊の受け入れ体制を整備させるとともに、必要に応じて派遣部隊と市又は関係機関と

の連絡に当たる職員を現地に派遣する。 

(2)  災害派遣を依頼した市又は関係機関の長は、派遣部隊の受け入れに必要な次の事項

について万全を期すこととする。 

ア  派遣部隊到着前 

(ｱ)  市及び関係機関における派遣部隊等の受け入れ担当連絡部署（職員）の指定及

び配置（平常時からの指定及び配置を含む。） 

(ｲ)  派遣部隊指揮所及び連絡員が市及び関係機関と緊密な連絡をとるに必要かつ適

切な施設（場所）の提供 
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(ｳ)  派遣部隊の宿営地及び駐車場等の準備（平常時から宿営地候補地の検討を含

む。） 

(ｴ)  派遣部隊が到着後速やかに救援目的の活動を開始できるよう、必要な資材等の

準備 

(ｵ)  臨時ヘリポートの設定（本編第３章第５節ヘリコプターによる災害応急対策計

画による。） 

(ｶ)  艦艇が使用できる岸壁の準備（接岸可能な岸壁の検討） 

イ  派遣部隊到着後 

(ｱ)  派遣部隊を迅速に目的地に誘導する。 

(ｲ)  他の関係機関の救援活動との重複を避け、最も効果的な救援活動が分担できる

よう、派遣部隊指揮官と協議する。 

(ｳ)  派遣部隊指揮官、編成装備、到着日時、活動内容及び作業進捗状況等を知事等

に報告する。 

７  派遣に要する経費の負担 

部隊等が派遣された場合、次の各号に掲げる経費は自衛隊において負担し、それ以外

の経費は、それぞれの災害応急対策責任者の負担とする。 

(1)  部隊の輸送費（民間の輸送力（フェリー等を含む。）を利用する場合及び有料道路の

通行を除く。） 

(2)  隊員の給与 

(3)  隊員の食糧費 

(4)  その他の部隊に直接必要な経費 

８  災害派遣部隊の撤収要請 

(1)  要請者は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、自衛隊の撤収を要請

する。 

(2)  災害派遣命令者は、前項の要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと認める

場合は、速やかに部隊等の撤収を命じる。 

第３  救援物資の調達・供給活動計画 

県及び市等は、被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活

必需品等を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行えるよう、その備蓄

する物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システ

ムを活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努めるものとする。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜

を得た物資の調達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、

燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、男女のニーズの違いや、要配慮

者等のニーズに配慮するものとする。 

(1)  食料供給関係 

ア  市は、地震・津波災害に備え、緊急用食料の備蓄に努めるものとする。 

イ  市は、防災関係機関や販売業者等と密接に連携して、それらからの供給可能な数

量、その保管場所等をあらかじめ把握しておく。 

(2)  給水関係 
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ア  市長、水道事業者及び水道用水供給事業者は、地震・津波災害時に備えて水道施

設の耐震性の向上や、応急給水拠点の整備等水道システム全体の安定性の向上に努

めるとともに、応急給水や応急復旧のための手順・方法を明確にした計画の策定や

訓練の実施等の緊急対応体制、大規模災害に備えた広域的な相互応援対策等の確立

に努めるものとする。 

なお、医療機関等に対する緊急時の給水等については、十分配慮しておくものと

する。 

イ  知事は、地震災害時に備え、平素から市町長が実施する耐震化施策等について必

要な指導・支援を行う。 

ウ  市は、遊休井戸等の緊急時に活用できる水源の確保・管理に努める。 

(3)  生活必需品等供給関係 

市は、被災者に対し、衣服、寝具その他の生活必需品（以下「生活必需品等」とい

う。）を円滑に供給するため、平素から物資の備蓄に努めるとともに、区域内の卸売業

者、大規模小売店等における生活必需品等の放出可能量の把握、確認に努め、災害時

において速やかに調達できるよう体制の確立に努める。 

(4)  救援物資の調達・配送関係 

地震により、県内で大規模な災害が発生し、市単独では必要な物資の確保が困難な

場合に備え、県は、民間事業者のノウハウを活用した救援物資の調達方法や救援物資

輸送拠点の運営方法、国や関係機関と連携した救援物資輸送車両等への燃料確保の仕

組み等の整備に努める。 

市及び県は、国が構築する物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじ

め、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとし、大規模な災害発生のおそれがある

場合は、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うと

ともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資

の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供

を含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。また、平時から、訓練

等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した

民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 

第４  帰宅困難者対策計画 

地震・津波等により、公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰

宅困難者が大量に発生する場合に備えて、市は、市民や企業等に対し、「むやみに移動を

開始しない」という基本原則や、従業員等が一定期間事業所内に留まることができる備

蓄の必要性等の周知を図る。また、市は必要に応じて、一時滞在施設の確保等に努める

ものとする。  
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第８節  時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する計画 
 
１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る措置

（1） 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の情報は、次の経路により関係

機関に通知する。その他情報の収集及び伝達に関しては、震災対策編・津波災害対策計

画第３章第２節第２「地震及び津波に関する情報等の伝達に関する計画」による。 
 

 
（2） 市の配備・動員体制 

市の配備体制は、注意体制とし、主として情報収集及び連絡活動を実施する。その他

動員体制等に関しては、基本編第３章第２節第１「組織、動員計画」及び震災対策編地

震災害対策計画第３章第２節第１「配備、動員計画」を準用する。 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害応急対策に 

係る措置 

（1） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達等 

前記１（1）による。 

（2） 市の配備・動員体制 

市の配備体制は、注意体制、警戒体制、非常体制の３種類とし、市内に地震・津波災

害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、応急対策を迅速かつ的確に実施する。

その他動員体制等に関しては、基本編第３章第２節第１「組織、動員計画」及び震災対

策編地震災害対策計画第３章第２節第１「配備、動員計画」を準用する。 
（3） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の周知 

防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関する

情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係のある事
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項について周知するものとし、その周知方法等は基本編第３章第８節第２「災害広報・

被災者相談計画」を準用する。 

（4） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の災害応急対策に関する

情報の収集・伝達等 

市は、災害応急対策の実施状況、その他南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された後の諸般の状況を具体的に把握するため、各種情報の収集及び伝達体制に

ついて整備するものとし、その収集体制等は基本編第３章第３節第１及び震災対策編地

震災害対策計画第３章第３節第１「災害情報計画」を準用する。 

（5） 災害応急対策をとるべき期間等 

市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の

発生から１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析され

たＭ６.８程度以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりす

べり等を観測した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された

南海トラフ地震、以下同じ。）に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期

間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 

（6） 地域住民等に対する呼びかけ等 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合におい

て、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼

びかける。 

また、大規模地震発生時には、堤防の崩壊や地盤の沈下等により、津波到達前に浸水

が開始することも想定されることから、地震発生後の避難では避難が完了できない恐れ

があるため、津波災害の不安がある住民に対し、知人宅や親類宅等への自主的な避難な

ど個々の状況に応じた防災対応の実施を促すこととする。 

（7） 消防機関等の活動 

   市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、消防

機関等が出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置につ

いて、津波警報等の情報の的確な収集及び伝達を重点として、その対策を定めるものと

する。 

   県は、市町の実施する消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう措置をとるも

のとする。 

（8） 警備対策 

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、

犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとるものとする。 

   ア 正確な情報の収集及び伝達 

   イ 不法事案等の予防及び取締り 

   ウ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

（9） 水道、電気、ガス、通信、放送、金融関係 

    計画主体である各事業者は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基づき、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害応急対策に係る措

置等について、推進計画に明示するものとする。 
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（10）交通対策 

ア 道路 

（ｱ） 県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運転

者のとるべき行動の要領について、地域住民等に周知するものとする。 

   （ｲ） 県は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が

発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するものとす

る。 

  イ 海上及び航空 

  （ｱ） 第六管区海上保安本部及び港湾管理者は、在港船舶の避難等対策について、津波

に対する安全性に留意し、必要な措置を実施するものとする。 

  （ｲ） 港湾管理者は、津波による危険が予想される地域に係る港湾の対策について、津

波に対する安全性に留意し、必要な措置を実施するものとする。 

  （ｳ） 空港管理者は、推進地域内の飛行場における対策について、津波に対する安全

性に留意し、必要な措置を実施するものとする。 

ウ 鉄道 

  （ｱ） 鉄道・軌道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され

た場合、安全性に留意しつつ、運行するために必要な措置を実施するものとす

る。 

（11）市及び県が管理又は運営する施設関係 

  ア 不特定多数かつ多数の者が出入りする施設 

市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、美術

館、図書館、病院、学校等の管理上の措置及び体制は概ね次のとおりである。 

  （ｱ） 各施設に共通する事項 

    ａ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達 

ｂ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ｃ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

ｄ 出火防止措置 

ｅ 水、食料等の備蓄 

ｆ 消防用設備の点検、整備 

ｇ 非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・コンピュータなど

情報を入手するための機器の整備 

ｈ 各施設における緊急点検、巡視 

（ｲ） 個別事項 

ａ 橋梁、トンネル及び法面等に関する道路管理上の措置 

ｂ 河川、海岸、港湾施設及び漁港施設について、水門及び閘門の閉鎖手順の確

認又は閉鎖等津波の発生に備えて講じるべき措置 

ｃ 病院においては、患者等の保護等の方法について、各々の施設の耐震性・耐

浪性を十分に考慮した措置 

ｄ 幼稚園、小・中学校等にあっては、児童生徒等に対する保護の方法等につい

て必要な措置 
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      ｅ 社会福祉施設にあっては、入所者等に対する保護の方法等について必要な措置 

なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

  イ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

（ｱ） 災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は、ア（ｱ）に掲げる措置

をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その

施設の管理者に対して、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

       ａ 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

       ｂ 無線通信機等通信手段の確保 

    ｃ 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（ｲ） 県は、市町の避難場所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力

するものとする。 

（ｳ） 県は、市町が行う屋内避難に使用する建物の選定について、県有施設の活用等協

力するものとする。 

  ウ 工事中の建築等に対する措置 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における工事中の

建築物その他の工作物又は施設については、津波やがけ崩れに対する安全性に留意

し、必要な措置を実施するものとする。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における災害応急対策に

係る措置 

（1） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達経路 

前記１（1）による。 

（2） 市の配備・動員体制 

前記２（2）による。 

（3） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の周知 

前記２（3）による。 

（4） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の災害応急対策に関する

情報の収集・伝達等 

前記２（4）による。 

（5） 災害応急対策をとるべき期間等 

市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０

未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50 ㎞程度までの範囲でＭ７．０

以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生

するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と

異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっ

くりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するま

での期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 

（6） 地域住民等に対する呼びかけ等 



南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

199 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合におい

て、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼

びかける。 

（7） 防災関係機関のとるべき措置 

   防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合にお

いて、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとする。 
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第９節  防災訓練に関する計画 
 
１  防災訓練 

ア  市は、県が国、防災関係機関、自主防災組織、企業及び住民等の協力により実施する

総合的、広域的かつ実践的な訓練に参加・協力する。 

イ  市は、防災関係機関、自主防災組織、企業及び住民等の協力により、防災訓練を行う。 

ウ  各防災関係機関は、それぞれ防災業務計画に基づき、防災訓練を行う。 

エ  災害予防責任者は、訓練実施結果について評価・検討を行い防災体制の改善に反映さ

せるものとする。 

オ  市は、津波警報又は南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の情

報伝達に係る訓練を行う。 

２  職員の動員訓練 

市及び防災関係機関は、地震・津波災害発生時における初動体制の確保等応急対策の万

全を期するため、職員の動員訓練を適宜実施する。 

３  通信運用訓練 

市及び防災関係機関は、地震・津波災害時における通信の円滑な運用を確保し、各種地

震・津波情報の受伝達、災害発生時の被害状況の把握及び応急対策の指令等を迅速かつ適

切に行えるよう、通信運用訓練を適宜実施する。 

４  津波防災訓練 

市、施設管理者等は、津波の来襲を想定した次の訓練を適宜実施するものとする。 

なお、県は、訓練の実施に当たり、必要な支援を行うものとする。 

ア  津波警報等、津波に関する情報の収集・伝達 

初動体制や情報の収集・伝達ルートの確認、操作方法の習熟等を目的とした訓練を実

施する。 

加えて、市においては、告知放送設備の可聴範囲の確認、住民等への広報文案の適否 

（平易で分かりやすい表現か）等を訓練実施により検討する。 

イ  津波防災施設操作訓練 

次の事項を踏まえ、現実に起こりうる想定の中で訓練を実施する。 

(ｱ)  誰が、何時、どのような手順で閉鎖操作等を実施するのか。 

(ｲ)  津波到達時間内に操作完了が可能か。 

(ｳ)  地震動等により操作不能となった場合の対応はどのようにするか。 

ウ  津波監視訓練  

高台等の安全地域からの目視、監視用カメラ、検潮器等の津波観測機器を用いて、津 

波監視方法の習熟、監視結果の把握・理解、災害応急対策への活用等について訓練を実

施する。 

エ  津波避難訓練 

各種避難計画において選定した避難場所及び避難路を実際に避難することにより、ル

ートや、避難標識の確認、避難の際の危険性等を把握しておく。 
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津波避難訓練の実施主体は、住民、消防本部（局）、消防団、自主防災組織に加えて漁

港関係者、港湾関係者等とし、地域ぐるみの実施体制の確立を図るものとする。また、

観光客、釣り客等の幅広い参加を促すとともに、避難行動要支援者の避難誘導等の実践

的な訓練が可能となるよう参加者を検討するものとする。 

津波避難訓練は、津波の高さ、到達予想時間、継続時間等を設定し、想定津波の発生

から終息までの時間経過に沿った内容とし、津波浸水想定地域、避難場所及び避難路の

確認、水門・陸閘等の点検等を実施するものとする。 

 

５ 津波避難訓練 

(1)  県、市及び防災関係機関は、津波避難訓練を適宜実施する。 

(2)  避難訓練の実施主体は、企業、住民、消防本部（局）、消防団、自主防災組織に加えて

漁港関係者、港湾関係者、海岸付近の観光・宿泊施設及び津波避難ビルの管理者等とし、

地域ぐるみの実施体制の確立を図るものとする。また、観光客、釣り客、海水浴客等の

幅広い参加を促すとともに、避難行動要支援者の避難誘導等の実践的な訓練が可能とな

るよう参加者を検討するものとする。  

(3)  避難訓練は、津波の高さ、到達予想時間、継続時間等を設定し、想定津波の発生から

終息までの時間経過に沿った内容とし、津波浸水想定地域、避難場所及び避難路の確認

及び津波避難ビルを含む避難場所への避難、水門・陸閘等の点検等を実施するものとす

る。 

６  防災訓練に対する協力等 

ア  市は、防災関係機関等が実施する防災訓練について、必要な指導助言を行うとともに、

積極的に協力する。 

イ  各防災関係機関は、市が実施する防災訓練に積極的に協力する。 

７  実施方法 

それぞれの災害予防責任者において自主的に計画を樹立して、最も効果のある時期、場

所、参加団体等を決定して実施する。 

防災会議は、自ら次の総合訓練を主催するとともに、必要により災害予防責任者が実施

する防災訓練の調整を行う。 

ア  大規模災害発生時における防災関係機関、市民、企業及び行政相互の連絡協力体制の

確立と地域住民の防災意識の高揚を図るための総合防災訓練 

イ 大規模災害発生時における県災害対策本部・支部、市及び防災関係機関との連携強化

を図るための図上訓練  
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第 10 節  地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 
 

市は、防災関係機関、自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震防災上必

要な教育及び広報を推進するものとする。 

 

１ 市職員に対する教育 

災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における災害応急対策

の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとし、その内容は少なくとも次の事

項を含むものとする。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海 

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

(2)  南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

(3)  地震及び津波に関する一般的な知識 

(4)  南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海 

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した

場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(5)  南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海 

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した

場合に職員等が果たすべき役割 

(6)  南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(7)  南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

２  住民等に対する教育・広報 

市は、防災関係機関や企業、大学等と連携して、南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出

された場合及び南海トラフ地震発生時に市民等が的確な判断に基づいた行動ができるよう、

あらゆる機会を通じて、広島県地震被害想定と防災・減災対策による被害軽減効果のほか、

地震についての正しい知識や津波からの早期避難や耐震化などの防災・減災対策の普及・

啓発を行い、意識の高揚を図る。 

また、地域交流センター等の社会教育施設を活用するなどして、自主防災組織など地域

コミュニティや家庭・家族単位での防災に関する教育の普及促進を図る。 

(1)  啓発内容 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

イ  南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動・津波及び被害と防災・減災対

策による被害軽減効果 

ウ  地震・津波に対する地域住民への周知 

エ  様々な条件下で地震・津波発生時にとるべき行動、緊急地震速報利用の心得など 

＜地震・津波のときの心得＞ 
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(ｱ)  家の中にいるときに大きな揺れを感じたら、まず丈夫なテーブルや机の下に隠れ

て身の安全を確保し、あわてて外へ飛び出さないこと。 

(ｲ)  火の始末はやけどをしないように落ち着いて行うこと。 

(ｳ)  テレビ、ラジオ、緊急地震速報、インターネット、告知放送設備により、気象台

等が発表する津波警報等や地震・津波に関する情報を入手すること。 

(ｴ)  海岸にいるときに大きな揺れや長い地震、ゆっくりした揺れを感じたら、津波の

おそれがあるので直ちに高台へ避難すること。 

(ｵ)  野外で大きな揺れを感じたら、看板の落下、ビルの窓から割れたガラスの落下、

ブロック塀や自動販売機などの倒壊に注意すること。 

(ｶ)  切り立ったがけのそばや地盤の軟弱な傾斜地などで大きな揺れを感じたら、山崩

れ、がけ崩れのおそれがあるので注意すること。 

(ｷ)  車での避難は、渋滞に見舞われ防災活動や避難の妨げとなる恐れがあるので、持 

ち物は最小限にして徒歩で避難すること。 

(ｸ)  避難時には、自宅のブレーカーを切り、ガスの元栓を締めること。 

(ｹ)  地震・津波のあと、余震がしばらく続く場合があるので注意すること。また、災

害時には、未確認の情報が風評となり、混乱を招く場合があるので、正しい情報を

入手して行動するようにすること。 

(ｺ)  地震は突然襲ってくるため、常日頃から避難方法・避難場所や医療機関などを確

認しておくこと。また、携帯ラジオ、懐中電灯などの防災用品、３日分程度、可能

な限り１週間分程度の食料・生活必需品を普段から備蓄し、点検しておくこと。 

＜津波に対する心得－陸地にいる人の場合＞ 

(ｱ)  強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたときは、直ちに沿岸部や川沿いから離れ、急いで高台な

どの安全な場所に避難すること。 

なお、避難にあたっては徒歩によることを原則とする。 

また、避難に当たっては、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民等の

避難を促すことに繋がることにも留意する。 

(ｲ)  地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、直ちに沿岸部や川沿いから

離れ、急いで津波避難ビル（３階建以上）や高台などの安全な場所に避難すること。 

(ｳ)  正しい情報をラジオ、テレビ、緊急地震速報、インターネット、告知放送設備、

広報車等を通じて迅速に入手すること。 

(ｴ)  津波注意報でも、危険があるので、海岸には近づかないこと。 

(ｵ)  津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二波、第

三波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間から場合によっては一日以上にわ

たり継続する可能性があるので、警報、注意報が解除になるまで気をゆるめないこ

と。 

＜津波に対する心得－船舶の場合＞  

(ｱ)  強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時間ゆ

っくりした揺れを感じたときは、直ちに港外（注１）に退避すること。 
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(ｲ)  地震を感じなくても、津波警報、注意報が発表されたときは、直ちに港外（注１）

に退避すること。 

(ｳ)  港外退避ができない小型船は、高い所に引き上げて（注２）固縛するなど最善の

措置をとること。 

(ｴ)  正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手すること。 

(ｵ)  津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除になるまで気をゆるめない

こと。 

注１）港外：水深の深い、広い地域 

注２）港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う。 

オ 地震・津波に対する一般知識 

カ 非常用食料、飲料水、身の回り品等非常持出品や救急医薬品の準備 

キ 建築物等の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止 

ク 災害情報の正確な入手方法 

ケ 災害時の家族内の連絡体制の事前確保 

コ 出火の防止及び初期消火の心得 

サ ビル街、百貨店、地下街等外出時における地震発生時の対処方法 

シ 自動車運転時の心得 

ス 救助・救援に関する事項 

セ 安否情報の確認に関する事項 

ソ 津波浸水想定図 

タ 津波避難場所、避難路及び避難方法等避難対策に関する事項 

チ 避難場所等への避難が困難な場合における建物の上階への垂直移動の考え方 

ツ 水道、電力、ガス、電話などの地震災害時の心得 

テ 高齢者、障害者などへの配慮 

ト 避難行動要支援者に対する避難支援 

ナ 各防災関係機関が行う地震災害対策 

ニ その他必要な事項 

(2)  啓発方法 

ア ホームページ、パンフレット、リーフレット、ポスターの作成・配布 

イ テレビ、ラジオ、有線施設等放送施設の活用 

ウ 新聞、広報紙、インターネット、その他の広報媒体の活用 

エ 映画、スライド等の活用  

オ 防災に関する講習会、講演会、展示会等の開催 

カ その他の方法 

３  児童、生徒等に対する教育 

市は、児童生徒等に対して、学校教育等を通じて、南海トラフ巨大地震に関する知識や

避難の方法等などの防災教育の推進を図る。 

４  自動車運転者に対する教育 

県警察は、運転免許更新時の講習や各種広報誌等により、地震発生時における自動車運

転者が措置すべき事項に係る教育の推進を図る。 
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５  船舶関係者に対する周知 

(1)  強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時間ゆっく

りした揺れを感じたときは、直ちに港外（水深の深い、広い海域）退避すること。 

(2)  地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、直ちに港外退避すること。 

(3)  港外退避ができない小型船は、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置をとるこ

と。 

(4)  正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手すること。 

(5)  津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除になるまで気をゆるめないこと。 

６  相談窓口の設置 

市及び県は、南海トラフ地震防災対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置す

るとともに、その旨周知徹底を図るものとする。 


